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(5) 中堅ゼネコンとの意見交換会 議事要旨 

CI-NETによる電子商取引の場合の特殊処理（案） 

意見交換にて、標記に関し種々の意見をいただいた。 

 

これから検討する発注者側(ゼネコン)がこんな時どうしているのだろうと自社の方法と比較した

場合、「そうか、自社と同じ方法でいいのか」あるいは「こんな方法があるのか」など身近にイメ

ージしてもらい、導入障壁を下げることに役立つものにしたいと考えます。 

よって、発注者側(ゼネコン)の立場で質疑応答をしています。 

1. 個別契約成立後の、軽微な注文書鑑項目（1031：発注者担当住所、1052：工事・納入開始

日、1053：工事・納入終了日・納入期限 等）の変更方法は？ 

CI-NET 実装規約 Ver.2.1ad.7 では、双方合意の上契約金額に影響しない範囲で、別紙

のデータ項目が変更可能となっています。 

【実施例】 

実施例 1：「鑑項目合意変更申込メッセージ」および「鑑項目合意変更承諾メッセージ」を

使用して実施している。 

工期は軽微な項目に当たる。建設業法令遵守ガイドライン（第４版）では、「工期変

更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必要」と記載されている。そのた

め、契約書にあたる「鑑項目合意変更申込メッセージ」を使う企業が増えている。 

実施例 2：「合意解除申込メッセージ」および「合意解除承諾メッセージ」を使用して実施

している。 

「合意解除申込メッセージ」および「合意解除承諾メッセージ」を利用して合意解除

し、再度「確定注文メッセージ」および「注文請けメッセージ」のやり取りをしている。 

実施例 3：「鑑項目合意変更申込メッセージ」および「鑑項目合意変更承諾メッセージ」は

使用していない。 

「確定注文メッセージ」および「注文請けメッセージ」で契約のやり直しを実施して

いる。 

 

2. 個別契約成立前（注文請け書を受信していない状態）に、注文を取り消す方法は？ 

(１) 間違った取引先に注文書を送信してしまった場合 

【実施例】 

実施例 1：「確定注文メッセージ」および「注文請けメッセージ」のみで行っているため、一

度契約を成立させて、枝番の管理で特記事項に解除の旨を記入し再度減額で

取り交わす形にしている。 

請書を変えようと思ったら必ず「確定注文メッセージ」を飛ばし、その最新版を正と
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している。 

実施例 2：「確定注文メッセージ」にて[9]訂正コード=3を送信して「取消」としている。 

 

3. 個別契約成立前（注文請け書を受信していない状態）に、注文を修正する方法は？  

(１) 間違った記載とした場合（例えば、契約金額、支払条件、作業所条件等を変更した場合） 

【実施例】 

実施例 1：同じ注文番号で正しい注文書を送付しなおし、送信回数が高い方を正として

いる。 

実施例 2：「合意解除申込メッセージ」および「合意解除承諾メッセージ」を利用して合意

解除し、異なる注文番号で契約をやり直している。 

実施例 3：「確定注文メッセージ」にて[9]訂正コード=3 を送信して「取消」とし、異なる注

文番号で契約をやり直している。 

 

4. 個別契約成立後（注文請け書を受信し、契約成立となっている状態）に、注文を取り消す方法

は？ 

【実施例】 

実施例 1：「合意解除申込メッセージ」および「合意解除承諾メッセージ」を使用して実施

している。「確定注文メッセージ」による再送や訂正等の対応が自社の業務シス

テムでは対応していないため、できないため、注文請け書を受信し、契約締結

としたた後、合意解除とする。 

実施例 2：「確定注文メッセージ」および「注文請けメッセージ」のみで行っているため、契

約後枝番の管理で特記事項に解除の旨を記入し再度減額で取り交わす形に

している。 

 

5. 当初契約に伴う追加、変更契約の方法は？ 

【実施例】 

実施例 1：枝番契約を実施している。 

実施例 2：別注文番号で実施している。 

 

6. 電子契約データと書面の保管方法は？ 

【実施例】 

実施例 1：そのまま、電子契約と書面は別の場所に保管している。 

実施例 2：すべて電子データ(グリーンサイト利用などで書面は pdf にする)で保管してい

る。 

実施例 3：すべて書面(電子契約は印刷)で保管している。 
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別紙 

■軽微な注文書鑑項目       が該当箇所 

 

 

株式会社渋谷建設  東京支店４５６７８９０１２３４５６７８ ＣＩ－ＮＥＴ住宅９０１２３４５６７８９０１２３４５ 工事№：016081 変更工事№： 確定注文
高尾産業株式会社 型枠工事高層棟 注文№：01661　　　　　- （参考）

本帳票は参考用に電子契約データを印刷したもの

受注者

〒 １９１ー１２３４ 〒 １５１ー８５０３

住所 住所

受注者ｺｰﾄﾞ2

会社名

代表者名 津久井  太郎  会社名 株式会社渋谷建設  東京支店

代表者名 取締役支店長 渋谷   弘典

共同企業体代表者名 外崎
（工事所長名）

工事コード 工事名称

０１６０８１

契約金額 円

住所 〒102   東京都千代田区隼町１－１－５　　    うち 工事金額 円

消費税額　5％ 円

注文日 2002年　9月27日 消費税ｺｰﾄﾞ 2：外税 課税分類コード　1：課税対象

注文№ 01161－

取引件名 　　　　　　型枠工事高層棟 支払条件 （請求締切）毎月20日  （支払）  翌月10日

原価要素名 １　　　　外注 （部分払い） 出来高・納入高の   ８０％

原価科目名 402　　金属工事 現金      ５０％  手形  ５０％     サイト 120日

原価細目名 402　　金属工事

工期・納期 2002年10月　１日ー 2002年12月20日 精算条件 実数実測による

基本契約 2002年01月05日 保証期間指定 無償保証期間　施主引渡し日から１年

保険条項 労災保険の加入　注文者

参考用　CI-NET LiteS 注文者側発行回数　　　　1

確　定　注　文　書

東京都大田区並木町３ー１ー２

１２３４５６７

東京都渋谷区千駄ヶ谷４ー２５ー２ ２

高尾産業株式会社

¥6,325,000

ＣＩ－ＮＥＴ共済組合会館（仮称）建築工事

¥132,825,000
¥126,500,000
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(6) 発注企業における実用化実態調査報告 

1. 調査目的 

CI-NET の普及活動をより効率的かつ効果的に展開するため、各企業の導入状況や利

用拡大の状況を調査・分析し、今後の普及展開に係る方針を検討する。なお、普及状況

の調査は、回答に偏りが生じないよう規模ごとに複数企業に調査を行うものとし、下記

に示す調査項目を調査するものとした。 

 

2. 調査対象：CI-NET 利用企業 19 社 （五十音順） 

大手企業群 4社 

㈱大林組、鹿島建設㈱、清水建設㈱、㈱竹中工務店 

中堅企業群 15社 

アイシン開発㈱、㈱安藤・間、㈱小俣組、川口土木建築工業㈱、㈱熊谷組、五洋建設

㈱、㈱近藤組、戸田建設㈱、西松建設㈱、㈱長谷工コーポレーション、㈱福田組、㈱フ

ジタ、㈱本間組、三井住友建設㈱、㈱鴻池組 

 

3. 調査期間 

平成 28年 4月 25（月）日～5月 28日（土） 

 

4. 調査項目 

(1) 企業情報（資本金、完工高） 

(2) CI-NET で利用されている業務メッセージ 

(3) CI-NET 利用の方針・計画、推進状の課題 

(4) 電子化率（概要） 

①契約件数、② 契約金額、③ 出来高件数、④ 出来高金額、⑤ 取引業者数 

 参考：電子化率（概要）  

  回答数 紙＋電子(a) 電子(b) 率(b/a) 

①契約件数  （単位：件） 19 683,879 476,973 70% 

②契約金額  （単位：百万円） 18 5,846,312 4,211,759 72% 

③出来高件数※1  （単位：件） 12 1,013,288 602,310 59% 

④出来高金額※2  （単位：百万円） 12 4,020,763 2,942,205 73% 

⑤取引業者数  （単位：社） 18 58,901 18,125 31% 

※1  1契約に対して通常複数月に渡る出来高報告があるため累計件数 

※2  出来高報告に上がった金額計(重複なし)  
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5. 調査結果 

(1) CI-NET で利用されている業務メッセージ 

 

業

務 

メッ

セー

ジ 

(1)

建築

見積 

(2)

設備

見積 

(3)

設備

機器

見積 

(4)購買

見積 
(5)注文 (6)出来高請求 

(7)

立替 

(8)

支

払

通

知 

(9)契約

外請求 

建

築

見

積

依

頼 

建

築

見

積

回

答 

設

備

見

積

依

頼 

設

備

見

積

回

答 

設

備

機

器

見

積

依

頼 

設

備

機

器

見

積

回

答 

購

買

見

積

依

頼 

購

買

見

積

回

答 

見

積

不

採

用

通

知 

確

定

注

文 

注

文

請

け 

合

意

解

除

申

込 

合

意

解

除

承

諾 

一

方

的

解

除

通

知 

鑑

項

目

合

意

変

更

申

込 

鑑

項

目

合

意

変

更

承

諾 

一

方

的

打

切

通

知 

出

来

高

要

請 

出

来

高

報

告 

出

来

高

確

認 

請

求 

請

求

確

認 

合

意

精

算

申

込 

合

意

精

算

承

諾 

立

替

金

報

告 

立

替

金

確

認 

支

払

通

知 

工

事

物

件

案

内 

契

約

外

請

求 

契

約

外

請

求

確

認 

大

手 

1 × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● × ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × 

2 × × × × × × ● ● × ● ● ● ● ● ● ● × × ● ● ● ● × × × × × × × × 

5 × × × × × × ● ● × ● ● ● ● × ● ● ● × ● ● ● ● × × × × × × × × 

6 × × ○ ○ × × ● ● × ● ● ● ● × × × × × ● ● ● ● × × ● ● × × × × 

中

堅 

3 × × ● ● × × ● ● × ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● × ● ● ● ● × △ △ △ 

4 × × ○ ○ × × ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × 

8 × × ○ ○ × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ● ○ ○ × △ △ △ 

9 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × 

10             ● ●   ● ● ● ●                                   

12 × × × × × × ● ● × ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × × × 

13 × × △ △ △ △ × × × ● ● ● ● ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × 

19 △ △ △ △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ 

22             ● ●   ● ● ● ●   ● ●   △ △ △ △ △                 

地

場 

7                                                             

11                                                             

14                                                             

15 × × × × × × × × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 

16 × × × × × × × × × ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 

17 × × × × × × ● ● × ● ● ● ● × ● ● × △ △ △ △ △ × × △ △ × × × × 

18                                                             

20 × × × × × × × × × ● ● × × × ● ● × × ● ● ● ● × × × × × × × × 

21                                                             

23 × × × × × × × × × ● ● ● ● ● ● ● ？ × × × × × × × × × × × × × 
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業

務 

メッ

セー

ジ 

(1)

建築

見積 

(2)

設備

見積 

(3)

設備

機器

見積 

(4)購買

見積 
(5)注文 (6)出来高請求 

(7)

立替 

(8)

支

払

通

知 

(9)契約

外請求 

建

築

見

積

依

頼 

建

築

見

積

回

答 

設

備

見

積

依

頼 

設

備

見

積

回

答 

設

備

機

器

見

積

依

頼 

設

備

機

器

見

積

回

答 

購

買

見

積

依

頼 

購

買

見

積

回

答 

見

積

不

採

用

通

知 

確

定

注

文 

注

文

請

け 

合

意

解

除

申

込 

合

意

解

除

承

諾 

一

方

的

解

除

通

知 

鑑

項

目

合

意

変

更

申

込 

鑑

項

目

合

意

変

更

承

諾 

一

方

的

打

切

通

知 

出

来

高

要

請 

出

来

高

報

告 

出

来

高

確

認 

請

求 

請

求

確

認 

合

意

精

算

申

込 

合

意

精

算

承

諾 

立

替

金

報

告 

立

替

金

確

認 

支

払

通

知 

工

事

物

件

案

内 

契

約

外

請

求 

契

約

外

請

求

確

認 

24                                                             

25                                                             

26 × × × × × × × × × ● ● ● ● × ● ● × × × × × × × × × × × × × × 

 

【色の凡例】 

  ■： 平成 27 年度から運用を開始した業務種別（×、△、○→●） 

  ■： 平成 26 年度まで運用していたが、運用を中止した業務種別（●→×、△、○） 

 

【記号の凡例】 

  ●：運用中 

  ○：社内決定済で近々運用開始(テスト運用・システム構築中を含む） 

  △：計画はあるが社内決定していない。 

×：導入予定なし。 

 



 

190 

 

 

(2) CI-NET 利用の方針・計画、推進上の課題 

業務名 利用メッセージ 活動方針・展開計画 推進上の課題 ID 

(1)建築 

見積 

建築見積依頼/回答 

次期社内システム再構築において検

討 
社内システムとの融合を目指すため 9 

別ｼｽﾃﾑにて運用のため   12 

導入予定無し   16 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 

建築見積回答 BCS.CSV を利用   4 

(2)設備 

見積 
設備見積依頼/回答 

LiteS 2.1 通信テスト済み 

→平成 28 年度社内システム連携開発 
  4 

図面データ共有および Ver.1.1 データ

交換の基盤環境準備および試行 
LiteS2.1 の導入にはシステム改修が必要 5 

メッセージ利用のテスト運用を行ってい

る段階である 

下見積徴集の方法が地域毎に異なってい

るので、一斉に運用開始できない。サブコ

ンの対応状況も様々で徴集会社数も多く、

業務効率の低下が懸念され、それを補完

するための社内システムの機能追加・整備

が必要と考えている 

6 

テスト運用   8 

次期社内システム再構築において検

討 
社内システムとの融合を目指すため 9 

別ｼｽﾃﾑにて運用のため   12 

らいでんとの連携を検討中  13 

導入予定無し   16 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 

(3)設備 

機器 

見積 

設備機器見積依頼/回答 

次期社内システム再構築において検

討 
社内システムとの融合を目指すため 9 

別ｼｽﾃﾑにて運用のため   12 

らいでんとの連携を検討中  13 

導入予定無し   16 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 

(4)購買 

見積 

購買見積依頼/回答/見

積不採用通知 

次期社内システム再構築において検

討 
社内システムとの融合を目指すため 9 

導入予定無し   16 

(5)注文 

確定注文/注文請け 対象協力会社の拡大 社内システム、運用方法の検討 15 

合意解除申込/合意解除

承諾/一方的解除通知/

鑑項目合意変更申込/鑑

項目合意変更承諾/一方

的打切通知 

導入予定無し   16 

鑑項目合意変更申込/鑑

項目合意変更承諾/一方

的打切通知 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 
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業務名 利用メッセージ 活動方針・展開計画 推進上の課題 ID 

(6)出来高 

請求 

出来高要請/出来高報告

/出来高確認/請求/請求

確認/合意精算申込/合

意精算承諾 

次期社内システム再構築において検

討 
社内システムとの融合を目指すため 9 

導入予定なし   16 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 

出来高要請/出来高報告

/出来高確認/請求/請求

確認 

いずれは実施する可能性がある 
受注者側に内訳明細を全て CI-NET 上で記

入してもらえるようにする必要がある 
17 

社内検討中 
電子化率向上 

費用対効果(基幹ｼｽﾃﾑ改良) 
22 

出来高報告/出来高確認

/請求/請求確認/合意精

算申込/合意精算承諾 

  
社内運用体制の整備 

協力会社のサポート 
8 

出来高報告/出来高確認

/請求/請求確認 
  請求については紙を希望する業者が多い 20 

(7)立替 立替金報告/確認 

一部支店でパイロット運用中   8 

社内経理システムにて対応   9 

導入予定無し   16 

いずれは実施する可能性がある 
受注者側に内訳明細を全て CI-NET 上で記

入してもらえるようにする必要がある 
17 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 

(8)支払 

通知 
支払通知 

社内経理システムにて対応   9 

導入予定無し   16 

(別途社内開発システムによるため)   19 

(9)契約外 

請求 

工事物件案内/契約外請

求/契約外請求確認 

社内経理システムにて対応   9 

導入予定無し   16 

(展開方針等未展開) 

実施すれば省力化の効果が上がると予想

されるが、ASP 側の原本保管などの費用が

大きくなり、費用対効果が不透明 

19 
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(3) 電子化率（概要） 

① 契約件数率 

[契約件数率] ＝ [電子契約による契約数] /  

[全契約件数（書面契約+電子契約）] 

 

 大手企業では、70～90％の契約件数率となっている。 

 中堅企業では、企業ごとに契約件数の実施状況が大きく異なる。 

 地場企業では、No17、No23 を除いて、多くの企業の契約件数率が低い。 

 

 

図 1 電子化率調査（契約件数）【大手】 
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図 2 電子化率調査（契約件数）【中堅】 

 

 

図 3 電子化率調査（契約件数）【地場】 
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② 契約金額率 

[契約金額率] ＝ [電子契約による契約金額] /  

[全契約の契約金額（書面契約+電子契約）] 

 

 大手企業では、横ばいの傾向にある。 

 中堅企業では、契約金額率が 70%、45%、20%未満の 3 パターンの傾向があ

る。 

 地場企業 No.15 では、契約件数率では増加しているが、契約金額率では大幅

に減少した。 

 

 

図 4 電子化率調査（契約金額）【大手】 
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図 5 電子化率調査（契約金額）【中堅】 

 

 

図 6 電子化率調査（契約金額）【地場】 
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③ 出来高件数率 

[出来高件数率] ＝ [電子契約による出来高契約の件数] /  

[全出来高契約の件数（書面契約+電子契約）] 

 

 大手企業は、全般的に増加傾向にあるが、No.2 年々大きく増加している。 

 中堅企業や地場企業は、実施企業が限定されており、実施率は低い。 

 

 

図 7 電子化率調査（出来高件数）【大手】 
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図 8 電子化率調査（出来高件数）【中堅】 

 

 

図 9 電子化率調査（出来高件数）【地場】 
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④ 出来高金額率 

[出来高金額率] ＝ [電子契約による出来高契約の金額] /  

[全出来高契約の金額（書面契約+電子契約）] 

 

 大手企業は、出来高件数率と同様、全般的に増加傾向にあるが、No.2 は、出

来高金額率も、年々増加している。 

 中堅企業や地場企業は、実施企業が限定されており、実施率は低い。 

 地場企業 No.20 では、平成 27 年度の出来高件数率に比して、出来高金額率が

増加している。 

 

 

図 10 電子化率調査（出来高金額）【大手】 
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図 11 電子化率調査（出来高金額）【中堅】 

 

 

図 12 電子化率調査（出来高金額）【地場】 

  



 

200 

 

⑤ 取引業者数率 

[取引業者数率] ＝ [電子契約により取引をしている業者数] /  

[取引を実施している全業者数（書面契約+電子契約）] 

 

 大手企業 No.1 は、電子化率が減少した。No.2 は、比率の算出基準を明確に

したことにより、対前年度で増加した。 

 中堅企業は、No.9、No.19 以外の企業で平成 26 年度から平成 27 年度にかけ

て電子化率が増加している。 

 地場企業では電子化率が 20%に満たない割合で推移している。 

 

 

図 13 電子化率調査（取引業者数）【大手】 
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図 14 電子化率調査（取引業者数）【中堅】 

 

 

図 15 電子化率調査（取引業者数）【地場】 
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(4) 実用化率（電子化率）の詳細分析 

① 取引業者数と取引業者数率の対比 

【目的】 

 各企業規模について、取引業者数と取引業者数率の経年変化を確認 

 
【グラフの構成】 

 取引業者数率と取引業者数を対比 

 全業者を年度ごとに表示 

 

図 16 取引業者数と取引業者数率の推移【全業者】 
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② 取引業者数率と契約金額率の対比 

【目的】 

 各社が主要協力会社と電子契約を実施しているか 

 各社が電子契約を実施している協力会社数の普及状況 

 
【グラフの構成】 

 取引業者数率と契約金額率を対比 

 各社ごとに、散布図で表示 

 

 

図 17 平成 27年度における取引業者数率と契約金額率の対比【各社別】 
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【グラフの構成】 

 取引業者数率と契約金額率を対比 

 各社ごとに、散布図で表示した後、主要協力会社との電子契約の状況で区分 

 

 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

契約金額率 高い 高い 低い 低い 

取引業者数率 低い 高い 低い 高い 

主要協力会社との

電子契約の状況 
多い 多い 少ない 少ない 

図 18 平成 27年度における取引業者数率と契約金額率の対比、主要協力会社との電子契約状況【各社別】 

  

No.1

No.2

No.5

No.6

No.4

No.8

No.9 No.10

No.12

No.13

No.19

No.22

No.16

No.17

No.20

No.23

No.26

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

契約金額率

取引業者数率

Ⅳ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅰ 

大手 

地場 

中堅 



 

205 

 

 

【目的】 

 業務種別ごとの電子契約の実施状況を確認 

 

表 1 業務種別ごとの電子契約の実施状況 

グループ区分 A B C D E F G 

見積もり業務 ○ ○ ○  ○   

注文業務 ○ ○  ○  ○  

出来高業務 ○  ○ ○   ○ 

大手企業 4 0 0 0 0 0 0 

中堅企業 2 5 0 0 0 1 0 

地場企業 0 1 0 1 0 4 0 

全業者 6 6 0 1 0 5 0 

※ 詳細は、次ページ参照 
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【各社の業務ごとの実施状況】 

 各業務種別のうち、“CI-NET で利用している業務メッセージ”に、一つでも運用

中●と回答された企業は、当業務種別は電子契約を実施していることとして集計

（例：No1 の企業は、見積もり業務において(1)建築見積では実施していないが、(4)

購買見積で実施しているため、見積業務は実施していると集計） 

 

 

1 2 5 6 3 4 8 9 10 12 13 19 22 15 16 17 20 23 26
建築見積依頼 × × × × × × × △ × × △ × × × × × ×
建築見積回答 × × × × × × × △ 　 × × △ 　 × × × × × ×
設備見積依頼 × × × ○ ● ○ ○ △ × △ △ × × × × × ×
設備見積回答 × × × ○ ● ○ ○ △ × △ △ × × × × × ×

設備機器見積依頼 × × × × × × × △ × △ △ × × × × × ×
設備機器見積回答 × × × × × × × △ × △ △ × × × × × ×

購買見積依頼 ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● × ● ● × × ● × × ×
購買見積回答 ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● × ● ● × × ● × × ×

見積不採用通知 ● × × × × ● ● △ × × ● × × × × × ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

確定注文 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
注文請け ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

合意解除申込 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● × × ● × ● ●
合意解除承諾 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● × × ● × ● ●

一方的解除通知 × ● × × ● ● ● ○ × ● ● × × × × ● ×
鑑項目合意変更申込 ● ● ● × ● × ● ○ ● ● △ ● × × ● ● ● ●
鑑項目合意変更承諾 ● ● ● × ● × ● ○ ● ● △ ● × × ● ● ● ●

一方的打切通知 × × ● × ● × ● ○ × ● △ × × × × ？ ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出来高要請 ● × × × × × × △ × × △ △ × × △ × × ×
出来高報告 ● ● ● ● ● × ● △ × × △ △ × × △ ● × ×
出来高確認 ● ● ● ● ● × ● △ × × △ △ × × △ ● × ×

請求 ● ● ● ● ● × ● △ × × △ △ × × △ ● × ×
請求確認 ● ● ● ● × × ● △ × × △ △ × × △ ● × ×

合意精算申込 ● × × × ● × ● △ × × △ × × × × × ×
合意精算承諾 ● × × × ● × ● △ × × △ × × × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A A A A A B A B B F B B F F B D F F

(6)出来高請求

出来高業務

大手 中堅 地場
グループ区分

注文業務

大手 中堅 地場

業務

(1)建築見積

(2)設備見積

(3)設備機器見積

(4)購買見積

見積業務

(5)注文
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③ 取引業者数率、契約金額率、契約件数率の対比 

【目的】 

 各社が主要協力会社と電子契約を実施しているか 

 各社が電子契約を実施している協力会社数の普及状況の推測 

 電子契約に期待される生産性の向上（業務の効率化）、および経費の削減（収入印

紙添付不要）効果の確認 

【グラフの構成】 

 取引業者数率、契約金額率を対比 

 企業規模ごとに、取引業者率の高い順に表示 

 

図 19 平成 27 年度における取引業者数率と契約金額率の対比【各社別】 
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【グラフの構成】 

 取引業者数率、契約金額率、契約件数率を対比 

 企業規模ごとに、取引業者率の高い順に表示 

 

図 20 企業規模ごとにみた取引業者数率、契約金額率と契約件数率の対比【各社別】 
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【グラフの構成】 

 各企業を実施している業務単位毎に区分（A～G） 

 業務単位区分毎に、取引業者数率、契約金額率、契約件数率を対比 

 取引業者率の高い順に表示 

グループ区分 A B C D E F G 

見積もり業務 ○ ○ ○  ○   

注文業務 ○ ○  ○  ○  

出来高業務 ○  ○ ○   ○ 

全業者 6 6 0 1 0 5 0 

 

図 21 各種業務種別の電子契約状況ごとにみた取引業者率、契約金額率と契約件数率の対比【各社別】 
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(7) 発注者との契約方法 アンケート結果 

 

1. 対象：CI-NETを利用して電子契約を行っている発注側建設会社 

     (28社中 13社回答) 

 

2. 期間：平成 28 年 12 月 14 日(水)～平成 28 年 12 月 28 日(水) 

 

3. 実施方法：メール送信 

 

4. 集計結果 

 

(1) 民間発注者との契約を“書面で”行っているケースについて、新築・改修工事それぞれに

おける契約方式(双方署名捺印、注文・注文請け)の割合。 

 

  

双方署名捺印 注文・注文請け 双方署名捺印 注文・注文請け 双方署名捺印 注文・注文請け

1 19% 81% 5% 95% 4% 96% ※その他は解体工事等

2 13% 87% ※新築・改修で分けていない

3 95% 5% 5% 95%

4 70% 30% 20% 80%

5 70% 30% 15% 85%

6 50% 50% 5% 95%

7 55% 45% 0% 100%

8 90% 10% 30% 70%

9 95% 5% 80% 20%

10 100% 0% 80% 20%

11 12.6% 87.4% 0.3% 99.7%

12 100% 0% 50% 50%

13 50% 50% 5% 95%

改修
No.

新築 その他
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(2) 民間発注者との契約を“電子的に”行っているケースについて、業界毎の件数。 

 

 

〈具体的な方法、およびその他備考等〉 

・電子証明書を活用した注文・注文請けのやり取り。 

・電子証明書を活用しない注文・注文請けのやり取り。 

・注文書は電子取引で行い、請書を作成・印刷して提出(印紙貼付)。 

・契約書の PDF の送受信。 

・電子メールでのやり取り。 

・FAX でのやり取り。 

・CI-NET を利用。 

・電子署名による双務契約(CECTRUST)を利用。 

・その他利用パッケージ：SOLOEL、i 名人、たのめーる、ELEMICA、DocuSign、 

・書面でのみ行っている。  等 

 

5. 来年度の活動方針 

・本アンケートに回答いただいた企業に対し、ヒアリング依頼、実施。実態調査やニー

ズ調査を行う。 

 

以上 

  

1 1 2 50 1 1 2 3 6

2 1 2 1

3 2 6 1 3 2

4 1 2

5 2 1 1

6 1

7

8 1 1 1

9
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11

12

13

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

公務

該当なし

該当なし

不動産業 運輸業
情報・通信

業

電気・ガ
ス・熱供

給・水道業

鉱業 建設業 製造業 卸売業No.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. アンケート質問事項 

 

１． 民間発注者とゼネコン間の建設工事に係る契約状況について 

ここでの民間発注者とは、例えば、デベロッパーやメーカー（工場の営繕工事等にかかる契

約）等を想定しております。 

以下(1)書面でのケース(2)電子でのケースの表内にご記入ください。 

 

(3) 民間発注者との契約を“書面で”行っているケースについて、以下の表にご記入ください。 

【記入方法】 

それぞれの工事内容（新築、改修）について、双方署名捺印形式、注文・注文請け形式の 2

つが、どの程度の割合（件数比）で行われているかについてご記入ください。 

その他欄は、新築、改修に当てはまらない工事内容で書面契約を行っているケースがある場

合にご利用ください。 

 

工事内容 契約書の形式 割合(％) 備考 

新築 双方署名捺印形式 ％ １００％  

注文・注文請け形式 ％  

改修 双方署名捺印形式 ％ １００％  

注文・注文請け形式 ％  

その他     

 

  



 

213 

 

(4) 民間発注者との契約を“電子的に”行っているケースについて、以下の表にご記入くださ

い。 

 

【記入方法】 

① 発注者名等を伏せたい場合は②の業種欄からご記入ください。 

② 業種欄については、別添資料の「産業・業種分類表」（国土交通省）の産業欄（農業、

林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、…）から選択し、ご記入ください。 

③ 公開欄には、 

・CI-NET委員会資料等での情報公開可 …1 

・事務局の内部資料として情報提供、委員会資料では公開不可 …2 

・社名等、非公開での情報提供 …× 

④ サービス名欄について、表内記入例を参考に、具体的にご記入ください。 

⑤ 契約書の形式欄について、表内記入例を参考に、具体的にご記入ください。 

⑥ 電子契約率欄について、該当企業との契約の内、何％がご記入頂いた方法で電子化

しているかをご記入ください。 

       

No ①発注者

名 

②業

種 

③公

開 

④サービス名 ⑤契約書の形式 ⑥電子契

約率 

例 ㈱ABC 製造

業 

2 発注者提供「●●●文書サ

ービス」 

電子承認による注文書・請書のやり取り。（印紙

貼付不要） 

50％ 

例 DEF㈱ 製造

業 

1 CI-NET 子会社の㈱GHIが CI-NET を利用しており、

その会社と契約締結。 

100％ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

※自社システムで発注者との契約を行っている場合はサービス名欄に「自社システム」とご記

入ください。 

 

以上 
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(8) 元請・下請間の汎用的な取り交わし書面の電子データ化について アンケー

ト結果 

 

1. 対象：CI-NETを利用して電子契約を行っている発注側建設会社 

     (28社中 13社回答) 

 

2. 期間：平成 28 年 12 月 27 日(火)～平成 29 年 1 月 19 日(木) 

 

3. 実施方法：メール送信 
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4. 集計結果 

 

No. 2.印紙の有無 3.保管の有無 5.区分

○ ○ 2

× ○ 2

○ ○ 1

○ ○ 1・2

○ ○ 1

× ○ 1

× ○ 2

2

× ○ 2

× ○ 2

× ○ 1

× ○ 1

基本契約書 ○ ○ 2

データ交換協定書(変更分) × ○ 2

基本契約書 ○ ○ 2

主任技術者、管理技術者等の届出 × ○ 1

安全確認書類の提出 × ○ 1

見積条件書 × ○ 1

× ○ 2

× ○ 1

× ○ 2

× ○ 2

× ○ 2

× ○ 2

× ○ 1

× ○ 2

× ○ 2

× ○ 1

× ○ 1

× ○ 2

× ○ 2

○ ○ 2

○ ○ 2

○ ○ 1

× × 1

10

○ ○ 2

12 ○ ○ 2

13

※5区分について
個別工事案件に限定したやり取りの書面…1

個別工事案件に限定しない、企業間のやり取りの書面…2
その他…3

1.書類

1

工事下請負基本契約書

見積作業等に係る秘密保持誓約書

業務委託契約書（施工図、警備、調査等）

労働者派遣基本契約書・個別契約書

常傭作業等に係る単価契約書

バイバック契約等に係る契約書・覚書

CI-NETによるEDIに係わる協定書・覚書等

ニーズなし。

3

基本契約書

覚書の取り交わし

工種別見積条件書

見積指示書

4

建築

土木

5
覚書

建設副産物委託契約書

6

CI-NET申込書

CI-NETによる電子データ交換に関する運用条件確認書

CI-NETによる電子データ交換に関するデータ交換協定書

CI-NETによる電子データ交換運用に関する覚書

7
基本契約書

CI-NETによる電子データ交換に関する協定書

8

注文書の支払条件

工事請負契約条件

物品売買契約条件

工事別条件書

出来高調書

覚書

9

基本契約書

覚書の取り交わし

見積指示書の手軽なメッセージ

基本契約書

特に必要性を感じていない。

電子と書面が混在している為、新たにデータ化しようと思う書類
等はない。（全てを電子で行うようになれば、手間がかからない
ので電子化したいと思う）

11
基本契約書

（その他は紙のままでしかできないと思われる。）
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5. 来年度の活動方針 

・覚書、基本契約書、データ交換協定書(更新分)等、ニーズが多いものに対して、ユー

ザーの利便性や普及に資するか検討を行う。 

・LiteS 規約 WG へ移管し、項目毎に規約化すべきか検討していただく。 

 

以上 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. アンケート質問事項 

 

●想定される汎用的な取り交わし書面（例） 

① 基本契約書 

② 覚書の取り交わし 

③ 主任技術者、管理技術者等の届出 

④ 安全確認書類の提出 

⑤ データ交換協定書の変更分 

⑥ 工種別見積条件書 

⑦ 見積指示書の手軽なメッセージ 

⑧ その他 

 

Q1. 上の例を参考に、電子データ化が必要だと思う書類等を印紙貼付の要否および保管

義務の要否等を場合分けの上、以下の表内に記入してください。 

 

【記載事項】 

1. 書類 

…電子データ化が必要だと思う書類等 

2. 印紙の有無 

…印紙貼付が必要となる書類には“○”、不要な書類には“×” 

3. 保管の有無 

…保管義務のある書類には“○”、不要な書類には“×” 

4. 保管期間(年) 

…3.で“○”としたものにおける保管期間(年) 

5. 区分 

…個別工事案件に限定したやり取りの書面には“1” 

個別工事案件に限定しない、企業間のやり取りの書面には“2” 

その他には“3” 
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No. 1.書類 2.印紙の

有無 

3.保管の

有無 

4.保管期

間(年) 

5.区分 

例 覚書 × ○ 10 2 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

以上 
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8.1.2. 設備見積 WG 

(1) 設備工事の見積業務における CI-NET利用率の調査報告 

 

1.  調査目的 

設備見積 Ver.1.0 のデ－タ形式の普及状況は、各地域、又は企業内の各部門、或いは設

備業者の業種等によって、利用状況に相違がある。今後、CI-NET Ver.2.1 の普及推進

に係る施策の立案にあたり、設備見積 Ver.1.0 の利用状況等、設備見積業務の現状を具

体的に把握するため、下記に示す調査を実施した。 

 

2.  調査対象企業 

 CI-NET 設備見積 WG メンバ－企業のうち、ゼネコンおよびサブコンを対象 

 ゼネコン：9 社 

㈱安藤・間、㈱大林組、㈱熊谷組、㈱竹中工務店、戸田建設㈱、㈱フジタ、 

大成建設㈱、清水建設設㈱、鹿島建設㈱ 

 サブコン：7 社 

㈱関電工、㈱きんでん、新菱冷熱工業㈱、住友電設㈱、高砂熱学工業㈱、 

東洋熱工業㈱、㈱雄電社、 

 

3.  調査期間 

査平成 28 年 8 月 29 日（月）～9 月 16 日（金） 

 

4.  調査内容 

(１)  調査対象 

① 設備工事の「下見積業務」における、設備見積 Ver.1.0 のデ－タ形式を利用し

た見積件数の割合（利用率）※を調査 

② 調査対象とする見積は、平成２７年度に設備業者と締結した設備工事の工事請

負契約書に付随する下見積書 

③ 発注者（建築主）との間で、下見積業務の対象工事の受注が確定した後の精算

見積、および同工事の追加・変更工事の見積は、調査対象除外 

 

※「設備見積 Ver1.0 のデータ形式を利用した見積件数の割合（利用率）」の算出式 

設備見積 Ver.1.0 の利用率（%） 

＝（設備見積 Ver.1.0 のデ－タ形式を利用した下見積件数 ÷ 全ての下見積件数）×100 
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(２)  調査項目と回答方法 

① 調査項目 

ア 全店（もしくは各本・支店）の利用率 

イ 全店（もしくは各本・支店）の設備工事の見積を担当している部門の利用率 

ウ 現場事務所の利用率 

エ 全店（もしくは各本・支店）の設備工事の内、電気設備工事の見積業務での利用率 

オ 全店（もしくは各本・支店）の設備工事の内、機械設備工事の見積業務での利用率 

 ※ 全店とは、企業全体を総括した場合の回答を指す（以降、同様の定義とする） 

 

② 回答方法 

調査項目に対して、各企業の利用率を下記の「利用割合区分」で回答 

・利用割合区分Ⅰ：0% 

・利用割合区分Ⅱ：0%超 ～ 25%未満 

・利用割合区分Ⅲ：25% ～ 50%未満 

・利用割合区分Ⅳ：50% ～ 75%未満 

・利用割合区分ⅴ：75% ～ 100% 

 

※ 具体の調査票は、当資料の「参考１：作成要領および調査票」を参照のこと 

 

 

5.  調査結果 

（1）設備見積 Ver.1.0 の利用率の概況 

調査項目の集計にあたり、下記の方法により集計を実施した。 

調査項目ごとに全店、地域※１の平均値を集計（平均値は、小数点以下を四捨五入） 

１ 全国建設業協会の HP で公開されている地域区分： 

北海道・東北、関東・甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州・沖縄（8 地域） 

集計結果は、全体（ゼネコン+サブコン）、ゼネコン、サブコンごとに区分して表示 

 

（2）全店、地域ごとに調査項目を集計した結果は、当資料の「参考２：調査結果（全

店、地域毎の集計）」に整理 

 

（3）第 1 回設備見積 WG で提示されました「CI-NET LiteS Ver.2.1 導入状況」に基づ

く「チ－ム①～③」（資料 2-4）の区分に基づき集計した結果は、「参考３：調査結果（ゼ

ネコンの CI-NET Ver.2.1 の導入状況の区分別）」に整理（但し、安藤・ハザマ様は、「チ

－ム②」に区分されていますが、設備見積 Ver1.0 の利用率が平均的な傾向（利用割合

区分Ⅱ）であるため、「チ－ム③」に組み替えて集計いたしました。） 

Ⅰ　　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ （単位：％）
0 25 50 75 100

例：CI-NET利用率が55%のとき→利用割合区分Ⅲ
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1）調査項目ア：全店（もしくは各本・支店）の利用率 

各企業の全店および各本・支店の CI-NET の利用率を集計した。また、回答件数の全

体像に係る整理として、回答件数の内訳をあわせて整理した。 

 

表 2 [調査項目ア：CI-NET の利用率]の平均値 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

九州
全体

ゼネコン

サブコン

中国
全体

ゼネコン

サブコン

四国
全体

ゼネコン

サブコン

サブコン

東海
全体

ゼネコン

サブコン

近畿
全体

ゼネコン

サブコン

調査項目 全店/地域
　　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用割合　（単位：％）

全体の利用
率

全店
全体

ゼネコン

サブコン

北海道・東北
全体

ゼネコン

サブコン

関東甲信越
全体

ゼネコン

サブコン

北陸
全体

ゼネコン
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2）調査項目イ：全店（もしくは各本・支店）の設備工事の見積を担当している部門の

利用率 

各企業の全店および各本・支店の設備見積業務における設備工事の見積を担当している

部門の CI-NET の利用率を集計した。 

表 3 [調査項目イ：設備工事の見積を担当している部門の利用率]の平均値 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

四国
全体

ゼネコン

サブコン

九州
全体

ゼネコン

サブコン

ゼネコン

サブコン

近畿
全体

ゼネコン

サブコン

中国
全体

ゼネコン

サブコン

設備工事の
見積を担当し
ている部門
の利用率

全店
全体

ゼネコン

サブコン

北海道・東北
全体

ゼネコン

サブコン

関東甲信越
全体

ゼネコン

サブコン

北陸
全体

ゼネコン

サブコン

東海
全体

調査項目 全店/地域
　　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用割合　（単位：％）
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3）調査項目ウ：現場事務所の利用率 

各企業の全店および各本・支店の現場事務所の CI-NET の利用率を集計した。 

 

表 4 [調査項目ウ：現場事務所の利用率]の平均値 

 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

九州
全体

ゼネコン

サブコン

中国
全体

ゼネコン

サブコン

四国
全体

ゼネコン

サブコン

サブコン

東海
全体

ゼネコン

サブコン

近畿
全体

ゼネコン

サブコン

調査項目 全店/地域
　　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用割合　（単位：％）

現場事務所
の利用率

全店
全体

ゼネコン

サブコン

北海道・東北
全体

ゼネコン

サブコン

関東甲信越
全体

ゼネコン

サブコン

北陸
全体

ゼネコン
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4）調査項目エ：全店（もしくは各本・支店）の設備工事の内、電気設備工事の利用率 

各企業の全店および各本・支店の設備工事の内、電気設備工事の CI-NET の利用率を

集計した。 

 

表 5 [調査項目エ：設備工事の内、電気設備工事の利用率]の平均値 

 

  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

四国
全体

ゼネコン

サブコン

九州
全体

ゼネコン

サブコン

ゼネコン

サブコン

近畿
全体

ゼネコン

サブコン

中国
全体

ゼネコン

サブコン

設備工事の
内、電気設備
工事の利用

率

全店
全体

ゼネコン

サブコン

北海道・東北
全体

ゼネコン

サブコン

関東甲信越
全体

ゼネコン

サブコン

北陸
全体

ゼネコン

サブコン

東海
全体

調査項目 全店/地域
　　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用割合　（単位：％）
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5）調査項目オ：全店（もしくは各本・支店）の設備工事の内、機械設備工事の利用率 

各企業の全店および各本・支店の設備工事の内、機械設備工事の CI-NET の利用率を

集計した。 

 

表 6 [調査項目オ：設備工事の内、機械設備工事の利用率]の平均値 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

九州
全体

ゼネコン

サブコン

中国
全体

ゼネコン

サブコン

四国
全体

ゼネコン

サブコン

サブコン

東海
全体

ゼネコン

サブコン

近畿
全体

ゼネコン

サブコン

調査項目 全店/地域
　　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用割合　（単位：％）

設備工事の
内、機械設備
工事の利用

率

全店
全体

ゼネコン

サブコン

北海道・東北
全体

ゼネコン

サブコン

関東甲信越
全体

ゼネコン

サブコン

北陸
全体

ゼネコン
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【状況】 

「CI-NET の利用率（調査項目ア）」の調査では、以下の特徴がみられた。 

全店および地域ごとの状況では、利用率の平均値は 0～25％の傾向である。北陸地方では利

用されていない状況である（利用率の平均値 0％）（表 2 [調査項目ア：CI-NET の利用率]

の平均値 参照）。 

 

「設備工事の見積を担当している部門の利用率（調査項目イ）」の調査では、以下の特徴が

みられた。 

概ね、「CI-NET の利用率（調査項目ア）」のと同様の状況となり、全店および地域ごとの利

用率の平均値は 0～25％の傾向である。なお、東海地方のゼネコン、近畿地方のサブコンの

み、利用率の平均値は 25～50％である（表 3 [調査項目イ：設備工事の見積を担当してい

る部門の利用率]の平均値 参照）。 

 

「現場事務所の利用率（調査項目ウ）」の調査では、以下の特徴がみられた（表 4 [調査項

目ウ：現場事務所の利用率]の平均値 参照）。 

全店および地域ごとの状況では、利用率の平均値は 0～25％を一部示しているが、現場事務

所では、ほぼ利用されていない状況である。 

 

「設備工事の内、電気設備工事の利用率（調査項目エ）」の調査では、以下の特徴がみられ

た（表 5 [調査項目エ：設備工事の内、電気設備工事の利用率]の平均値 参照）。 

全店および地域ごとの利用率の平均値は 0～25％の傾向である。 

 

「設備工事の内、機械設備工事の利用率（調査項目オ）」の調査では、以下の特徴がみられ

た（表 6 [調査項目オ：設備工事の内、機械設備工事の利用率]の平均値 参照）。 

全店および地域ごとの利用率の平均値は 0～25％の傾向である。なお、東海地方のゼネコン

のみ、利用率の平均値は 25～50％である。 
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（4）設備見積 Ver1.0 を利用しないデータ交換の方法 

図 1 設備見積 Ver1.0 を利用しないデータ交換の方法（全体（ゼネコン+サブコン） 

 

 

図 2 設備見積 Ver1.0 を利用しないデータ交換の方法（ゼネコンおよびサブコン） 
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4：紙面_手渡し

5：その他（PDF、CSV）
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【状況】 

設備見積 ver1.0 を利用しないデータ交換の方法について、全体（ゼネコン+サブコ

ン）の状況は、以下の特徴がみられる。 

全地域を通して、「1.エクセルデータをメールで送受信」が最も多くの割合を占めて

いる。次は、「4.紙面_手渡し」となっている。 

関東・甲信越地方は、支店数の母数が多いため、回答母数が多くなっている。 

設備見積 ver1.0 を利用しないデータ交換の方法について、ゼネコンとサブコンを比

較すると、以下の特徴がみられる。 

「その他」の方法でデータ交換している企業がある。その他の方法としては、①PDF

データ、②BCS 形式の CSV ファイル、であった。 

サブコンには、「紙面_郵送」の方法でデータ交換している企業がある。 
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参考１：作成要領および調査票 

 

 

CI-NET設備見積WGメンバ－企業　各位

　　　

１　調査の目的

２　調査の概要

３　作成要領

　（１）　調査対象部門および工種

　　　ア　各本・支店の全体の利用率（企業全体の合計ではありません。）

　　　イ　各本・支店の設備工事の見積を担当している部門の利用率

　　　ウ　現場事務所の利用率

　　　エ　各本・支店の設備工事の内、電気設備工事の見積業務での利用率

　　　オ　各本・支店の設備工事の内、機械設備工事の見積業務での利用率

　　　カ　上記利用率の全店合計

　（２）　調査対象期間および調査対象とする見積

割合区分Ⅰ 0%
割合区分Ⅱ 0%超　～　25%未満 Ⅰ　　 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ （単位：％）
割合区分Ⅲ 25%　～　50%未満 0 25 50 75 100

割合区分Ⅴ 75%　～　100%

例：CI-NET利用率が55%のとき→利用割合区分Ⅲ

平成28年8月26日

　（１）　今回の調査は、設備工事の「下見積業務」における、設備見積Ver.1.0のデ－タ形式を利用した見積件数の割合（利用率）の調査です。

　（２）　発注者（建築主）との間で、下見積業務の対象工事の受注が確定した後の精算見積、および同工事の追加・変更工事の見積は、調査
　　　　から除外します。

　（３）　調査の目的は、設備見積Ver.1.0のデ－タ形式を利用した詳細な見積件数、利用率を把握するものではありません。
　　　　各企業の地域別、部門別、工種別における「概略的な設備見積Ver.1.0の利用率」を把握する事が目的です。

　　設備見積WGにおきましては、設備見積業務（「下見積業務」のこと。以下同じ。）における CI-NET Ver.2.1 の普及推進に取り組んでいます。
　　現在、同業務で使用されている 設備見積Ver.1.0 のデ－タ形式の普及状況は、各地域、又は企業内の各部門、或いは設備業者の業種等
　によって、利用状況に相違があります。
　　今後、CI-NET Ver.2.1の普及推進にあたりまして、設備見積Ver.1.0の利用状況等、設備見積業務の現状を具体的に把握し、施策の立案に
　適宜適切に反映させ、着実に課題に取り組む必要があります。
　　つきましては、設備見積業務の現状を把握し、CI-NET Ver.2.1の普及促進を図るために、今回の調査を実施させていただきます。
　　お手数をお掛けいたしますが、何卒、ご協力いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

　（５）　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式を利用せず、デ－タ交換等を行っている方法
　　　　設備業者との下見積業務に関するデ－タ（仕様書、図面、内訳明細等）の受け渡し方法について、該当する番号を「○」で囲んで下さい。
　　　　複数あるときは、複数の番号を「○」で囲んで下さい。

　（６）　ご意見等（CI-NETに対するご要望等）
　　　　　ご意見、ご要望等がございましたら、記入して下さい。

　（７）　提出期限および提出先
　　　ア　提出期限　　　　平成28年9月16日（金）
　　　イ　提 出 先　　　　　建設業振興基金　情報化推進室　　　西尾、又は帆足宛にメ－ルにて送付して下さい。

技術検討WG　事務局

設備工事の見積業務（下見積）におけるCI-NET利用率の調査　

　　　ア　平成２７年度に設備業者と締結した設備工事の工事請負契約書に付随する下見積書とします。
　　　イ　入札に伴う応札金額確定後の精算見積、または工事受注確定後の精算見積、および同工事の追加・変更工事の見積は除外します。

　（４）　設備見積Ver.1.0のデ－タ形式の利用率
　　　ア　利用率(*)に応じて、利用割合区分を設定しました。
　　　　　　　* 設備見積Ver.1.0の利用率（%） ＝ （設備見積Ver.1.0のデ－タ形式を利用した下見積件数 ÷ 全ての下見積件数）×100
　　　イ　調査対象部門および工種の利用率に該当する「利用割合区分」の白丸（○）を、塗り潰して下さい。

50%　～　75%未満割合区分Ⅳ

　（３）　「本・支店」名称
　　　　各企業の本・支店の名称を記入して下さい。
　　　　組織規程上、営業所に支店機能を持たせている企業は、営業所名を記入していただいても結構です。
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参考 2：調査結果（ゼネコンの CI-NET Ver.2.1 の導入状況の区分別）  

ゼネコンの設備見積 Ver1.0 の利用状況を、より具体的に把握することを目的として、

第 1 回設備見積 WG で提示されました「CI-NET LiteS Ver.2.1 導入状況」に基づく「チ

－ム①～③」（資料 2-4）の区分に基づき、各調査項目の結果を集計しました。 

（但し、安藤・ハザマ様は、「チ－ム②」に区分されていますが、設備見積 Ver1.0 の利

用率が平均的な傾向（利用割合区分Ⅱ）であるため、「チ－ム③」に組み替えて集計し

ました。） 

 

＜ゼネコンの導入状況別の区分＞ 

チ－ム 1：CTRADE を活用し、自社システムを構築している。 

㈱大林組、㈱竹中工務店 

チ－ム 2：現状、設備見積 Ver1.0 を利用しており、LiteS Ver.2.1 移行を検討している。 

清水建設設㈱、鹿島建設㈱ 

チ－ム 3：設備見積 Ver1.0 の運用が進んでいない。 

㈱安藤・間、㈱熊谷組、戸田建設㈱、㈱フジタ、大成建設㈱、 
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(2) 設備見積 CI-NET Ver.2.1の普及を図るための試行業務の概要 

平成 29 年 2 月 20 日 

 

設備見積 CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 の普及を図るための試行業務の概要 

 

1 CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 の普及促進の現状 

CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1（以下「LiteS Ver.2.1」という。）への移行につき

ましては、平成 18 年、および平成 25 年に建設業振興基金から公文書を発行し、関

係企業（総合建設会社、設備専門工事会社、ASP 事業者、システムベンダー）に対

し、移行対応の準備をお願いして参りました。 

LiteS Ver.2.1 への移行により、後工程の購買見積業務、注文確定・注文請け業務

へのデ－タ利用が可能となる、トランスレーター（Windows7-64 ビット）が不要に

なる、コンプライアンスの強化等、のメリットが指摘されていますが、現状において

は、普及促進が進んでいません。 

 

2 試行業務の概要 

(1) 試行業務の目的は、設備見積業務の LiteS Ver.2.1 への移行、普及促進のための環境

整備として実施する。 

(2) LiteS Ver.2.1 の「情報伝達規約の前提条件」（暗号化、電子証明書添付）を適用せず、

「情報表現規約 設備見積メッセージ」に準拠した形式のデータ（INF＋DAT）（以

下「設備見積 Ver.2.1」という。））をメール添付で送受信し、通常の実業務を行う。（テ

ストではない。） 

(3) 試行業務を一定期間（3 年間：平成 29 年度～平成 31 年度）実施した後、 設備見積 

Ver.2.1 の普及状況、システム改善状況等を見据えた上で、LiteS Ver.2.1 に準拠した

業務方式に移行させる。 

(4) 平成 30年 3月までに、設備見積Ver.1.0から設備見積 Ver.2.1への移行を完了させる。 

 

 【参考 設備見積 Ver.2.1】 

 

CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 

                               試行業務 

   情報伝達規約（暗号化、電子証明書）   適用しない 

                                設備見積 

情報伝達規約（設備見積メッセージ）   準拠する    （INF＋DAT） 
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3 試行業務の実施要領（設備見積 Ver2.1 試行業務スケジュ－ル参照） 

（1） 試行業務期間は、3 年間（平成 29 年度～平成 31 年度）とする。 

① 平成 29 年度～平成 30 年度 

試行業務への参加企業を拡大する。 システム、ソフトの改修を行う。 

② 平成 31 年度 

試行業務の技術的検証、および利用状況等について総括し、平成 32 年度以降の

運用方針（「CI-NET の情報伝達規約の前提条件」（暗号化、電子証明書）の適

用）を決定する。 

（2） 参加企業は、CI-NET 利用企業に限定する。 

（3） 参加企業から、定期的（各年度 半期毎）に進捗状況の報告を受ける。 

（4） 普及委員会、標準委員会、および LiteS 規約 WG に対して、随時、進捗状況を報

告する。 

（5） 各年度の活動計画を策定する。 

 

 

4 試行業務実施の手順（同上ロ－ドマップ参照） 

（1） 平成 29 年 2 月中に、試行業務の実施、および各企業への参加要請の公文書、並び

に参加意向確認書を発行する。 

（2） 試行業務に参加表明された総合建設会社、および設備専門工事会社を順次公表し、

平成 29年 3月末に試行業務に第一陣として参加していただける企業を一括公表す

る。 

（3） 試行業務に参加する企業は、パッケ－ジベンダ－の方と連携し業務システムの改

修、各企業内への周知等、実施体制の整備を進める。 

（4） 上記(3)の試行業務に参加する第一陣の企業は、平成 29 年 7 月 1 日迄に試行業務

が実施できるように準備を進める。 

ただし、各企業の社内調整によって、実施時期、実施地域に相違がでると思われ

る。 

（5） 平成 29 年 4 月以降も、試行業務への参加企業を拡大する。 

以上 
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設備見積 Ver.2.1 移行祐需ルール（案） 
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(3) 見積区分（中項目）、および各見積項目の採番の統一基準 

(a) 見積中項目区分(案) 検討資料（CI-NET DRAFTⅢ） 
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(b) ロ－ドマップ 
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(4) CI-NETの普及拡大に向けた平成 28年度活動計画 
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8.2. 標準委員会 

8.2.1. 標準 BPWG 

(1) CI-NET標準ビジネスプロトコル 改善要求 

 

表 8.2-1 標準ビジネスプロトコル 改善要求一覧 

CR 管

理 No. 
Title 概要 

改訂

反映

先 

審議結果 
承

認 

B-2016

-001 

建設業許可

工事業種 

「解体工事業」を追加す

る。 

Ver.

1.6 

「解体工事業」の追加

については承認。 

済 

B-2016

-002 

データ交換

協定書 

「基本契約」を追加する。 Ver.

1.6 

基本契約の暫定利用に

係る「データ交換協定

書」の変更は却下。標

準 BP の改訂は正式な

基本契約メッセージが

掲載される際に行う。 

延

期 

B-2016

-003 

データ交換

運用マニュ

アル 

「基本契約」を追加する。 Ver.

1.6 

基本契約の暫定利用に

係る「データ交換運用

マニュアル」の変更は

却下。標準 BP の改訂

は正式な基本契約メッ

セージが掲載される際

に行う。 

延

期 

B-2016

-004 

データ交換

運用マニュ

アル 

「メール」による例示を

「ASP」による例示に置

き換える。 

Ver.

1.6 

  済 
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CR 管

理 No. 
Title 概要 

改訂

反映

先 

審議結果 
承

認 

B-2016

-005 

データ交換

協定書 

暗号方式の変更に伴い、

以下の 2 点を追記する。 

・事業者の存在証明手続

き 

・事業者が特定した契約

権限者による契約を事業

者が拒否できないこと 

Ver.

1.6 

  済 

B-2016

-008 

データ交換

協定書 

ebMS 利用に対応した変

更 

Ver.

1.6 

  済 
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(a) CR 管理 No.B-2016-001 建設業許可工事業種 

（№ B-2016-001） 

          CI-NET標準ビジネスプロトコル改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2016 年 9 月 13 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名：  

標準 BPWG 

 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 受注者建設業許可工事業種の追加 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

建設業許可工事業種を使用するデータ項目について、建設業法の改正を受けて、改訂することを

要求する。 

 

(1) 改訂対象 

建設業許可工事業種リスト 

CI-NET№［  450］  タグ№［1167］：「受注者建設業許可工事業種」 

CI-NET№［  600］  タグ№［1171］：「発注者建設業許可工事業種」 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

＜標準 BP P. 63＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

3.5.3 建設業許可工事業種リスト  

  

表 16 データ項目に使用する建設業許可工事業種の名称 

 データ項目に使用する名称 許可業種 

土木  土木工事業  
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 建築  

 大工  

 左官  

 とび・土工  

 石工  

 屋根  

 電気  

 管  

 タイル・れんが・ブロック  

 鋼構造物  

 鉄筋  

 ほ装  

 しゅんせつ  

 板金  

 ガラス  

 塗装  

 防水  

 内装仕上  

 機械器具  

 熱絶縁  

 電気通信  

 造園  

 さく井  

 建具  

 水道施設  

 消防施設  

 清掃施設  

 建築工事業  

 大工工事業  

 左官工事業  

 とび・土工工事業  

 石工工事業  

 屋根工事業  

 電気工事業  

 管工事業  

 タイル・れんが・ブロック工事業  

 鋼構造物工事業  

 鉄筋工事業  

 ほ装工事業  

 しゅんせつ工事業  

 板金工事業  

 ガラス工事業  

 塗装工事業  

 防水工事業  

 内装仕上工事業  

 機械器具設置工事業  

 熱絶縁工事業  

 電気通信工事業  

 造園工事業  

 さく井工事業  

 建具工事業  

 水道施設工事業  

 消防施設工事業  

 清掃施設工事業 

 

 

変

更

後 

＜本文＞  

3.5.3 建設業許可工事業種リスト  

  

表 16 データ項目に使用する建設業許可工事業種の名称 

 データ項目に使用する名称 許可業種 

土木  

 建築  

土木工事業  

 建築工事業  
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 大工  

 左官  

 とび・土工  

 石工  

 屋根  

 電気  

 管  

 タイル・れんが・ブロック  

 鋼構造物  

 鉄筋  

 ほ装  

 しゅんせつ  

 板金  

 ガラス  

 塗装  

 防水  

 内装仕上  

 機械器具  

 熱絶縁  

 電気通信  

 造園  

 さく井  

 建具  

 水道施設  

 消防施設  

 清掃施設  

 解体 

 大工工事業  

 左官工事業  

 とび・土工工事業  

 石工工事業  

 屋根工事業  

 電気工事業  

 管工事業  

 タイル・れんが・ブロック工事業  

 鋼構造物工事業  

 鉄筋工事業  

 ほ装工事業  

 しゅんせつ工事業  

 板金工事業  

 ガラス工事業  

 塗装工事業  

 防水工事業  

 内装仕上工事業  

 機械器具設置工事業  

 熱絶縁工事業  

 電気通信工事業  

 造園工事業  

 さく井工事業  

 建具工事業  

 水道施設工事業  

 消防施設工事業  

 清掃施設工事業 

 解体工事業 
 

 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

【要求の理由】 

業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正す

る法律」（平成 26年法律第 55号）が平成 26年 6月 4日に公布、平成 28年 6月 1日に施行され

たことを受けて、改訂を行う必要が生じた。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

建設業許可工事業種について、広く周知を図る必要があることから、CI-NET のホームページ等に

おいて、掲載場所やコードメンテナンス時の通知等が適切に行われるよう、配慮する必要がある。 
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(b) CR 管理 No.B-2016-004 データ交換運用マニュアル 

（№ B-2016-004） 

          CI-NET 標準ビジネスプロトコル改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2016 年 X月 XX日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名  
 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 標準委員会／標準 BPWG 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例）における ASP サービス

経由の利用状況を追加する改訂 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例）について、電子メールを前提とした記

載を、ASPサービス経由の利用を前提とした記載に改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

電子メールを前提とした CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例） 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.6 P. 141～＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

■電子メールを前提とした CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例） 

1.目的 

・・・ 

2.運用条件確認書 

・・・ 

3.システムの内容 

（1）システムの概念図およびシステム構成 
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CI-NETによる EDI実施に際し、甲はインターネットを介して取引関係情報等を乙との間で交換

する。また乙はインターネットを介して取引関係情報等を甲との間で交換する。 

 

 

 

 

図 22 システム構成の例 

【補足】 

ISP：インターネット・サービス・プロバイダ：ユーザーにインターネットへの接続を提供する組織、

事業者。 

 

・・・ 

6.費用負担 

・・・ 

（2）運用費用；運用費用は、以下の項目があげられる。 

インターネット通信回線利用料、コンピュータ運用経費（用紙、電気代等）、メールサービス

等利用料、CI-NET対応ソフト・ASPサービス等利用料、企業識別コード、電子証明書更新料等 

 

図41 費用負担例 

・・・ 

7.責任範囲 

甲および乙の責任範囲は、自身の使用するアクセスポイント（メールアドレスを含む）までと

する。 

図 42 責任範囲の例 

・・・ 

AP

A社

B社
メールサーバ

ISP
インター
ネット

メール
アドレス

社内NW

メール
アドレス AP

凡例：
AP；ISPのアクセスポイント

A社が負担
B社が負担

AP

A社

B社
メールサーバ

ISP
インター
ネット

メール
アドレス

社内NW

メール
アドレス AP

凡例：
AP；ISPのアクセスポイント

A社の責任範囲
B社の責任範囲

A社

B社
メールサーバ

ISP
インター
ネット

公衆
回線常時接続

メール
アドレス

社内NW

メール
アドレス
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変

更

後 

＜本文＞  

■電子メールを前提とした CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル

（参考例） 

1.目的 

・・・ 

  

2. 用語の定義 

1) EDI(ElectronicData Interchange) 

電子データ交換。企業聞における取引関係情報を、標準的な方法によりネットワークを

利用して交換すること。 

2) AP(access point) 

ネットワークへの通信を仲介する施設や機器のこと。 

3) ASP サービス 

インターネットなどを通じてソフトウェアを利用させるサービス。ASP（Application 

Service Provider）は、そのようなサービスの提供者。 

4) ISP(Internet Services Provider ) 

インターネット接続業者。 

5) アドレス 

CI-NET による EDI の利用に際し、甲および乙が相手方に提供する取引関係情報等を送

信する際、利用する通信手段が電子メールの場合には電子メールアドレスをいい、ebMS

の場合には FQDN(ホスト名+ドメイン名)もしくは IP アドレスをいう。 

以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するアドレスを「乙のアドレス」

といい、乙が甲に対して提供する取引情報等を送信するアドレスを「甲のアドレス」と

いう。なお、甲または乙は、それぞれ甲のアドレスまたは乙のアドレスとして、インタ

ーネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを利用することができる。 

 

 

3. 運用条件確認書 

・・・ 
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4. システムの内容 

（1）システムの概念および構成 

CI-NETによるEDI実施に際し、甲はインターネットを介して取引関係情報等を乙との間で交換

する。また乙はインターネットを介して取引関係情報等を甲との間で交換する。 

 

＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5-1 システム構成の例 

【補足】 

CI-NET を導入する企業は、A～H 社のようなシステム構成の事例がある。 

・A、B および G 社：自社で CI-NET による電子データ交換システムを構築する場合 

・C、D、E、F および H 社： CI-NET による電子データ交換サービスを提供する ASP

サービス等を利用する場合 

・・・ 

7. 費用負担 

・・・ 

（2）運用費用；運用費用は、以下の項目があげられる。 

 
インターネット 

AP AP 

A 社                                               E 社                                                  

とりひきさき   

 

B 社                               ASP ｻｰﾋﾞｽ         F 社  

 

D社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

D 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ             ASP ｻｰﾋﾞｽ         H 社                                                  

とりひきさき   

 H社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

F社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

C社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

C 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ                              G 社                                                  

とりひきさき   

  
インターネット 

AP AP 
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インターネット通信回線利用料、コンピュータ運用経費（用紙、電気代など）、メールサービ

ス等利用料、CI-NET 対応ソフト・ASP サービス等利用料、企業識別コード、電子証明書更新料、

等 

 

＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41 費用負担の例 

 

 

 

 

 

 
インターネット 

AP AP 

A 社                                               E 社                                                  

とりひきさき   

 

B 社                               ASP ｻｰﾋﾞｽ         F 社  

 

D社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

D 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ             ASP ｻｰﾋﾞｽ         H 社                                                  

とりひきさき   

 H社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

F社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

F 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

H 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

D 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

C社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

C 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ                              G 社                                                  

とりひきさき   

 

 
インターネット 

AP AP 

G 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

C 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

B 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

E 社の費用負担 

 

A 社が負担       

 

A 社の費用負担 

 

A 社が負担       
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8. 責任範囲 

甲および乙のネットワークに係る責任範囲は、自身の使用するアクセスポイント（メールアド

レスを含む）まで下図に示す通りとする。 

 

＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42 責任範囲の例 

 

 
インターネット 

AP AP 

A 社                                               E 社                                                  

とりひきさき   

 

B 社                               ASP ｻｰﾋﾞｽ         F 社  

 

D社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

D 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ             ASP ｻｰﾋﾞｽ         H 社                                                  

とりひきさき   

 H社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

F社 

取引関

係情報 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

F 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

H 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

D 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

 
インターネット 

AP AP 

 
インターネット 

AP AP 

C社 

取引関

係情報 

CI-NET 

連携 

システム 

CI-NET 

連携 

システム 

C 社          ASP ｻｰﾋﾞｽ                              G 社                                                  

とりひきさき   

  
インターネット 

AP AP 

G 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

C 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

B 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

E 社の責任範囲 

 

A 社が負担       

 

A 社の責任範囲 

 

A 社が負担       
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【補足】 

ASP サ－ビスあるいは市販ソフトウェアを利用する場合の責任範囲については、採

用するシステム構成に応じて、そのベンダとの契約内容を確認していただきたい。 

 

・・・ 
 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

ASPサービス経由の利用が主流となったことを受けて、システムの概念および構成、費用負担、責任範囲に

関して、ASPサービス経由の利用を例示することが適切と考えられるため。 

 

 

【既存ユーザ等への影響】 

システムの概念および構成、費用負担、責任範囲については、導入時にユーザおよびサービスベンダーが

十分に理解しておく必要がある。 
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(c) CR 管理 No.B-2016-005 データ交換協定書 

（№ B-2016-005） 

          CI-NET 標準ビジネスプロトコル改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2016 年 12月 2日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名  
 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 標準 BPWG 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 第 4 節 CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例）

第 11 条（個別契約の成立）における、契約等の当事者本人あるいは当事者から権限委譲を受け

た者であることを明記する必要性に係る追記。 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

新暗号アルゴリズムへの対応に伴う電子証明書に格納する属性の変更に対応して、「CI-NET による電

子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例）」について、以下のとおり改訂することを要求

する。 

 

(1) 改訂対象 

第 4節 CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例） 

 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.5 P. 257-258＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

■インターネットの CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参

考例） 

・・・ 
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第 11 条（個別契約の成立） 

1.本協定に係わる個別契約は、甲の乙に対する個別契約申込の意思表示（確定注文メッセ

ージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（注文請メッセージ）が

甲に到達した時に成立する。ここで、乙の承諾の意思表示が甲に到達した時とは、乙の承

諾の意思表示が甲のメールアドレスに着信した時をいう。 

2.本協定に係わる個別契約の内容の変更は、甲の乙に対する個別契約変更申込の意思表示

（鑑項目合意変更申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思

表示（鑑項目合意変更承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

3.本協定に係わる個別契約の解除は、甲の乙に対する個別契約解除申込の意思表示（合意

解除申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（合意解

除承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

4.本協定に係わる個別契約の打切は、甲の乙に対する個別契約打切申込の意思表示（合意

打切申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（合意打

切承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

 

 

【留意点】 

・次図の（3）が乙のメールアドレスに着信した時に個別契約が成立する。 

・受信者が（2）の受信確認メッセージを送信することは、確定注文メッセージが着信し

たことを通知するものであり、注文の承諾を通知するものではない。注文の申込を吟味

のうえ（3）の注文請メッセージを送信し発注者に着信した時点で、注文の承諾の意思表

示が成立する。 

Msg：メッセージ 

 

 

 

変

更

後 

＜本文＞  

■インターネットの CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参

考例） 

・・・ 

 

受注者
乙

(1)確定注文msg
（個別注文の申込）

発注者
甲

(2)受信確認msg
（確定注文msgを受信したことの通知）

(3)注文請msg
（注文の申込を承諾することの通知）

(4)受信確認msg
（注文請msgを受信したことの通知）
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第 11 条（個別契約の成立） 

1.本協定に係わる個別契約は、甲の乙に対する個別契約申込の意思表示（確定注文メッセ

ージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（注文請メッセージ）が

甲に到達した時に成立する。ここで、乙の承諾の意思表示が甲に到達した時とは、乙の承

諾の意思表示が甲のメールアドレスに着信した時をいう。 

2.本協定に係わる個別契約の内容の変更は、甲の乙に対する個別契約変更申込の意思表示

（鑑項目合意変更申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思

表示（鑑項目合意変更承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

3.本協定に係わる個別契約の解除は、甲の乙に対する個別契約解除申込の意思表示（合意

解除申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（合意解

除承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

4.本協定に係わる個別契約の打切は、甲の乙に対する個別契約打切申込の意思表示（合意

打切申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（合意打

切承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

5. 本協定に係わる個別契約において、利用する電子証明書に記載されている正当な権限

を有する者は、当該個別契約の当事者本人あるいは当事者から権限委譲を受けた者である

ことを事務処理の規程に定め、当該規程に沿った運用を行わなければならない。 

6. 甲および乙は、本協定に係わる個別契約は、本協定に係わる個別契約に関する正当な

権限を有する者が適切な手段、手続きに則って行うことを前提としたものであるため、個

別契約の成立を否認してはならない。また、契約の一方当事者は、社内の制限を相手方に

主張できない。 

 

【留意点】 

・次図の（3）（1）が乙のメールアドレスに着信した時に個別契約注文の申込みの意思表

示が成立する。 

・受信者が（2）の受信確認メッセージを送信することは、確定注文メッセージが着信し

たことを通知するものであり、注文の承諾を通知するものではない。注文の申込を吟味

のうえ（3）の注文請メッセージを送信し発注者に着信した時点で、注文の承諾の意思表

示が成立する。 

Msg：メッセージ 

 

 

受注者
乙

(1)確定注文msg
（個別注文の申込）

発注者
甲

(2)受信確認msg
（確定注文msgを受信したことの通知）

(3)注文請msg
（注文の申込を承諾することの通知）

(4)受信確認msg
（注文請msgを受信したことの通知）
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・第 5 項の「事務処理の規程」については、CI-NET による EDI に関わる者の運用諸

規則をまとめたものであり、当該個別契約の当事者本人あるいは当事者から権限委

譲を受けた者であることを明示することが特に求められる。 
 

 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

電子証明書は、公開鍵暗号方式にて、利用者の公開鍵が本人に帰属していることを証明するために電

子認証局が発行する電子的な証明書であり、個人を特定できることが条件となる。 

一方で、従来より CI-NET においては、契約等は個人ではなく役職の権限で行う運用としてきた経緯が

あり、新暗号アルゴリズムへの対応に伴う電子証明書に格納する属性の変更においても、この運用を踏

襲することとなった。このため、電子証明書に記載されている役職名が、契約等の当事者本人あるいは

当事者から権限委譲を受けた者であることを、別途事務処理規定等に明記しておく必要があり、デー

タ交換協定書でもこの点に言及する必要が生じた。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

新暗号アルゴリズムへの移行に伴い、すべてのユーザの電子証明書が更新されることから、この更新に

併せて、各ユーザにおいてデータ交換協定書の改訂を行う必要がある。 
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(d) CR 管理 No.B-2016-008 データ交換協定書 

 

（№ B-2016-008） 

          CI-NET 標準ビジネスプロトコル改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2017 年 2月 3日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名  
 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 標準 BPWG 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 ebMS の利用を想定した「第 4 節 CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデー

タ交換協定書（参考例）」の改訂 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

今後に ebXML Messaging Service（以下、「ebMS」という。）の利用が想定されることから、これに

対応して、「CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例）」について、以下の

とおり改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

第 4節 CI-NETによる電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例） 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.5 P. 257-258＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

■インターネットの電子メールを前提とした CI-NETによる電子データ交換（EDI）

に関するデータ交換協定書（参考例） 
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          （以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）

とは、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間における平成  年  月  日締結の工事下請基本契

約書および平成  年  月  日締結の物品等売買基本契約書（以下「基本契約書」という）にも

とづく取引に関し、第 4 条（1）に規定する CI-NET 標準ビジネスプロトコルにもとづく第 4

条（2）に規定の電子データの交換（以下「CI-NET による EDI」という。）をインターネッ

トの電子メールを利用して行うにあたり、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結

する。 

 

【留意点】 

使用するシステムの名称（取引当事者間で取り決めた固有もの）を明記することもあ

り得る。 

 

第 1 条（目的） 

本協定は、甲乙が CI-NET による EDI を利用することにより、甲乙間の取引を円滑かつ合理的

に推進するために締結するものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。 

 

第 2 条（基本契約書との関係） 

甲乙間で締結した基本契約書に定めた事項と本協定に定めた事項との間に相違がある場合に

は、本協定の定めが優先的効力を有するものとする。 

 

【留意点】 

基本契約書と本協定との内容が整合しない場合、一般的には、CI-NET による EDI

に関しては本協定が優先する。ユーザーはこの点に留意してデータ交換協定書の内容

を検討する必要がある。 

 

第 3 条（適用範囲） 

1.本協定は、CI-NET による EDI を利用して行う個別契約の申込およびその承諾、または個別

契約内容の変更、解除もしくは打切の申込および当該申込に対する承諾、その他見積依頼およ

び回答、出来高報告および確認、請求等の付帯業務について適用する。 

2.CI-NET による EDI を利用して行う業務の内容は、第 5 条に規定する運用マニュアルに定め

る。 

 

【留意点】 

CI-NET を導入する企業は、CI-NET の適用業務を運用マニュアルに定める。 
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第 4 条（用語の定義） 

本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）CI-NET 標準ビジネスプロトコル 

取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるビジネスプロトコルであり（財）建設業振興

基金 建設産業情報化推進センター発行の「CI-NET 標準ビジネスプロトコル」で規定するも

のをいう。 

（2）CI-NET による EDI 

甲および乙が相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態でメ

ールアドレスに送信し、相手方が当該取引関係情報を受信し、利用するシステムをいう。 

（3）取引関係情報 

甲乙間の継続的取引において、個別契約の申込およびその承諾、または個別契約内容の変更、

解除もしくは打切の申込および当該申込に対する承諾、その他見積依頼および回答、出来高報

告および確認、請求等相手方に対する意思表示または通知のうち、CI-NET による EDI により

甲乙間で相互に提供される諸情報を総称する。このうち本協定が対象とする取引関係情報は、

第 5 条に規定する運用マニュアルに定める。 

（4）個別契約 

甲から乙に対する注文の申込の意思表示（確定注文メッセージ）と、当該申込に対する乙の承

諾の意思表示（注文請けメッセージ）によって成立する取引契約をいう。 

（5）メールアドレス 

CI-NET による EDI の利用に際し、甲および乙が相手方に提供する取引関係情報等を送信する

インターネットの電子メールアドレスをいう。 

以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するメールアドレスを「乙のメールアド

レス」といい、乙が甲に対して提供する取引情報等を送信するメールアドレスを「甲のメール

アドレス」という。なお、甲または乙は、それぞれ甲のメールアドレスまたは乙のメールアド

レスとして、インターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを利用するこ

とができる。 

（6）取引用設備 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために、自らが準備・使用する電子計算機、端

末機器および周辺機器など（以下「ハードウェア」という。）、並びに当該ハードウェアに使用

されるソフトウェアを総称していう（以下「装置」という。）。 

（7）取引用電気通信回線 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために準備する甲の装置と乙の装置が利用する

電気通信回線である（以下「通信回線」という。）。 

 

【留意点】 

（3）取引関係情報は、CI-NET を導入する企業が、CI-NET を適用する範囲の標準

メッセージを運用マニュアルに定める。 

 

第 5 条（運用マニュアル） 

1.本協定にもとづく CI-NET による EDI について、その実施に必要なシステム、送信手順、デ

ータ書式、運用時間その他の細目は、甲乙間で別に定める「CI-NET による電子データ交換

（EDI）に関する運用マニュアル（以下「運用マニュアル」という。）」に定める。 
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2.甲および乙は、運用マニュアルが本協定と一体をなし、本協定と同一の効力を有することを

相互に確認する。 

3.システムの変更その他の事由により運用マニュアルを変更する必要が生じた場合には、必要

に応じ、甲乙間で協議を行い変更する。 

 

第 6 条（CI-NET 標準ビジネスプロトコルおよび CII シンタックスルールの遵守） 

甲乙は、CI-NET による EDI を利用するにあたり CI-NET 標準ビジネスプロトコルおよび CII

シンタックスルールを遵守する。 

 

第 7 条（実施手順） 

 甲乙は、以下の各号に定める要領および運用マニュアルに定める要領にしたがい、相互に取引関

係情報を提供、利用する。 

（1）甲乙は CI-NET による EDI の利用に際し、メールアドレスを定め、相手方に通知する。 

（2）甲が乙に取引関係情報を提供しようとするときは、甲は当該取引関係情報を作成し、

CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施し、

乙のメールアドレスに送信する。 

（3）乙は、前号により乙のメールアドレスに送信された取引関係情報を乙の装置内に受信し、

利用する。乙は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成

し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施

し、甲のメールアドレスに送信する。 

（4）乙が甲に取引関係情報を提供しようとするときは、乙は当該取引関係情報を作成し、

CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施し、

甲のメールアドレスに送信する。 

（5）甲は、前号により甲のメールアドレスに送信された取引関係情報を甲の装置内に受信し、

利用する。甲は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成

し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施

し、乙のメールアドレスに送信する。 

（6）甲および乙は、相手方に提供する取引関係情報等を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの

状態に変換する業務、運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施した状態に変換する業務

および運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施した状態の取引関係情報等を自己の要

求する形式に変換する業務を相手方または第三者に委託することができる。 

 

【留意点】 

（2）～（5）のセキュリティ処理方式は運用マニュアルに定める。 

 

第 8 条（意思表示等の時期） 

CI-NET による EDI による甲乙間の意思表示あるいは通知は、甲および乙が提供すべき取引関

係情報を相手方のメールアドレスに記録させた時に、相手方に到達したものとする。 
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【留意点】 

下図の例の（2）の時点で見積回答の意思表示が到達したものとする。 

データが相手方に到達することにより、その意思表示は効力を発生する（民法 97 条

1 項：隔地者に対する意思表示はその通知の相手方に到達したる時よりその効力を生

じる）。 

msg：メッセージ 

 

第 9 条（取引関係情報の効力） 

・・・ 

 

 

 

変

更

後 

＜本文＞  

■インターネットの電子メールを前提とした CI-NETによる電子データ交換（EDI）

に関するデータ交換協定書（参考例） 

 

          （以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）

とは、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間における平成  年  月  日締結の工事下請基本契

約書および平成  年  月  日締結の物品等売買基本契約書（以下「基本契約書」という）にも

とづく取引に関し、第 4 条（1）に規定する CI-NET 標準ビジネスプロトコルにもとづく第 4

条（2）に規定の電子データの交換（以下「CI-NET による EDI」という。）を実施する際、利

用する通信手段にインターネットの電子メールや ebMS 等を利用して行うにあたり、次のとお

り協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

【留意点】 

・使用するシステムの名称（取引当事者間で取り決めた固有もの）を明記することもあ

り得る。 

 

(5)メールアドレスに
着信

受信者
（見積依頼者）

見積回答メッセージの場合の例

見積回答msg

(1)メッセージを送信

送信者
（見積回答者）

(2)メールアドレスに着信

(3)読み込み

受信確認msg

(4)受信確認を送信

(6)読み込み
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第 1 条（目的） 

本協定は、甲および乙が CI-NET による EDI を利用することにより、甲乙間の取引を円滑かつ

合理的に推進するために締結するものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。 

 

第 2 条（基本契約書および個別契約との関係） 

甲乙間で締結した基本契約書および個別契約に定めた事項と本協定に定めた事項との間に相

違がある場合には、本協定の定めが優先的効力を有するものとする。 

 

 

【留意点】 

・基本契約書および個別契約と本協定との内容が整合しない場合、一般的には、CI-NET

による EDI に関しては本協定が優先する。ユーザーはこの点に留意してデータ交換協定

書の内容を検討する必要がある。 

 

第 3 条（適用範囲） 

1. 本協定は、CI-NET による EDI を利用して行う基本契約または個別契約の申込およびその承

諾、基本契約または個別契約の契約内容の変更、および個別契約の解除もしくは打切の申込お

よび当該申込に対する承諾、その他見積依頼および回答、出来高報告および確認、請求等の付

帯業務について適用する。 

2.CI-NET による EDI を利用して行う業務の内容は、第 5 条に規定する運用マニュアルに定め

る。 

 

【留意点】 

・CI-NET を導入する企業は、CI-NET の適用業務について、運用マニュアルに定める。 

 

第 4 条（用語の定義） 

本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）CI-NET 標準ビジネスプロトコル 

取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるビジネスプロトコルであり（財）建設業振興

基金 建設産業情報化推進センター（現：（一財）建設業振興基金 経営基盤整備支援センタ

ー）発行の「CI-NET 標準ビジネスプロトコル」で規定するものをいう。 

（2）CI-NET による EDI 

甲および乙が相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態でア

ドレスに電子メール、あるいは ebMS 等の通信手段を用いて送信し、相手方が当該取引関係情

報を受信し、利用するシステムをいう。 

（3）取引関係情報 

甲乙間の継続的取引において、個別契約の申込およびその承諾、または個別契約内容の変更、

解除もしくは打切の申込および当該申込に対する承諾、その他見積依頼および回答、出来高報

告および確認、請求等相手方に対する意思表示または通知のうち、CI-NET による EDI の実施

に伴い甲乙間で相互に提供される諸情報を総称する。このうち本協定が対象とする取引関係情

報は、第 5 条に規定する運用マニュアルに定める。 
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（4）個別契約 

甲から乙に対する注文の申込の意思表示（確定注文メッセージ）と、当該申込に対する乙の承

諾の意思表示（注文請けメッセージ）によって成立する取引契約をいう。 

（5）アドレス 

CI-NET による EDI の利用に際し、甲および乙が相手方に提供する取引関係情報等を送信する

インターネットの電子メールアドレス際、利用する通信手段が電子メールの場合には電子メー

ルアドレスをいい、ebMS の場合には FQDN(ホスト名+ドメイン名)もしくは IP アドレスドメイン

(IPアドレス)をいう。 

以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するメールアドレスを「乙のメールアド

レス」といい、乙が甲に対して提供する取引情報等を送信するメールアドレスを「甲のメール

アドレス」という。なお、甲または乙は、それぞれ甲のメールアドレスまたは乙のメールアド

レスとして、インターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを利用するこ

とができる。 

（6）取引用設備 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために、自らが準備・使用する電子計算機、端

末機器および周辺機器など（以下「ハードウェア」という。）、並びに当該ハードウェアに使用

されるソフトウェアを総称していう（以下「装置」という。）。 

（7）取引用電気通信回線 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために準備する甲の装置と乙の装置が利用する

電気通信回線である（以下「通信回線」という。）。 

（8）正当な権限を有する者 

甲乙間の取引の当事者本人あるいは当事者から権限委譲を受けた者であり、その旨を事

務処理の規定に定められた者をいう。 

 

【留意点】 

・（3）CI-NET を導入する企業は、取引関係情報の内、CI-NET を適用する範囲の標準メ

ッセージを運用マニュアルに定める。 

 

第 5 条（運用マニュアル） 

1.本協定にもとづく CI-NET による EDI について、その実施に必要なシステム、送信手順、デ

ータ書式、運用時間その他の細目は、甲乙間で別に定める「CI-NET による電子データ交換

（EDI）に関する運用マニュアル（以下「運用マニュアル」という。）」に定める。 

2.甲および乙は、運用マニュアルが本協定と一体をなし、本協定と同一の効力を有することを

相互に確認する。 

3.システムの変更その他の事由により運用マニュアルを変更する必要が生じた場合には、必要

に応じ、甲乙間で協議を行い変更する。 

 

第 6 条（CI-NET 標準ビジネスプロトコルおよび CII シンタックスルールの遵守） 

甲および乙は、CI-NET による EDI を利用するにあたり CI-NET 標準ビジネスプロトコルおよ

び CII シンタックスルールを遵守しなければならない。 
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第 7 条（実施手順） 

 甲および乙は、以下の各号に定める要領および運用マニュアルに定める要領にしたがい、相互に

取引関係情報を提供、利用する。 

（1）甲および乙は CI-NET による EDI の利用に際し、メールアドレスを定め、相手方に通知

する。 

（2）甲が乙に取引関係情報を提供しようとするときは、甲は当該取引関係情報を作成し、

CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施し、

乙のメールアドレスに送信する。 

（3）乙は、前号により乙のメールアドレスに送信された取引関係情報を乙の装置内に受信し、

利用する。乙は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成

し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施

し、甲のメールアドレスに送信する。 

（4）乙が甲に取引関係情報を提供しようとするときは、乙は当該取引関係情報を作成し、

CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施し、

甲のメールアドレスに送信する。 

（5）甲は、前号により甲のメールアドレスに送信された取引関係情報を甲の装置内に受信し、

利用する。甲は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成

し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施

し、乙のメールアドレスに送信する。 

（6）甲および乙は、相手方に提供する取引関係情報等を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの

状態に変換する業務、運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施した状態に変換する業務

および運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を施した状態の取引関係情報等を自己の要

求する形式に変換する業務を相手方または第三者に委託することができる。 

 

【留意点】 

（2）～（5）のセキュリティ処理方式は運用マニュアルに定める。 

 

第 8 条（意思表示等の時期） 

CI-NET による EDI の実施に伴う甲乙間の意思表示あるいは通知は、甲および乙が提供すべき

取引関係情報を相手方のメールアドレスに記録させた時に、相手方に到達したものとする。 
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【留意点】 

・下図の例の（2）の時点で見積回答の意思表示が到達したものとする。 

・データが相手方に到達することにより、その意思表示は効力を発生する（民法 97 条 1

項：隔地者に対する意思表示はその通知の相手方に到達したる時よりその効力を生じ

る）。 

msg：メッセージ 

 

第 9 条（取引関係情報の効力） 

・・・ 

 

 

 

 
 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

CI-NET LiteS にて定義する情報伝達手段として、従来の S/MIME を用いた電子メールに加えて、

ebMS を追記したことに対応して、「CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定

書（参考例）」を改訂することが要求された。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

「第 4 節 CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例）」は、CI-NET

のユーザにより広く参照されることから、今後の電子メール方式から ebMS 方式への移行に備えて、

電子メール方式と ebMS 方式の双方に対応した参考例としておく必要がある。 

  

(5)メールアドレスに
着信

受信者
（見積依頼者）

見積回答メッセージの場合の例

見積回答msg

(1)メッセージを送信

送信者
（見積回答者）

(2)メールアドレスに着信

(3)読み込み

受信確認msg

(4)受信確認を送信

(6)読み込み
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(2) 建設資機材コード 改善要求 

 

表 8.2-2 標準ビジネスプロトコル 改善要求一覧 

CR 管

理 No. 
Title 概要 

改訂

反映

先 

審議結果 
承

認 

B-2016

-006 

建設資機材コ

ード（機械設

備 機 材 コ －

ド）の改訂 

機械設備分野のうち、機

器設備、衛生・防災機器

について、建設資機材コ

ードと Stem コードの

統合、および大分類以下

のコード体系整理を行

う。 

Ver.

1.6 

改訂内容については設

備見積 WG で確認済み

であるので、手続きとし

て問題ないことをもっ

て、承認された。 

済 

B-2016

-007 

建設資機材コ

ード（電気設

備 機 材 コ －

ド）の改訂 

電気設備機材コードに

ついて、コ－ド体系の再

編成、新機材コ－ドの追

加、および不要なコ－ド

の削除の改訂を行う。 

Ver.

1.6 

改訂内容については設

備見積 WG で確認済み

であるので、手続きとし

て問題ないことをもっ

て、承認された。 

済 
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(a) B-2016-006 建設資機材コード（機械設備機材コ－ド）の改訂 

CI-NET建設資機材コード専用 改善要求書 （CHANGE REQUEST） 

  

※ E-mail 等で送付の場合、項目を全て網羅していれば本様式を使用していなくとも可 

発信者記入欄 事務局記入欄 

発 信 日  2012 年 11 月 15 日 受 信 日   年   月   日 

会 社 名 普及委員会 

設備見積ＷＧ 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 標準 BPWG 

担当者名  

TEL： 

連 絡 先 FAX： 

E-mail： 

件名 CI-NET 建設資機材コードのうち機械設備機材コ－ドの改訂 

改善要求内容【既存資料（JIS 規格書など）のコピーを添付することにより代用可】 

（1）区分（該当するものにチェック） ■コード追加 ■コード変更 ■コード削除 

（2）資機材の分類（CI-NET コードの大分類・中分類・小分類・細分類で該当する分類） 

機械設備分野のうち、機器設備（空調、衛生共通機器）、衛生・防災機器について、CI-NET 建設

資機材コードと Stem コードの統合、および大分類以下のコード体系について整理を行う。 

詳細は別添「CI-NET 機械設備機材コ－ド」「（新/旧）対比一覧」に記載のとおり。 

 

（3）資機材の概要と用途 

CI-NET と C-CADEC の資機材コード統合にあたって行う改訂内容は以下の通り。 

大分類・中分類の整理 

対象となる資機材は上記分野の機器設備、衛生・防災機器となるが、これらについて CI-NET コ

ードと Stem コードの統合にあたって、以下のような分類名整理を行う。 

(a)大分類：衛生器具設備→衛生･防災機器 

(b)中分類：都市ガス設備→ガス関連機器 

 

専門工事部分に入っていた機器類に係る見直し 

CI-NET コードにおいて中分類までのコードが｢50-90｣（機械設備専門工事）となっている分類に

関し、｢90｣に機器類が入っていたことから、これに関連して従来｢90｣の機器コードを｢30｣として
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再設定し直し、以下の分類について変更を行う。 

・｢50-30-150｣キッチン（厨房器具家庭用） 

・｢50-30-200｣浄化槽機器 

・｢50-30-250｣ガス関連機器 

・｢50-30-300｣消火機器 

・｢50-30-350｣厨房器具（業務用） 

・｢50-30-400｣中水、濾過機器 

・｢50-30-800｣その他特殊機器 

 

※両コードの統合にあたり、Stem コード側での変更も合わせて行われている。これにより Stem

コードを CI-NET コードと統合する下地が整えられた。具体的には、コード表現を行う階層の途

中において、「不明」にあたるコード値を C-CADEC では「999」としている一方、CI-NET では「000」

としており、これを以下のようにして解消した。 

不明にあたるコードを 1 階層上にした場合に 

－小分類：今の Stem コード「9000」の体系を「0000」に置き換え 

－細分類：今の Stem コード「999」の体系を「000」に置き換え 

 

これらに基づき変更を行ったものは別添のコード一覧表に記載のとおりである。 

（4）資機材のスペック書式と単位（必要であれば）【例：長さ（m）、本数（本）】 

今回の改訂においては資機材のスペックレベルの変更はなし。 

（5）要求理由 

建設の設計段階から調達、生産、保守の段階までの CI-NET と C-CADEC の情報連携性を高め

ることを目的として、CI-NET 建設資機材コードと C-CADEC の設備機器ライブラリーデータ交

換仕様コード（Stem コード）との統合を行うためである。 

この統合を実現することにより、CI-NET 建設資機材コードと Stem コードの統一化および統一

化されたコード体系をもとにした設備機器情報の商流連携について、特に「CAD⇔見積」連携実

現が必須であるとの認識であったコード統合を現実のものとすることが可能となる。 

また事務局内で 2 つの資機材コードが存在するという状況の解消にもつながり、ユーザにも統一

コードを案内、展開していくことが可能となる。 

（6）その他特記事項 
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(b) B-2016-007 建設資機材コード（電気設備機材コ－ド）の改訂 

（№ F-2016-001） 

CI-NET建設資機材コード専用 改善要求書（CHANGEREQUEST） 

  

※ E-mail 等で送付の場合、項目を全て網羅していれば本様式を使用していなくとも可 

発信者記入欄 事務局記入欄 

発 信 日  2016 年 9 月 27 日 受 信 日   年   月   日 

会 社 名 普及委員会 

設備見積ＷＧ 

事務局処理記入欄 

企業識別コード       

部 署 名 標準 BPWG 

担当者名  

TEL： 

連 絡 先 FAX： 

E-mail： 

件名 建設資機材コードのうち電気設備機材コ－ドの改訂 

改善要求内容【既存資料（JIS 規格書など）のコピーを添付することにより代用可】 

（1）区分（該当するものにチェック） ■コード追加 ■コード変更 ■コード削除 

（2）要求内容 

CI-NET 電気設備機材コード（以下「電設コ－ド」という。）について、煩雑なコ－ド体系の再編

成、新機材コ－ドの追加、および不要なコ－ドの削除を行い、電設コ－ドの改訂を要求する。詳

細は、別添の改訂版、修正履歴一覧表の通り。 

 

（3）改訂の概要 

  現在の電設コードは、機械的に繰り返したコードが作成されているため、照明器具だけで

｢25,400 行｣となっており、旧電設コード 1,050 行の 24 倍となっている。 

そのため、積算の際の利用などで、目的品目を探す際に非常に手間がかかり、また旧電設コード

とソフトウェアー等で引き当てる際にも、対比データが多く煩雑となっている。 

各社が、現在の電設コードを採用していない時期に、使用しないコードの検討調整、並びに、現

在の電設コ－ド編成の際に、記載を漏らした旧電設コードの復活および採番ミスを訂正し、電設

コ－ド改訂(案)を作成した。(3,950 行 約 1/6.5) 

今回の電設コ－ドの改訂（案）については、本 CR 承認後、C-CADEC の設備機器ライブラリー

データ交換仕様コード（Stem コード）との統一化が検討されている。 
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a ｢配電機器｣｢特高機器｣をコード編成に復活させた。（編成追加） 

b 小分類(用途区分)｢00：一般｣は、上位階層｢00｣を利用することとし｢削除｣。 

c 非常照明、誘導等、照明器具に該当がない｢コードペンダント｣｢システム｣｢投光器｣｢庭園灯｣｢外

灯｣などを｢削除｣。 

d 屋外照明器具､建物周辺部照明器具､景観･道路用照明器具､屋外特殊施設用照明器具に該当が

ない｢下面開放｣｢埋込み(半埋込)｣｢埋込カバー｣｢ブラケット｣｢ダウンライト｣｢コードペンダント｣

｢システム｣などを｢削除｣。 

 

 

e 誘導灯：細分類名称が｢標準区分｣(003 直付け～030 外灯)になっていたため、｢誘導灯区分｣(011

～017)に｢訂正｣。 

f 細分類(誘導灯区分)｢小型｣｢中型｣｢大型｣区分は､照度区分(A･B･C 級)表現に改訂されたため区

分なし表現に修正｢統合｣。 

 g 小分類(用途区分)｢80：その他屋内用照明器具｣を削除。 

h 中分類(光源区分)｢500：未定･その他光源器具｣を一括削除。 

i 各項目全般に該当がない商品を削除。 

j C-CADEC サイト掲載｢equip_code_1.61｣に掲載漏れデータの復活編成。 

 

 

（4）その他特記事項 
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8.2.2. LiteS規約 WG 

(1) CI-NET LiteS 実装規約 改善要求 

 

表 8.2-3  LiteS 実装規約 改善要求一覧 

CR 管

理 No. 
Title 概要 

改訂

反映

先 

審議結果 
承

認 

L-2016

-001 

建設業許可工事

業種の追加 

「解体工事業」を追加す

る。 

Ver.

2.1a

d.8 

「解体工事業」の追

加については承認。

ただし、本 CR では

マルチ回数は「5 回」

のままとし、マルチ

回数を「30 回」に

変更するための CR

は別途申請する。 

済 

L-2016

-002 

圧縮解凍方式変

更 

①圧縮解凍方式を従来

の exe 形式に加えて、

zip 形式も可とする。 

②base64 にはファイル

形式がないので、タイト

ルにファイル形式を明

記しておく必要がある。 

Ver.

2.1a

d.8 

  済 

L-2016

-003 

バージョン命名

ルール 

（昨年度案をベースに

作成。） 

Ver.

2.1a

d.8 

  済 
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CR 管

理 No. 
Title 概要 

改訂

反映

先 

審議結果 
承

認 

L-2016

-004 

確定注文／注文

請けメッセージ

を利用した基本

契約の取り交わ

しに係る「デー

タ交換協定書」

および「データ

交換運用マニュ

アル」の例示 

基本契約の暫定利用に

伴い、「データ交換協定

書」および「データ交換

運用マニュアル」に係る

例示を指針・参考資料に

掲載する。 

平成

28

年度

報告

書 

暫定運用につき、実

装規約の改訂は行

わないこととし、取

り下げた。 

取

下

げ 

L-2016

-005 

建設業許可工事

業種 

マルチ回数を 5 回から

30 回に変更する。 

Ver.

2.2a

d.1 

マルチ回数を5回か

ら 30 回に変更する

案は、帳票レイアウ

ト変更等への影響

が大きいこと等の

理由により、取下げ

とした。 

取

下

げ 

L-2016

-006 

メッセージのキ

ー項目 

確定注文を見積依頼と

紐づけるデータ項目を

明記する。 

Ver.

2.1a

d.8 

  済 

L-2016

-007 

HTTP/1.1 の

RFC 改訂に伴う

変更 

HTTP/1.1 の RFC につ

い て 、 2014 年 に

RFC7230〜7239 が発

行され、RFC2616 が廃

止されたことに伴い、

「A.情報伝達規約」の記

載を変更する。 

Ver.

2.1a

d.8 

  済 
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(a) CR 管理 No.L-2016-001 建設業許可工事業種の追加 

（№ L-2016-001） 

          CI-NET LiteS 実装規約改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2015 年 9 月 13 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名 改訂対象： 

企業識別コード       
Ver. 2 . １ ad. 8 

部 署 名 事務局処理記入欄 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 建設業許可工事業種の追加 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

建設業許可工事業種を使用するデータ項目について、建設業法の改正を受けて、改訂す

ることを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

建設業許可工事業種リスト 

CI-NET№［  450］  タグ№［1167］：「受注者建設業許可工事業種」 

CI-NET№［  600］  タグ№［1171］：「発注者建設業許可工事業種」 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 201-202、P. 273-274、P. 357-358＞ 
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変更前 ＜本文＞  

[1167]受注者建設業許可工事業種 

 建設業法に基づく建設業の許可において、受注者の許可工事業種を示す。 

【購買見積回答、見積不採用通知】 

・K 属性のかな漢字を使用し、次表の規則にもとづき、最大 5 業種まで
記載（マルチデータ項目）。 

 

【見積不採用通知】 

・原則として、対応する購買見積回答メッセージの内容と同じ（変更せ
ず送信）。 
 

表 B.Ⅴ- 1 データ項目に使用する建設業許可工事業種の名称 

データ項目に使用する名称 許可業種 

土木 土木工事業 

建築 建築工事業 

大工 大工工事業 

左官 左官工事業 

とび・土工 とび・土工工事業 

石工 石工工事業 

屋根 屋根工事業 

電気 電気工事業 

管 管工事業 

タイル・れんが・ブロック タイル・れんが・ブロック工事業 

鋼構造物 鋼構造物工事業 

鉄筋 鉄筋工事業 

ほ装 ほ装工事業 

しゅんせつ しゅんせつ工事業 

板金 板金工事業 

ガラス ガラス工事業 

塗装 塗装工事業 

防水 防水工事業 

内装仕上 内装仕上工事業 

機械器具 機械器具設置工事業 

熱絶縁 熱絶縁工事業 

電気通信 電気通信工事業 

造園 造園工事業 

さく井 さく井工事業 
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建具 建具工事業 

水道施設 水道施設工事業 

消防施設 消防施設工事業 

清掃施設 清掃施設工事業 
 

変更後 ＜本文＞  

[1167]受注者建設業許可工事業種 

 建設業法に基づく建設業の許可において、受注者の許可工事業種を示す。 

【購買見積回答、見積不採用通知】 

・K 属性のかな漢字を使用し、次表の規則にもとづき、最大 5 業種まで
記載（マルチデータ項目）。 

 

【見積不採用通知】 

・原則として、対応する購買見積回答メッセージの内容と同じ（変更せ
ず送信）。 
 

表 B.Ⅴ- 2 データ項目に使用する建設業許可工事業種の名称 

データ項目に使用する名称 許可業種 

土木 土木工事業 

建築 建築工事業 

大工 大工工事業 

左官 左官工事業 

とび・土工 とび・土工工事業 

石工 石工工事業 

屋根 屋根工事業 

電気 電気工事業 

管 管工事業 

タイル・れんが・ブロック タイル・れんが・ブロック工事業 

鋼構造物 鋼構造物工事業 

鉄筋 鉄筋工事業 

ほ装 ほ装工事業 

しゅんせつ しゅんせつ工事業 

板金 板金工事業 

ガラス ガラス工事業 

塗装 塗装工事業 

防水 防水工事業 
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内装仕上 内装仕上工事業 

機械器具 機械器具設置工事業 

熱絶縁 熱絶縁工事業 

電気通信 電気通信工事業 

造園 造園工事業 

さく井 さく井工事業 

建具 建具工事業 

水道施設 水道施設工事業 

消防施設 消防施設工事業 

清掃施設 清掃施設工事業 

解体 解体工事業 
 

 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を

改正する法律」（平成 26年法律第 55号）が平成 26年 6月 4日に公布、平成 28年 6月

1日に施行されたことを受けて、改訂を行う必要が生じた。 

 

 

【既存ユーザ等への影響】 

建設業許可工事業種については、広く周知を図る必要があることから、CI-NET のホーム

ページ等において、掲載場所やコードメンテナンス時の通知等が適切に行われるよう、配

慮する必要がある。 
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(b) CR 管理 No.L-2016-002 圧縮解凍方式変更 

（№ L-2016-002） 

          CI-NET LiteS 実装規約改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2017 年 2 月 2 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名 改訂対象： 

企業識別コード       
Ver. 2 . １ ad. 8 

部 署 名 事務局処理記入欄 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 圧縮解凍方式変更 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

技術データの圧縮・解凍方式について、以下のとおり改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

技術データの圧縮・解凍方式 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 
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＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 2＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

表 4 CI-NET LiteS 実装規約の概要 

規約 内容 

Ａ.情報

伝達規

約 

通信方式 ■通信方式は、送信時において SMTP、
受信時において POP3 プロトコル 
■電子メールのサブジェクトは、BPID 機
関名（=CINT）と情報区分コードで構成 
【 例 】 CINT0301 ： 購 買 見 積 依 頼 
CINT0302：購買見積回答 

セキュリティ

方式 

 

■セキュリティ方式は S/MIME に準拠 
ダイジェスト・アルゴリズムは SHA-1 
ダイジェスト暗号アルゴリズムは RSA、
鍵長は 1024 bit 
鍵暗号アルゴリズムは RSA、鍵長は 1024 
bit 
コンテント暗号アルゴリズムは DES、鍵
長は 56 bit 
・証明書は X.509 Version3、データの取
り出し、取り込み形式は PKCS#7 

技術データ ■圧縮・解凍方式 
・Windows 上の自己解凍方式 

 

変

更

後 

＜本文＞  

表 5 CI-NET LiteS 実装規約の概要 

規約 内容 

Ａ.情報

伝達規

約 

通信方式 ■通信方式は、送信時において SMTP、
受信時において POP3 プロトコル 
■電子メールのサブジェクトは、BPID 機
関名（=CINT）と情報区分コードで構成 
【 例 】 CINT0301 ： 購 買 見 積 依 頼 
CINT0302：購買見積回答 

セキュリティ

方式 

 

■セキュリティ方式は S/MIME に準拠 
ダイジェスト・アルゴリズムは SHA-1 ま
たは SHA-2 
ダイジェスト暗号アルゴリズムは RSA、
鍵長は 1024 bit または 2048bit 
鍵暗号アルゴリズムは RSA、鍵長は 1024 
bit または 2048bit 
コンテント暗号アルゴリズムは DES、鍵
長は 56 bit 
・証明書は X.509 Version3、データの取
り出し、取り込み形式は PKCS#7 

技術データ ■圧縮・解凍方式 
・Windows 上の自己解凍方式 
・ZIP 方式による圧縮 
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＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 16、p.31＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

(3) 技術データの送信方法 

CI-NET LiteS では、CI-NET形式データ以外のデータ（以下「技術データ 」

という。）を電子メールに格納して送信する場合、圧縮して送信する。 

この場合、以下の通りとする。 

 ①圧縮方式は、WindowsOS上で自己解凍可能なものとする。 

・・・ 

⑥ 圧縮された技術データは、自己解凍後のファイルの状態においてフ

ォルダをもつディレクトリ構造となってはならない。  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

図 A- 1 技術データの送信方法 

 

変

更

後 

＜本文＞  

(3) 技術データの送信方法 

CI-NET LiteS では、CI-NET形式データ以外のデータ（以下「技術データ 」

という。）を電子メールに格納して送信する場合、圧縮して送信する。 

この場合、以下の通りとする。 

圧縮方式は、WindowsOS上で自己解凍可能なものまたは ZIP 方式による圧縮とす

る。 

・・・ 

⑥ 圧縮された技術データは、自己解凍後のファイルの状態においてフ

ォルダをもつディレクトリ構造となってはならない。 

 

 

 

 

 

電子メール 

技術 

データ 
圧縮 

 
圧縮された

技術データ 

技 術 デ ー タ
のファイルは
一つでも二つ
以上でもよい 

圧縮された技
術データのフ
ァ イ ル は 一
つ、自己解凍
型 

格納 

メッセージ 

 圧縮された

技術データ 

格納は「A.情報
伝達規約 3.電
子メールへのデ
ータ格納方法」
を参照 

 

送信 解凍 
技術 

データ 

自己解凍後、技

術データのファイ

ルはフォルダを

持たないこと（下

図参照） 
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図 A- 2 技術データの送信方法 

 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 24＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

 

データ部 

データ部は以下のパートを含む。 

 

表 A- 1 データ部のマルチパート構成 

 形式(a) 

CI-NET 形式デ

ータのみ 

形式(b) 

CI-NET 形式デー

タ 

+圧縮された技術

データ 

形式(c) 

コメント 

+圧縮された技術デ

ータ 

データ部 

MIME ヘッダ 

必須 必須 必須 

第 1 パート 必須 

CI-NET 形式デ

ータを Base64

エンコードした

データ 

必須 

CI-NET 形式デー

タを Base64 エン

コードしたデータ 

必須 

コメントを Base64

エンコードしたデー

タ 

第 2 パート 無し 必須 

圧縮された技術デ

ータを Base64 エ

ンコードしたデー

タ 

必須 

圧縮された技術デー

タを Base64 エンコ

ードしたデータ 

 

 

電子メール 

技術 

データ 
圧縮 

 
圧縮された

技術データ 

技 術 デ ー タ
のファイルは
一つでも二つ
以上でもよい 

圧縮された技
術データのフ
ァ イ ル は 一
つ、自己解凍
型または ZIP
方式による圧
縮 

格納 

メッセージ 

 圧縮された

技術データ 

格納は「A.情報
伝達規約 3.電
子メールへのデ
ータ格納方法」
を参照 

 

送信 解凍 

技術 

データ 

自己解凍後、技

術データのファイ

ルはフォルダを持

たないこと（下図

参照） 
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(データ部 MIME ヘッダ 

データ部 MIME ヘッダの内容は以下の通り。 

Content-Type: multipart/mixed; boundary="--------boundary2" 

図 A- 3 データ部 MIME ヘッダの内容 

boundary に使用する文字列は送信側の任意。 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 

 

第 1 パート、第 2 パート 

両パートの MIME ヘッダは以下の通り。 

Content-Type: application/octet-stream 

Content-Transfer-Encoding: base64 

図 A- 4 両パートの MIME ヘッダ 

application type は octet-stream とする。 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 

両パートの内容は、それぞれ前表に示した通り。 

 

署名部 

署名部の MIME ヘッダは以下の通り。 

Content-Type: application/x-pkcs7-signature; name = 

"smime.p7s" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

図 A- 5 署名部の MIME ヘッダ 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 

本パートの内容は、以下の情報を ASN.1 形式でカプセル化したデータを

Base64 エンコードしたもの。 

署名データ 

  (a-1)送信者の電子証明書の発行者名とシリアル番号 

  (a-2)上記「(2)データ部」の情報に対する電子署名 

送信者の電子証明書 
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変

更

後 

＜本文＞  

 

データ部 

データ部は以下のパートを含む。 

 

表 A- 2 データ部のマルチパート構成 

 形式(a) 

CI-NET 形式デ

ータのみ 

形式(b) 

CI-NET 形式デー

タ 

+圧縮された技術

データ 

形式(c) 

コメント 

+圧縮された技術デ

ータ 

データ部 

MIME ヘッダ 

必須 必須 必須 

第 1 パート 必須 

CI-NET 形式デ

ータを Base64

エンコードした

データ 

必須 

CI-NET 形式デー

タを Base64 エン

コードしたデータ 

必須 

コメントを Base64

エンコードしたデー

タ 

第 2 パート 無し 必須 

圧縮された技術デ

ータを Base64 エ

ンコードしたデー

タ 

必須 

圧縮された技術デー

タを Base64 エンコ

ードしたデータ 

 

(データ部 MIME ヘッダ 

データ部 MIME ヘッダの内容は以下の通り。 

Content-Type: multipart/mixed; boundary="--------boundary2" 

図 A- 6 データ部 MIME ヘッダの内容 

boundary に使用する文字列は送信側の任意。 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 
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第 1 パート、第 2 パート 

両パート第 1 パートの MIME ヘッダは以下の通り。 

Content-Type: application/octet-stream 

Content-Transfer-Encoding: base64 

図 A- 7 両パート第 1 パートの MIME ヘッダ 

application type は octet-stream とする。 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 

両パートの内容は、それぞれ前表に示した通り。 

 

第 2 パート 

第 2 パートの圧縮された技術データのファイル形式には、自己解凍可能なも

のと ZIP 方式による圧縮の 2 通りがある。これらを識別するため、第 2 パー

トの MIME ヘッダの Content-Type において、ファイル形式を明記する必要

がある。 

ZIP 方式による圧縮ファイルの場合は、application type は”zip”とする。 

 

Content-Type: application/zip; name="tmp.zip " 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="tmp.zip" 

図 A- 8 第 2 パートの MIME ヘッダ（技術データが ZIP 方式による圧縮ファイ

ルの場合） 

application type にて“zip”以外が指定された場合は、自己解凍可能なファイ

ルと認識される。 

Content-Type: application/octet-stream; name="tmp.exe " 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="tmp.exe" 

図 A- 9 第 2 パートの MIME ヘッダ（技術データが自己解凍可能なファイル形

式による圧縮ファイルの場合） 
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署名部 

署名部の MIME ヘッダは以下の通り。 

Content-Type: application/x-pkcs7-signature; name = 

"smime.p7s" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

図 A- 10 署名部の MIME ヘッダ 

上記以外の記述が存在する場合は、受信側では無視する。 

本パートの内容は、以下の情報を ASN.1 形式でカプセル化したデータを

Base64 エンコードしたもの。 

署名データ 

  (a-1)送信者の電子証明書の発行者名とシリアル番号 

  (a-2)上記「(2)データ部」の情報に対する電子署名 

送信者の電子証明書 
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＜CI-NET LiteS実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 26＞ 

変更前 ＜本文＞  

以下に、暗号化データ部の記述例（平文状態のもの）を示す。 

Content-Type:multipart/signed; boundary="--------boundary1” 

   micalg=sha1; protocol=application/x-pkcs7-signature 
 

This is a S/MIME clear-signed data.  

--------boundary1 

Content-Type: multipart/mixed; boundary="--------boundary2" 
 

This is a multi-part message in MIME format. 

--------boundary2 

Content-Type: application/octet-stream; name="cint0302.cii" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="cint0302.cii" 

 

 

 

 

--------boundary2 

Content-Type: application/octet-stream; name="tmp.exe " 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="tmp.exe" 

 

 

 

--------boundary2 

--------boundary1 

Content-Type:application/x-pkcs7-signature; name="smime.p7s" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s" 

 

 

 

--------boundary1 

図 A- 11 暗号化データ部の記述例（平文状態のもの） 
 

第 1 パート 
 CI-NET 形式データの Base64 エンコード 

（形式(b)の場合） 

第 2 パート 
 圧縮された技術データの Base64 エンコード 

（形式(b)の場合） 

署名データ+電子証明書の ASN.1 形式の 
Base64 エンコード 

暗号化データ 

MIME ヘッダ 

データ部 

署名部 
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変更後 ＜本文＞  

以下に、暗号化データ部の記述例（平文状態のもの）を示す。 

Content-Type:multipart/signed; boundary="--------boundary1” 

   micalg=sha1; protocol=applicatio n/x-pkcs7-signature 
 

This is a S/MIME clear-signed data.  

--------boundary1 

Content-Type: multipart/mixed; boundary="--------boundary2" 
 

This is a multi-part message in MIME format. 

--------boundary2 

Content-Type: application/octet-stream; name="cint0302.cii" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="cint0302.cii" 

 

 

 

 

--------boundary2 

Content-Type: application/zip ; name="tmp.zip" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="tmp. zip " 

 

 

 

 

--------boundary2 

--------boundary1 

Content-Type:application/x-pkcs7-signature; name="smime.p7s" 

Content-Transfer-Encoding: base64 

Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s" 

 

 

 

--------boundary1 

図 A- 12 暗号化データ部の記述例（平文状態のもの） 
 

第 1 パート 
 CI-NET 形式データの Base64 エンコード 

（形式(b)の場合） 

第 2 パート 
 圧縮された技術データの Base64 エンコード 

（形式(b)の場合） 

署名データ+電子証明書の ASN.1 形式の 
Base64 エンコード 

暗号化データ 

MIME ヘッダ 

データ部 

署名部 



 

285 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

自己解凍形式の場合、送信先にて解凍ソフトが不要であるというメリットの反面、技術データ

の容量が大きくなるというデメリットが生じる。このため、技術データの保存時の容量を軽量

化したいとのユーザからの要望を受けて、自己解凍形式以外の圧縮・解凍形式も追加する

こととした。 

なお、自己解凍形式以外の圧縮・解凍形式として選定した「ZIP 方式による圧縮」は、

現時点で世界的に最も普及している圧縮・解凍方式である。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

受信者側にて ZIP 方式による圧縮ファイルの解凍ソフトを設定しておく必要がある

ため、十分な周知が必要である。なお、ZIP 方式の圧縮・解凍ソフトは、フリーウェ

アとして入手が可能である。 
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(c) CR 管理 No.L-2016-003 バージョン命名ルール 

（№ L-2016-003） 

          CI-NET LiteS 実装規約改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2016 年 9 月 13 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名 改訂対象： 

企業識別コード       
Ver. 2 . １ ad. 8 

部 署 名 標準委員会／LiteS規約 WG 事務局処理記入欄 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 LiteS実装規約の改訂手続き 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

CI-NET LiteS実装規約の改訂手続きについて、以下のとおり改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

CI-NET LiteS実装規約の改訂手続き（新設） 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. i＞ 

変更前 ＜本文＞  

目次 

CI-NET LiteS 実装規約について 

1. CI-NET LiteS実装規約の位置づけ 

2. CI-NET LiteS実装規約の概要 

3. CI-NET LiteS実装規約の対象業務とメッセージ  

4. 企業識別コードと標準企業コード  
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変更後 ＜本文＞  

目次 

CI-NET LiteS 実装規約について 

1. CI-NET LiteS実装規約の位置づけ 

2. CI-NET LiteS実装規約の概要 

3. CI-NET LiteS実装規約の対象業務とメッセージ  

4. 企業識別コードと標準企業コード  

5. CI-NET LiteS実装規約の改訂手続き 

 

 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 9＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

（記載なし） 

 

変

更

後 

＜本文＞  

5. CI-NET LiteS 実装規約の改訂手続き 

 

(1) CI-NET LiteS 実装規約のバージョン番号体系 

CI-NET LiteS 実装規約のバージョン番号体系は、以下の 3桁とする。 

 

  CI-NET LiteS 実装規約 Ver. □.□ad.□ 

 

表 1 に記載する「改訂内容」に該当する改訂が行われた場合に、「バージョン番号体系」に

記載される桁の番号がインクリメントされる。 

 

表 1  CI-NET LiteS実装規約のバージョンアップの定義 

バージョンア

ップのパター

ン 

改訂内容 
バージョン番号体

系 

(A) 取引基本規約、業務運用規約、情報表現規約、

情報伝達規約のいずれかに大きな変更が生

じた場合 

（例：CII から EDIFACT や ebXML に変更

された場合等。ただし、今回の ebMS の導入

は例外とする。） 

１桁目 

(Ver.■.□ad.□) 
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(B) 対象業務あるいはメッセージが拡大した場

合 

または 

旧バージョンとの並行運用において、バージ

ョンの識別が必要な変更が生じた場合 

2 桁目 

(Ver.□.■ad.□) 

(C) 上記に該当しない変更が生じた場合 3 桁目 

(Ver.□.□ad.■) 

 

 表 1 の改訂内容をより具体的に示すため、表 2 には、改訂対象別に、表 1 の「バージョ

ンアップのパターン」のいずれに該当するかを整理している。 

 

表 2 バージョンアップの要件 

 

改訂対象 バー

ジョ

ンア

ップ

の 

パタ

ーン 

備考 
業務 

メ ッ セ

ージ 

データ

項目 
コード 

運用 

ル ー

ル 

① ○     (C)  

② ●     (C)  

③  ○    (B)  

④  ●    (B) ⑤または⑥に該当する。 

⑤   ○   (B)  

⑥   ●   (B)  

⑦    ○  (C)  

⑧    ●  (C) 

ま た

は(B) 

コードの変更により、シ

ステム処理に変更が生じ

る場合は(B) 

⑨     ○ (C)  

⑩     ● (C)  

凡例：○は新規追加、●は既存の定義に変更があった場合を指す。 

 

(2) メッセージのサブセット番号体系 

メッセージのサブセット番号体系は、以下の 4桁とする。 
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  サブセット Ver□□.□□ 

 

表 3 に記載する「改訂内容」に該当する改訂が行われた場合に、「バージョン番号体系」に

記載される桁の番号がインクリメントされる。 

 

表 3 サブセットのバージョンアップの定義 

バージョンア

ップのパター

ン 

改訂内容 
バージョン番

号体系 

(A) 取引基本規約、業務運用規約、情報表現規約、情

報伝達規約のいずれかに大きな変更が生じた場合 

（例：CII から EDIFACT や ebXML に変更され

た場合等。ただし、今回の ebMS の導入は例外と

する。） 

Ver.■■.□□ 

(B) （A）以外で、旧バージョンとの並行運用におい

て、バージョンの識別が必要な変更が生じた場合。 

Ver.□□.■■ 

 

 表 3 の改訂内容をより具体的に示すため、表 4 には、改訂対象別に、表 3 の「バージョ

ンアップのパターン」のいずれに該当するかを整理している。 

 

表 4 バージョンアップの要件 

 改訂対象 バージョ

ンアップ

の 

パターン 

備考 メッセ

ージ 

データ

項目 

コー

ド 

① ○   (B)  

② ●   (B)  

③  ○  (B)  

④  ●  (B)  

⑤   ○ 変更なし  

⑥   ● 変更なし 

または(B) 

コードの変更により、システム処理

に変更が生じる場合は(B) 

凡例：○は新規追加、●は既存の定義に変更があった場合を指す。 

 

(3)BPID（Business Protocol ID）のセット方法 

BPID の番号体系は、以下の 8桁（上 6 桁は「CINTLT」に固定。）とする。 
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  CINTLT□□ 

 

表 3 に記載する「改訂内容」に該当する改訂が行われた場合に、「バージョン番号体系」に

記載される桁の番号がインクリメントされる。 

 

表 5 BPID のバージョンアップの定義 

BPID の

構成 
Byte 数 例示 例示の説明 

機関 文字 4byte CINT CI-NET は「CINT」をセットする。 

サブ機関 文字 2byte LT CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.5 では

「01」と定義されるが、CI-NET LiteS 実装規約

Ver2.1 において「LT」に改訂された。 

版 文字 2byte 20 「表 1  CI-NET LiteS 実装規約のバージョン

アップの定義」のバージョンアップパターン(A)

（1 桁）および同(B)（1 桁）の計 2 桁をセットす

る。 

例：CI-NET LiteS 実装規約 Ver2.1 の場合は、

「21」が設定される。 

 

(4) 申請手続き 

 

申請手順 

標準 BP のバージョン改訂案は、標準 BPWG が作成する。 

LiteS 実装規約のバージョン改訂案は、LiteS 規約 WG が作成する。 

承認に係る申請様式は、標準 BPWG、LiteS 規約 WG ともに、チェンジリクエストおよび

チェックリストを使用する。 

LiteS 実装規約のチェンジリクエストには、改訂対象となるバージョン名を明記する。 

標準委員会ではチェンジリクエストおよびチェックリストにより、標準 BPWG または

LiteS 規約 WG のバージョン改定案の適正性を評価の上、承認を行う。 

 

公表期間 

標準委員会にて標準 BPWG または LiteS 規約 WG のバージョン改訂案が承認された後、

改訂内容の周知および改訂対応準備を目的として、公表期間を設ける。 

公表期間は、標準委員会にてバージョン改訂案が承認された時点から 1 年間を基本とする

が、改訂内容等に応じて個別に設定可能とする。 
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図 23 LiteS 実装規約改訂とチェンジリクエストの運用イメージ 

 

公表方法 

年次報告書への掲載 

CI-NET ホームページに掲載する。 

 

 

 

◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

バージョン番号の管理方法が明記されていなかったことから、バージョン番号の管理方法を明記するため

の改訂を行うこととした。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

バージョン番号の識別方法については、広く周知を図る必要があることから、CI-NET のホームページ等

において、改訂時の通知等が適切に行われるよう、配慮する必要がある。 

 

チェンジリクエスト 
（例：メッセージの新

設） 

チェンジリクエスト 
（例：既存メッセージの
データ項目追加） 

LiteS実装規約の更
新 

（例：Ver.2.1 ad.8） 
LiteS実装規約の更新 
（例：Ver.2.2 ad.1） 

チェンジリクエスト 
（例：伝達規約の改訂） 

LiteS 実装規約の更新 
（例：Ver.3.0 ad.1） 

CR 公表 （例：1年間） 
CR 公表 （例：2年間） 

CR 公表 （例：3年間） 

（注）CR 公表期間は 1年間を基本とするが、改訂内容等に

応じて個別に設定する。 
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(d) CR 管理 No.L-2016-006 メッセージのキー項目 

（№ L-2016-006） 

          CI-NET LiteS 実装規約改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2017 年 2 月 2 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名 改訂対象： 

企業識別コード       
Ver. 2 . １ ad. 8 

部 署 名 事務局処理記入欄 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 確定注文を見積依頼と紐づけるデータ項目の明記 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

確定注文を見積依頼と紐づけるデータ項目を明示するため、注文メッセージのキー項目について、以下

のとおり改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

「Ⅴ. 購買見積メッセージ」の「2.1. メッセージのキー項目」、「Ⅵ. 注文メッセージ」の「2.1. メッセージの

キー項目」、「Ⅶ．出来高・請求・立替金・契約打切メッセージ」の「4.1. メッセージのキー項目」 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 255～＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

Ⅴ. 購買見積メッセージ 

・・・ 
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2.1. メッセージのキー項目 

 取引当事者が送信、受信したメッセージ1を特定するために、以下の各レベルをメッセー

ジ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデータ項目を説

明する。 

－取引 

－帳票種類 

－同一帳票を複数回送信した場合の識別 

 

取引を特定するデータ項目 

 

 購買見積依頼・回答、見積不採用通知メッセージにおいて、取引を特定するデータ項目

は次表の通り。これらのデータ項目により、 

・どの発注者の ：[4]発注者コード 

・どの工事物件における ：[1006]工事コード 

・どの工事の見積を ：[1007]帳票 No.あるいは[1009]参照帳票 No. 

・誰に依頼したものか ：[5]受注者コード 

を表す。 

表 B.Ⅴ- 3 取引を特定するデータ項目 

メッセージ 取引を特定するデータ項目 データ項目の内容 

購買見積依頼 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する見積

依頼番号を記載する。 

購買見積回答 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番する

見積依頼番号を記載する。この値は、対応する

購買見積依頼メッセージの[1007]帳票No.の値

と同一である（次図参照）。 

見積不採用通知 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番する

見積依頼番号を記載する。この値は、対応する

購買見積依頼メッセージの[1007]帳票No.の値

と同一である。 

                                                
1 メッセージ： 「Ⅴ. 購買見積メッセージ」は購買見積業務（購買見積依頼・回答・見
積不採用通知）の内容を規定するものである。したがって、購買見積業務以外の注文、
出来高、請求業務のメッセージについて言及している箇所は購買見積業務のメッセー
ジを説明する際の参考として記載したものであり、注文業務については「Ⅵ． 注文メ
ッセージ」、出来高・請求業務については「Ⅶ． 出来高・請求・立替金・契約打切メ
ッセージ」を参照のこと。 
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確定注文 

 

[4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[5]受注者コード 

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する注文

番号を記載する。 

・注文番号枝番は、追加工事等で必要な場合の

み記載する。 

 

 

図 B.Ⅴ- 1 [1007]帳票 No.と[1009]参照帳票 No.による取引の特定 

【注意事項】 

 同一取引に係わるメッセージ間のリンクをとるためには、[4]発注者コード、[1006]工事

コードおよび[5]受注者コードは、同一取引の購買見積依頼から請求に至るメッセージ間に

おいて同一の値とする。 

【補足】[1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.、[1301]参照帳票 No.2、[1008]帳票年月日、[1010]参

照帳票年月日の運用ルール 

表 B.Ⅴ- 4 帳票 No.、参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ 

 [1007] 

帳票 No. 

[1008] 

帳票年月日 

[1009] 

参照帳票 

No. 

[1010] 

参照帳票 

年月日 

[1300] 

注文番号 

枝番 

[1301] 

参照帳票 

No.2 

        

購買見積依頼 

 
*見積依頼 

番号 

見積を依頼

した 

年月日 

見積番号 － － － 

購買見積回答 

 

見積番号 

見積を回答

した 

年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼 

した 

年月日 

－ － 

見積不採用通知 

 
不採用 

通知番号 

不採用を通

知した 

年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼

した 

年月日 

－ － 

確定注文 
 

*注文番号 
注文した 

年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

注文請け 
 

請書番号 
注文を請けた 

年月日 
*注文番号 

注文した 

年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

*：取引を特定するキー項目 

【注】太枠       は､受注者が発番する番号､年月日｡それ以外は発注者が発番する番号､

年月日｡ 

[1006]工事コード=AAA：　○○ビル新築工事
[1007]帳票No.=BBB：　仮設工事

　...いずれも発注側の管理項目...

購買見積依頼

[1006]工事コード=AAA：
[1009]参照帳票No.=BBB：
　...上記2項目は発注側の管理項目
[1007]帳票No.=ZZZ：　見積番号
　...この項目は受注側の管理項目

購買見積回答
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【注意事項】購買見積依頼メッセージの[1009]参照帳票 No. 

 購買見積依頼メッセージの[1009]参照帳票 No.は、受注者から受信した購買見積回答メッ

セージにもとづき、発注者が再度の購買見積依頼メッセージを作成、送信する際、元にな

る購買見積回答メッセージを特定するために使用する。 

 

(2) 同一取引において帳票種類を特定するデータ項目 

  

変

更

後 

＜本文＞  

Ⅴ. 購買見積メッセージ 

・・・ 

2.1. メッセージのキー項目 

 取引当事者が送信、受信したメッセージ2を特定するために、以下の各レベルをメッセー

ジ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデータ項目を説

明する。 

－取引 

－帳票種類 

－同一帳票を複数回送信した場合の識別 

 

(1) 取引を特定するデータ項目 

 

 購買見積依頼・回答、見積不採用通知メッセージにおいて、取引を特定するデータ項目

は次表の通り。これらのデータ項目により、 

・どの発注者の ：[4]発注者コード 

・どの工事物件における ：[1006]工事コード 

・どの工事の見積を ：[1007]帳票 No.あるいは[1009]参照帳票 No. 

・誰に依頼したものか ：[5]受注者コード 

を表す。 

 

 

 

 

                                                
2 メッセージ： 「Ⅴ. 購買見積メッセージ」は購買見積業務（購買見積依頼・回答・見
積不採用通知）の内容を規定するものである。したがって、購買見積業務以外の注文、
出来高、請求業務のメッセージについて言及している箇所は購買見積業務のメッセー
ジを説明する際の参考として記載したものであり、注文業務については「Ⅵ． 注文メ
ッセージ」、出来高・請求業務については「Ⅶ． 出来高・請求・立替金・契約打切メ
ッセージ」を参照のこと。 
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表 B.Ⅴ- 5 取引を特定するデータ項目 

メッセージ 取引を特定するデータ項目 データ項目の内容 

購買見積依頼 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する見積

依頼番号を記載する。 

購買見積回答 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番する

見積依頼番号を記載する。この値は、対応する

購買見積依頼メッセージの[1007]帳票No.の値

と同一である（次図参照）。 

見積不採用通知 [4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No. 

[5]受注者コード 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番する

見積依頼番号を記載する。この値は、対応する

購買見積依頼メッセージの[1007]帳票No.の値

と同一である。 

確定注文 

 

[4]発注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[5]受注者コード 

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する注文

番号を記載する。 

・注文番号枝番は、追加工事等で必要な場合の

み記載する。 

 

図 B.Ⅴ- 2 [1007]帳票 No.と[1009]参照帳票 No.による取引の特定 

【注意事項】 

 同一取引に係わるメッセージ間のリンクをとるためには、[4]発注者コード、[1006]工事

コードおよび[5]受注者コードは、同一取引の購買見積依頼から請求に至るメッセージ間に

おいて同一の値とする。 

【補足】[1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.、[1301]参照帳票 No.2、[1008]帳票年月日、[1010]参

照帳票年月日の運用ルール 

 

[1006]工事コード=AAA：　○○ビル新築工事
[1007]帳票No.=BBB：　仮設工事

　...いずれも発注側の管理項目...

購買見積依頼

[1006]工事コード=AAA：
[1009]参照帳票No.=BBB：
　...上記2項目は発注側の管理項目
[1007]帳票No.=ZZZ：　見積番号
　...この項目は受注側の管理項目

購買見積回答
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表 B.Ⅴ- 6 帳票 No.、参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ 

 [1007] 

帳票 No. 

[1008] 

帳票年月日 

[1009] 

参照帳票 

No. 

[1010] 

参照帳票 

年月日 

[1300] 

注文番号 

枝番 

[1301] 

参照帳票 

No.2 

        

購買見積依頼 

 
*見積依頼 

番号 

見積を依頼

した 

年月日 

見積番号 － － － 

購買見積回答 

 

見積番号 

見積を回答

した 

年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼 

した 

年月日 

－ － 

見積不採用通知 

 
不採用 

通知番号 

不採用を通

知した 

年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼

した 

年月日 

－ － 

確定注文 
 

*注文番号 
注文した 

年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

注文請け 
 

請書番号 
注文を請けた 

年月日 
*注文番号 

注文した 

年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

*：取引を特定するキー項目 

【注】太枠       は､受注者が発番する番号､年月日｡それ以外は発注者が発番する番号､

年月日｡ 

 

【注意事項】購買見積依頼メッセージの[1009]参照帳票 No. 

 購買見積依頼メッセージの[1009]参照帳票 No.は、受注者から受信した購買見積回答メッ

セージにもとづき、発注者が再度の購買見積依頼メッセージを作成、送信する際、元にな

る購買見積回答メッセージを特定するために使用する。 

 

 

(2)確定注文を見積依頼と紐づけるデータ項目 
 

確定注文メッセージを見積依頼（メッセージまたは書面）と紐づける必要があるため、確

定注文メッセージにおいて、[4]発注者コード＋[1006]工事コード＋見積依頼番号（[1301]

参照帳票 No.2）で一意に特定できるようにしなければならない。 

 

(2) (3) 同一取引において帳票種類を特定するデータ項目 
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＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 255～＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

Ⅵ. 注文メッセージ 

・・・ 

2.1. メッセージのキー項目 

 発注者、受注者が送信、受信したメッセージを特定するために、以下の各レベルをメッ

セージ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデータ項目

を説明する。 

－取引（注文契約） 

－帳票種類 

－同一帳票を複数回送信した場合の識別 

 

取引を特定するデータ項目 

 取引関係を特定するデータ項目は下表の通り。 

 これらのデータ項目により、 

・どの発注者の： [4]発注者コード 
・どの物件における： [1006]工事コード 
・どの工事を： [1007]帳票 No. + [1300]注文番号枝番 
 あるいは 
 [1009]参照帳票 No. + [1300]注文番号枝番 
・誰に発注したものか： [5]受注者コード 

を表す。 
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表 B.Ⅵ- 1 取引を特定するデータ項目 

メッセージ、機能 
取引を特定する 

データ項目 
データ項目の内容 

確定注文 [4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する個別の

注文契約の管理番号（注文番号）を記載する。 

・注文番号枝番は、追加工事等で必要な場合の

み記載する。 

注文請け [4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番して受

注者に通知した注文番号を記載する。この値は、

対応する確定注文メッセージの[1007]帳票 No.

の値と同一である（次図参照）。 

合意解除申込 

合意打切申込 

鑑項目合意変更申込 

一方的解除通知 

一方的打切通知 

[4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、対応する確定注文メッセ

ージに記載された注文番号を記載する。 

合意解除承諾 

合意打切承諾 

鑑項目合意変更承諾 

[4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番して受

注者に通知した注文番号を記載する。この値は、

対応する契約変更申込メッセージの[1007]帳票

No.の値と同一である。 

 

【注意事項】 

 購買見積業務から継続して注文業務を行う場合には、見積に係わるデータと注文に係わ

るデータとのリンクをとるため、[4]発注者コード、[5]受注者コード、[1006]工事コードは

購買見積依頼および購買見積回答メッセージと同一の値としなければならない。 

 

図 B.Ⅵ- 1  [1007]帳票 No.と[1009]参照帳票 No.による取引の特定 

[1006]工事コード=AAA：　□□病院工事
[1007]帳票No.=BBB：　タイル工事

　...いずれも発注側の管理項目...

確定注文

[1006]工事コード=AAA：
[1009]参照帳票No.=BBB：
　...上記2項目は発注側の管理項目
[1007]帳票No.=ZZZ：　請書番号
　...この項目は受注側の管理項目

注文請け
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表 B.Ⅵ- 2  [1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ  
[1007] 

帳票 No. 

[1008] 

帳票 

年月日 

[1009] 

参照帳票

No. 

[1010] 

参照帳票 

年月日 

[1300] 

注文番号 

枝番 

[1301] 

参照帳票

No.2 

        

確定注文  
*注文 

番号 

注文した 

年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

注文請け  請書番号 
注文を請け

た年月日 

*注文 

番号 

注文した 

年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

鑑項目 

合意変更申込 
 

*注文 

番号 

変更を申込

んだ年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

鑑項目 

合意変更承諾 
 

変更 

承諾番号 

変更を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

変更を申込

んだ年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

合意解除申込  
*注文 

番号 

解除を申込

んだ年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

合意解除承諾  
解除 

承諾番号 

解除を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

解除を申込

んだ年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

一方的解除通知

(発注者発行) 
 

*注文 

番号 

解除を通知

した年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

一方的解除通知

(受注者発行) 
 

*注文 

番号 

解除を通知

した年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

合意打切申込  
*注文 

番号 

打切を申込

んだ年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

合意打切承諾  
打切 

承諾番号 

打切を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

打切を申込

んだ年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

一方的打切通知

(発注者発行) 
 

*注文 

番号 

打切を通知

した年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

一方的打切通知

(受注者発行) 
 

*注文 

番号 

打切を通知

した年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

 

【注】「*」は取引を特定するキー項目。 

【注】太枠   は､受注者が発番する番号､年月日｡それ以外は発注者が発番する番号､年

月日｡ 

 

(2) 同一取引における帳票種類（注文書または請書等）を区分するデータ項目 

 

変

更

後 

＜本文＞  

Ⅵ. 注文メッセージ 

・・・ 

メッセージのキー項目 

 発注者、受注者が送信、受信したメッセージを特定するために、以下の各レベルをメッ

セージ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデータ項目

を説明する。 

－取引（注文契約） 

－帳票種類 
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－同一帳票を複数回送信した場合の識別 

 

取引を特定するデータ項目 

 取引関係を特定するデータ項目は下表の通り。 

 これらのデータ項目により、 

・どの発注者の： [4]発注者コード 
・どの物件における： [1006]工事コード 
・どの工事を： [1007]帳票 No. + [1300]注文番号枝番 
 あるいは 
 [1009]参照帳票 No. + [1300]注文番号枝番 
・誰に発注したものか： [5]受注者コード 

を表す。 

表 B.Ⅵ- 3 取引を特定するデータ項目 

メッセージ、機能 
取引を特定する 

データ項目 
データ項目の内容 

確定注文 [4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No. 

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、発注者が採番する個別の

注文契約の管理番号（注文番号）を記載する。 

・注文番号枝番は、追加工事等で必要な場合の

み記載する。 

注文請け [4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番して受

注者に通知した注文番号を記載する。この値は、

対応する確定注文メッセージの[1007]帳票 No.

の値と同一である（次図参照）。 

合意解除申込 

合意打切申込 

鑑項目合意変更申込 

一方的解除通知 

一方的打切通知 

[4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1007]帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1007]帳票 No.には、対応する確定注文メッセ

ージに記載された注文番号を記載する。 

合意解除承諾 

合意打切承諾 

鑑項目合意変更承諾 

[4]発注者コード 

[5]受注者コード 

[1006]工事コード 

[1009]参照帳票 No.  

[1300]注文番号枝番 

・[1009]参照帳票 No.には、発注者が採番して受

注者に通知した注文番号を記載する。この値は、

対応する契約変更申込メッセージの[1007]帳票

No.の値と同一である。 
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【注意事項】 

 購買見積業務から継続して注文業務を行う場合には、見積に係わるデータと注文に係わ

るデータとのリンクをとるため、[4]発注者コード、[5]受注者コード、[1006]工事コードは

購買見積依頼および購買見積回答メッセージと同一の値としなければならない。 

 

図 B.Ⅵ- 2  [1007]帳票 No.と[1009]参照帳票 No.による取引の特定 

表 B.Ⅵ- 4  [1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ  
[1007] 

帳票 No. 

[1008] 

帳票 

年月日 

[1009] 

参照帳票 No. 

[1010] 

参照帳票 

年月日 

[1300] 

注文番号 

枝番 

[1301] 

参照帳票

No.2 

        

確定注文  
*注文 

番号 

注文した 

年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

注文請け  請書番号 
注文を請けた

年月日 

*注文 

番号 

注文した 

年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

鑑項目 

合意変更申込 
 

*注文 

番号 

変更を申込ん

だ年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

鑑項目 

合意変更承諾 
 

変更 

承諾番号 

変更を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

変更を申込ん

だ年月日 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意解除申込  
*注文 

番号 

解除を申込ん

だ年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意解除承諾  
解除 

承諾番号 

解除を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

解除を申込ん

だ年月日 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

一方的解除通知(発

注者発行) 
 

*注文 

番号 

解除を通知し

た年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

一方的解除通知(受

注者発行) 
 

*注文 

番号 

解除を通知し

た年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意打切申込  
*注文 

番号 

打切を申込ん

だ年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意打切承諾  
打切 

承諾番号 

打切を承諾 

した年月日 

*注文 

番号 

打切を申込ん

だ年月日 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

一方的打切通知(発

注者発行) 
 

*注文 

番号 

打切を通知し

た年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

一方的打切通知(受

注者発行) 
 

*注文 

番号 

打切を通知し

た年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

[1006]工事コード=AAA：　□□病院工事
[1007]帳票No.=BBB：　タイル工事

　...いずれも発注側の管理項目...

確定注文

[1006]工事コード=AAA：
[1009]参照帳票No.=BBB：
　...上記2項目は発注側の管理項目
[1007]帳票No.=ZZZ：　請書番号
　...この項目は受注側の管理項目

注文請け
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【注】「*」は取引を特定するキー項目。 

【注】太枠   は､受注者が発番する番号､年月日｡それ以外は発注者が発番する番号､年

月日｡ 

 

 

(2)確定注文を見積依頼と紐づけるデータ項目 
 

確定注文メッセージを見積依頼（メッセージまたは書面）と紐づける必要があるため、確

定注文メッセージにおいて、[4]発注者コード＋[1006]工事コード＋見積依頼番号（[1301]

参照帳票 No.2）で一意に特定できるようにしなければならない。 

 

(2) (3) 同一取引における帳票種類（注文書または請書等）を区分するデータ項目 

・・・ 

 

 

＜CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 P. 337～＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

Ⅶ．出来高・請求・立替金・契約打切メッセージ 

・・・ 

4.1. メッセージのキー項目 

・・・ 

(1) 取引を特定するデータ項目 

・・・ 

表 B.Ⅶ- 1 [1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ 
 [1007] 

帳票 No. 
[1009]参照 
帳票 No. 

[1303] 
注文番号 

[1300]注文 
番号枝番 

[1301]参照 
帳票 No.2 

[1304]参照 
帳票 No.3 

         

建築 
見積 

依頼  
*見積依頼

番号 
－ － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼

番号 
－ － － － 

設備 
見積 

依頼  
*見積依頼

番号 
－ － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼

番号 
－ － － － 

購買 
見積 

依頼  
*見積依頼

番号 
見積番号 － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼

番号 
－ － － － 

不採用 
通知 

 
不採用通知 

番号 
*見積依頼

番号 
－ － － － 

注文 
確定 
注文 

 *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 
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注文 
請け 

 請書番号 *注文番号 － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

鑑項目 
合意 
変更 

申込  *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

承諾  
変更承諾 
番号 

*注文番号 － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

合意 
解除 

申込  *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

承諾  
解除承諾 
番号 

*注文番号 － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

一方的解除通知  *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

 

合意 
打切 

申込  *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

承諾  
打切承諾 
番号 

*注文番号 － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

－ 

一方的打切通知  *注文番号 － － 
*注文番号 

枝番 
見積依頼 
番号 

 

出来高 

要請  
出来高要請 

番号 
－ － － － － 

報告  
出来高報告 

番号 
出来高確認
番号 [#1] 

*注文番号 － 
見積依頼 
番号 

出来高要請 
番号 

確認  
出来高確認 

番号 
出来高報告 

番号 
*注文番号 － 

見積依頼 
番号 

出来高要請 
番号 

請求 

請求  請求番号 
出来高確認 

番号 
*注文番号 － 

出来高報告 
番号 

出来高要請 
番号 

確認  
請求確認 
番号 

*請求番号 注文番号 － － － 

立替金 

報告  
立替金報告 

番号 
立替金確認
番号 [#2] 

*注文番号 
[#3] 

－ － － 

確認  
立替金確認 

番号 
立替金報告 

番号 
*注文番号 

[#3] 
－ － － 

【注】「*」は、[4]発注者コード、[5]受注者コード、[1006]工事コードと合わせて取引を特

定するデータ項目となる。 

【注】太枠   は､受注者が発番する番号｡それ以外は発注者が発番する番号｡ 

 

変

更

後 

＜本文＞  

Ⅶ．出来高・請求・立替金・契約打切メッセージ 

・・・ 

4.1. メッセージのキー項目 

・・・ 

(1) 取引を特定するデータ項目 

・・・ 

表 B.Ⅶ- 2 [1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ 
 [1007] 

帳票 No. 

[1009]参照 

帳票 No. 

[1303] 

注文番号 

[1300]注文 

番号枝番 

[1301]参照 

帳票 No.2 

[1304]参照 

帳票 No.3 

         

建築 

見積 

依頼  
*見積依頼番

号 
－ － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼番

号 
－ － － － 
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設備 

見積 

依頼  
*見積依頼番

号 
－ － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼番

号 
－ － － － 

購買 

見積 

依頼  
*見積依頼番

号 
見積番号 － － － － 

回答  見積番号 
*見積依頼番

号 
－ － － － 

不採用 

通知 
 

不採用通知 

番号 

*見積依頼番
号 

－ － － － 

注文 

確定 

注文 
 *注文番号 － － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 
－ 

注文 

請け 
 請書番号 *注文番号 － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 
－ 

鑑項目 

合意 

変更 

申込  *注文番号 － － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

－ 

承諾  
変更承諾 

番号 
*注文番号 － 

*（当初契約

の）注文番号
枝番 

（当初契約

の）見積依頼
番号 

－ 

合意 

解除 

申込  *注文番号 － － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

－ 

承諾  
解除承諾 

番号 
*注文番号 － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

－ 

一方的解除通知  *注文番号 － － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

 

合意 

打切 

申込  *注文番号 － － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

－ 

承諾  
打切承諾 

番号 
*注文番号 － 

*（当初契約
の）注文番号

枝番 

（当初契約
の）見積依頼

番号 

－ 

一方的打切通知  *注文番号 － － 

*（当初契約

の）注文番号
枝番 

（当初契約

の）見積依頼
番号 

 

出来高 

要請  
出来高要請 

番号 
－ － － － － 

報告  
出来高報告 

番号 

出来高確認番
号 [#1] 

*注文番号 － 
見積依頼 

番号 

出来高要請 

番号 

確認  
出来高確認 

番号 

出来高報告 

番号 
*注文番号 － 

見積依頼 

番号 

出来高要請 

番号 

請求 

請求  請求番号 
出来高確認 

番号 
*注文番号 － 

出来高報告 

番号 

出来高要請 

番号 

確認  
請求確認 

番号 
*請求番号 注文番号 － － － 

立替金 

報告  
立替金報告 

番号 

立替金確認番
号 [#2] 

*注文番号 

[#3] 
－ － － 

確認  
立替金確認 

番号 

立替金報告 

番号 

*注文番号 

[#3] 
－ － － 

【注】「*」は、[4]発注者コード、[5]受注者コード、[1006]工事コードと合わせて取引を特

定するデータ項目となる。 

【注】太枠   は､受注者が発番する番号｡それ以外は発注者が発番する番号｡ 
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◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

注文業務における[1301]参照帳票 No.2 の利用に関しては、確定注文メッセージ～請求メッセージ

の各メッセージにおいて、見積依頼時に発注者が採番した「見積番号」を記載することが、CI-NET 

LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 に明記されている。しかし、CI-NET で見積業務を行わずに CI-NET

で注文業務を行うユーザにおいては、該当する「見積番号」が CI-NET 上に存在しないことから、

[1301]参照帳票 No.2 に適切な値がセットされず（例：確定注文／注文請けメッセージを複数回交

換する場合に、異なるメッセージ間で同一の[1301]参照帳票 No.2 がセットされる等）、これによる

運用上の問題（例：ASP サービスのシステム上では、[1301]参照帳票 No.2 がキーとなっている場

合があり、[1301]参照帳票 No.2 の重複はエラーとなる等）が多発した。 

このような状況を受けて、CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 の購買見積依頼／回答メッセージ

および確定注文／注文請けメッセージにおいて、”[1301]参照帳票№2”（購買見積依頼番号）に関

する注意事項を追記することが要望された。 

なお、枝番を持つ複数の注文契約において、初めの契約（原契約、元契約）を指す呼称を「発注者・

受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」（国土交通省 土地・建設産業局建設業課，平成２

３年８月）に倣い、「当初契約」とした。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

既に運用上の支障を生じていることから、購買見積依頼／回答メッセージおよび確定注文／注文請

けメッセージにおいて、”[1301]参照帳票№2”（購買見積依頼番号）を正しく設定することについ

ては、CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 の改定に加え、CI-NET ホームページの Q&A へも対応

策を掲載する等して、早急に利用者への周知を進める必要がある。 
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(e) CR 管理 No.L-2016-007  HTTP/1.1 の RFC 改訂に伴う変更 

 

（№ L-2016-007） 

CI-NET LiteS 実装規約改善要求書（CHANGE REQUEST） 

発信者記入欄 事務局記入欄 
発 信 日  2017 年 2 月 2 日 受 信 日    年   月   日 

会 社 名 改訂対象： 

企業識別コード       
Ver. 2 . １ ad. 8 

部 署 名 事務局処理記入欄 
担当者名 
          TEL: 

連 絡 先 

          FAX: 
件  名 HTTP/1.1 の RFC改訂に伴う変更 
◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求内容】 

 

HTTP/1.1のRFCに関して、2014年にRFC7230〜7239が発行され、RFC2616が廃止されたことに伴

い、「A.情報伝達規約」について、以下のとおり改訂することを要求する。 

 

(1) 改訂対象 

LiteS実装規約 Ver.2.1ad.7 p.38 表 A- 3 HTTP ヘッダの内容 

 

(2) 改訂内容 

以下のとおり変更する。 

 

＜LiteS 実装規約 P. 38＞ 

変

更

前 

＜本文＞  

1.1. HTTP ヘッダ 

 

HTTP ヘッダには以下の内容を記述する。 
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表 A- 4 HTTP ヘッダの内容 

ヘッダ要素 説明 

POST POST 先には企業間で相互に取り決めた URL を設定する。 

Content-Length HTTP 仕様に従って、HTTP ボディの長さに厳密に一致した長さ

を設定する。 

Host RFC2616 に従って設定する。 

SOAPAction "ebXML"(固定)を設定する。 

Content-type ビジネス文書がある（MIME パートの Payload に XML データ

が格納される）場合は、"multipart/related;"を設定する。その他

属性は以下の通りとする。 

boundary：メッセージ中の本体を区切るために使用する。区切

り文字は本体に現れない任意の文字列を設定する。 

type： "text/xml"(固定)を設定する。 

start :任意であるため、SOAP エンベロープの存在するパートの

Content-ID を設定する。 
 

変

更

後 

＜本文＞  

1.1. HTTP ヘッダ 

 

HTTP ヘッダには以下の内容を記述する。 

表 A- 5 HTTP ヘッダの内容 

ヘッダ要素 説明 

POST POST 先には企業間で相互に取り決めた URL を設定する。 

Content-Length HTTP 仕様に従って、HTTP ボディの長さに厳密に一致した長さ

を設定する。 

Host RFC2616 RFC7230〜7239 に従って設定する。 

SOAPAction "ebXML"(固定)を設定する。 

Content-type ビジネス文書がある（MIME パートの Payload に XML データ

が格納される）場合は、"multipart/related;"を設定する。その他

属性は以下の通りとする。 

boundary：メッセージ中の本体を区切るために使用する。区切

り文字は本体に現れない任意の文字列を設定する。 

type： "text/xml"(固定)を設定する。 

start :任意であるため、SOAP エンベロープの存在するパートの

Content-ID を設定する。 
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◎ 改善要求内容（問題点、改善案、理由について詳しくお書きください） 

 

【要求の理由】 

HTTP/1.1のRFCに関して、2014年にRFC7230〜7239が発行され、RFC2616が廃止されたことを受

けて、改訂を行う必要が生じた。 

 

【既存ユーザ等への影響】 

主にシステム開発者向けに、広く周知を図る必要がある。 
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(2) 同一の見積依頼番号を持つ確定注文情報に関する 1301]参照帳票 No.2 の対

応 

注文情報を特定するための見積依頼番号に関する注意事項 

 

---発注側企業に提示(開始)-------------------------------------------------------------------------------- 

 

CI-NET を利用した電子商取引を実施している発注企業 殿 

平成 28 年 xx 月 xx 日 

一般財団法人 建設業振興基金 

情報化評議会 

 

 

確定注文メッセージにおける 

[1301]参照帳票№2（見積依頼番号）の取扱注意（お願い） 

 

 

現在、複数の確定注文メッセージが送信された場合に、これらに対する注文請けメッセー

ジを返信できない事象が発生しています。これらの事象を防ぐため、各社にて以下のご対

応をお願いいたします。 

 

記 

 

確定注文メッセージにおける 

[1301]参照帳票№2（見積依頼番号）の取扱に係る対応方針 

 

 

問題となっている事象 

昨今、盛んになってきているスモールスタート運用3による CI-NET の導入においては、購

買見積業務は従来どおり紙媒体等の CI-NET 以外の手段で行われることから、確定注文メ

ッセージを作成する際に、”[1301]参照帳票№2”に「見積依頼番号」が適切に設定されない

可能性が生じている。一例として、発注者側より複数の確定注文メッセージにおいて”[1301]

参照帳票№2”に仮の見積依頼番号として同一の番号をセットして送信した場合に、受注者側

                                                
3 スモールスタート運用：CI-NET の導入を低コストかつ短期間で進めることに主眼を置き、

確定注文／注文請け業務のみから CI-NET の運用を始めること。なお、本来、CI-NET の導入
効果を十分に引き出すためには、見積～注文～出来高の業務を一貫して CI-NET を活用する
ことが望ましく、CI-NET LiteS 実装規約においても一貫した運用を前提として記載されてい
る。 
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にて各々の確定注文メッセージに対する注文請けメッセージを返信できなくなる事象が発

生している。 

 

（発生事象の具体例） 

発注者側が、複数の確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳票№2”に同一の仮番号等

を設定の上、注文請けメッセージの受信前に同時または短期間に複数を送信するケース 

受注者側が、①のような確定注文メッセージを、一括して作業中一覧に取込むケース 

 

（事象の発生原因） 

複数の確定注文メッセージ4において、”[1301]参照帳票 No.2”（実装規約上は「見積依頼番

号」をセットするルールとなっている）に同一の番号がセットされた場合、CI-NET 上では

見積依頼番号の同じ確定注文は同一の注文と見なされる。このため、最後に取り込んだ確

定注文メッセージに対する注文請けメッセージは作成できるが、その他の確定注文メッセ

ージに対する注文請けメッセージを作成できなくなることが原因である。 

  

                                                
4 CI-NET では、元契約の注文番号（[1007]帳票 No.）に、枝番（[1300]注文番号枝番）を設定
することで、元契約とその追加契約等を対応付けて管理することが可能となっている。本文中
の「複数の確定注文メッセージ」は、複数の元契約、あるいは、元契約とその追加契約等（以
下、枝番付き契約という。）の両方のケースを指している。 
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「CI-NET LiteS 実装規約」における規定 

CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 では、取引を特定するデータ項目として、以下のとお

り記載されている。 

 

例：P185～  
Ⅴ．購買見積メッセージ 
 
メッセージ 
 
2.1 メッセージのキー項目 
取引当事者が送信、受信したメッセージを特定するために、以下の各レベルをメッセー
ジ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデータ項目を
説明する。 
－取引 
－帳票種類 
－同一帳票を複数回送信した場合の識別 
 
取引を特定するデータ項目 
購買見積依頼・回答、見積不採用通知メッセージにおいて、取引を特定するデータ項目
は次表の通り。これらのデータ項目により、 
・どの発注者の     ：[4]発注者コード 
・どの工事物件における ：[1006]工事コード 
・どの工事の見積を    ：[1007]帳票 No.あるいは[1009]参照帳票 No. 
・誰に依頼したものか ：[5]受注者コード 
を表す。 

 

例：P256～  
Ⅵ．注文メッセージ 
2. メッセージ 
 
2.1. メッセージのキー項目 
発注者、受注者が送信、受信したメッセージを特定するために、以下の各レベルを
メッ 
セージ上に表現することが必要である。ここでは、各レベルの特定に使用するデー
タ項目 
を説明する。 
－取引（注文契約） 
－帳票種類 
－同一帳票を複数回送信した場合の識別 
 
(1) 取引を特定するデータ項目 
取引関係を特定するデータ項目は下表の通り。 
これらのデータ項目により、 
・どの発注者の： [4]発注者コード 
・どの物件における： [1006]工事コード 
・どの工事を：[1007]帳票No. + [1300]注文番号枝番 
あるいは 
[1009]参照帳票No. + [1300]注文番号枝番 
・誰に発注したものか： [5]受注者コード 
を表す。 
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以下は、(1) 取引を特定するデータ項目 について、メッセージ別に一覧化して整理したも

のである。 

 

 

【補足】[1007]帳票 No.、[1009]参照帳票 No.、[1301]参照帳票 No.2、[1008]帳票年月日、

[1010]参照帳票年月日の運用ルール 

表 B.Ⅴ- 7 帳票 No.、参照帳票 No.等の記載方法 

メッセージ 

 [1007] 

帳票 No. 

[1008] 

帳票年月
日 

[1009] 

参照帳票 

No. 

[1010] 

参照帳票 

年月日 

[1300] 

注文番号 

枝番 

[1301] 

参照帳票 

No.2 

        

購買見積依頼 
 *見積依頼 

番号 

見積を依頼し

た年月日 
見積番号 － － － 

購買見積回答 
 

見積番号 
見積を回答し

た年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼 

した年月日 
－ － 

見積不採用通知 
 不採用 

通知番号 

不採用を通知

した年月日 

*見積依頼 

番号 

見積を依頼

した年月日 
－ － 

確定注文 
 

*注文番号 
注文した 

年月日 
－ － 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

注文請け 
 

請書番号 
注文を請けた 

年月日 
*注文番号 

注文した 

年月日 

*注文番号 

枝番 

見積依頼 

番号 

鑑項目合意変更

申込 

 

*注文番号 
変更を申し込

んだ年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

鑑項目合意変更

承諾 

 
変更承認 

番号 

変更を承諾 

した年月日 
*注文番号 

変更を申し

込んだ年月

日 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意解除申込 

 

*注文番号 
解除を申し込

んだ年月日 
－ － 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

合意解除承諾 

 
解除承認番

号 

解除を承諾し

た年月日 
*注文番号 

解除を申し

込んだ年月

日 

*（当初契約

の）注文番号

枝番 

（当初契約

の）見積依頼

番号 

*：取引を特定するキー項目 

【注】太枠    は､受注者が発番する番号､年月日｡それ以外は発注者が発番する番号､年月日｡ 

 

 

CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 上は明確に規定されていないが、”[1301]参照帳票№2”

にセットされる購買見積依頼番号をもって、一連の取引であることを識別するよう運用さ

れるケースが一般的である。従って、“[1300]注文番号枝番”が異なる確定注文メッセージ

では、”[1301]参照帳票№2”に他の確定注文メッセージとは異なる見積依頼番号をセットし

なければならない。 
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一方で、CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 では、購買見積業務を従来通り書面等で行い、

注文業務以降で CI-NET を活用するスモールスタート運用を想定した”[1301]参照帳票№2”

（購買見積依頼番号）の取り扱いに関する記載が無く、スモールスタート運用の発注者で

は、これらの取り扱いにおける注意事項を把握する事ができない。 

このため、CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.8 では、購買見積依頼／回答メッセージおよ

び確定注文／注文請けメッセージにおいて、”[1301]参照帳票№2”（購買見積依頼番号）に

関する注意事項を追加記載する予定である。 

具体的には、前述の「例：P256～ 注文メッセージ」において、以下を追記する予定であ

る。 

 

 
(2)確定注文を見積依頼と紐づけるデータ項目 
確定注文メッセージを見積依頼（メッセージまたは書面）と紐づける必要があるため、
確定注文メッセージにおいて、[4]発注者コード＋[1006]工事コード＋見積依頼番号
（[1301]参照帳票 No.2）で一意に特定できるようにしなければならない。 

 

対応方針 

 

当初契約の確定注文／注文請けメッセージにおける[1301]参照帳票№2(見積依頼番号)の扱

いに関する注意 

 

確定注文／注文請けメッセージでは、”[1301]参照帳票№2”に「見積依頼番号」をセットす

る運用ルールとなっているが、スモールスタート等において”[1301]参照帳票№2”が適切に

セットされず、同一番号で複数の確定注文メッセージが送信された場合には、同一契約の

確定注文メッセージの再送として扱われるので、注意が必要である。 

CI-NET で購買見積を行っていない場合にも、”[1301]参照帳票№2”に、CI-NET 以外の手

段で受け渡した「見積依頼番号」をセットする、あるいは“[1007]帳票 No.”の「注文番号」

と同一の番号をセットする等により、複数の確定注文メッセージ（再送を除く）に対し

て、”[1301]参照帳票№2”に異なる番号を設定すること。 

 

追加契約(枝番付)の確定注文／注文請けメッセージにおける[1301]参照帳票№2(見積依頼番

号)の扱いに関する注意 

 

CI-NET では、“[1007]帳票 No.”（注文番号） + “[1300]注文番号枝番” （注文番号枝番）

の異なる確定注文メッセージは、個別の契約として扱われる。 

さらに、CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1ad.7 には明記されていないが、これらの枝番付き

確定注文／注文請けにおいて、“[1300]注文番号枝番”が異なっていても”[1301]参照帳票№

2”が同じメッセージは、同一の確定注文メッセージの再送と認識され、最後に受信した確定
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注文メッセージ以外の確定注文メッセージに対する注文請けメッセージを作成できなくな

る。このため、“[1300]注文番号枝番”および”[1301]参照帳票№2”には、枝番毎に異なる見

積依頼番号を設定する必要がある。 

CI-NET で購買見積を行っていない場合にも、”[1301]参照帳票№2”に、CI-NET 以外の手

段で受け渡した「見積依頼番号」、あるいは、「注文番号」＋「枝番号」（“[1007]帳票 No.”

＋“[1300]注文番号枝番”）をセットする等により、複数の確定注文メッセージ（再送を除

く）に対して、”[1301]参照帳票№2”に異なる番号を設定すること。 

 

なお、上記に対応するまでの過渡的な対策として、複数の確定注文メッセージの”[1301]参

照帳票№2”に同一の番号をセットして運用せざるを得ない場合は、1 件目の確定注文メッセ

ージに対する注文請けメッセージを受信した後に、2 件目の確定注文メッセージを送信する

運用を行うこと。 

 

以上 

---発注側企業に提示(終了)--------------------------------------------------------------------------------  
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CI-NET ホームページの Q&A サイトへの記載内容 

当初契約の確定注文における参照帳票№2(見積依頼番号)の扱い 

 

Q 当初契約の確定注文における参照帳票№2(見積依頼番号)の扱い  

発注者側が、短期間に複数の契約を実施した場合（注文番号の異なる複数の確定注文メ

ッセ－ジが連続して送信された場合）、受注者側が、最新の確定注文メッセージ（最後

に受信したメッセージ）に対する注文請けメッセージを返すと、それ以前の確定注文メ

ッセージに対する注文請けメッセージを返せなくなる場合がありますが、どうしたらよ

いですか。 

A 

CI-NET では、購買見積依頼／回答メッセージ～確定注文／注文請けメッセージは、対

応付けて管理されています。 

“[1007]帳票 No.”（注文番号）により一意に特定される確定注文メッセージと、この

基点となる購買見積依頼メッセージは、確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”

にセットされる「見積依頼番号」によって対応付けられます。すなわち、CI-NET では、

複数の確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳票№2”に、同一の見積依頼番号が

採番されるケ－スは想定されておりません。 

質問のケ－スでは、発注者側で、複数の確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳

票№2”に同一の見積依頼番号がセットされたため、受注者側で、これらの複数の確定

注文メッセージのうち、最後に受信した確定注文メッセージ以外の確定注文メッセージ

に対する処理を行えない状態になったと考えられます。 

対応策は、次の通りです。 

発注者は、複数の確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”に、異なる見積依頼番

号をセットする。発注者が、CI-NET で見積業務を行わずに注文業務を行う場合などに

も、複数の確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”に CI-NET 以外の手段で受け

渡した見積依頼番号をセットしてください。 

見積依頼番号を取得できない場合等で任意の“[1301]参照帳票№2”を設定するときは、

例えば、“[1007]帳票 No.”にセットされる「注文番号」と同一の番号や、作成時分秒

などの、確定注文メッセージ毎に一意となる番号をセットしてください。 

発注者が、複数の確定注文メッセージ（再送を除く）の“[1301]参照帳票№2”に同一

の見積依頼番号を採番せざるを得ないときは、確定注文メッセージを 1 件のみ送信し、

受注者から注文請けメッセージを受信した後に、次の確定注文メッセージを送信するこ

とを繰り返す必要があります。 
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枝番付確定注文における参照帳票№2(見積依頼番号)の扱い 

 

Q 枝番付確定注文における参照帳票№2(見積依頼番号)の扱い  

発注者側が、契約の追加あるいは変更を短期間で複数回実施した場合（異なる枝番が採番

された複数の確定注文メッセ－ジが連続して送信された場合）、受注者側が、最新の確定注

文メッセージ（最後に受信したメッセージ）に対する注文請けメッセージを返すと、それ

以前の枝番付き確定注文メッセージに対する注文請けメッセージを返せなくなる場合があ

りますが、どうしたらよいですか。 

A 

CI-NET では、購買見積依頼／回答メッセージ～確定注文／注文請けメッセージは、対応付

けて管理されています。 

“[1007]帳票 No.”（注文番号） + “[1300]注文番号枝番” （注文番号枝番）により一意

に特定される確定注文メッセージ（以下、「枝番付き確定注文メッセージ」という。）と、

この基点となる購買見積依頼メッセージは、確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”

にセットされる「見積依頼番号」によって対応付けられます。すなわち、CI-NET では、複

数の枝番付き確定注文メッセージにおいて、“[1301]参照帳票№2”に、同一の見積依頼番号

が採番されるケ－スは想定されておりません。 

質問のケ－スでは、発注者側で、複数の枝番付き確定注文メッセージにおいて、“[1301]参

照帳票№2”に同一の見積依頼番号がセットされたため、受注者側で、これらの複数の枝番

付き確定注文メッセージのうち、最後に受信した確定注文メッセージ以外の確定注文メッ

セージに対する処理を行えない状態になったと考えられます。 

対応策は、次の通りです。 

発注者は、複数の枝番付き確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”に、異なる見積依

頼番号をセットする。発注者が、CI-NET で見積業務を行わずに注文業務を行う場合などに

も、複数の枝番付き確定注文メッセージの“[1301]参照帳票№2”に CI-NET 以外の手段で

受け渡した見積依頼番号をセットしてください。 

見積依頼番号を取得できない場合等で任意の“[1301]参照帳票№2”を設定するときは、例

えば、「注文番号」＋「枝番号」（“[1007]帳票 No.”＋“[1300]注文番号枝番”）や、作成時

分秒などの、枝番付き確定注文メッセージ毎に一意となる番号をセットしてください。 

発注者が、複数の枝番付き確定注文メッセージ（再送を除く）の“[1301]参照帳票№2”に

同一の見積依頼番号を採番せざるを得ないときは、枝番付き確定注文メッセージを 1 件の

み送信し、受注者から注文請けメッセージを受信した後に、次の枝番付き確定注文メッセ

ージを送信することを繰り返す必要があります。 

以上 
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(3) 暫定的利用の基本契約に対応したデータ交換協定に関する参考例同一の見

積依頼番号を持つ確定注文情報に関する 1301]参照帳票 No.2の対応 

 

(a) CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例） 

（№ L-2016-004 別紙1） 

第 4 節 CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交

換協定書（参考例） 

 

標準ビジネスプロトコルを用いて EDI を行うユーザは、EDI を行うユーザ間におい

てなんらかの EDI に関する協定書（データ交換協定書）を取り交わすことが望ましい。

その協定書に盛り込む項目、内容については、ユーザ間で十分協議の上決定する必要

があるが、本データ交換協定書（参考例）はその際の参考となるものである。 

ただし、本協定書第 3 条に定めているように、本協定書の適用はあくまでも標準ビ

ジネスプロトコルによる EDI の範囲内であり、関連法規の内容については記述してい

ない。 

 

■CI-NET による電子データ交換（EDI）に関するデータ交換協定書（参考例） 

 

          （以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）とは、

甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間の取引における基本契約（既に紙面により締結した平成   年  

月  日付の工事下請負基本契約書および平成  年  月  日付の物品等売買基本契約書と合わせて、以

下「基本契約書」という。）、および当該基本契約書に基づく個別契約に関し、第 4 条（1）に規定す

るCI-NET標準ビジネスプロトコルにもとづく第 4条（2）に規定する電子データの交換（以下「CI-NET

による EDI」という。）を実施する際、利用する通信手段に電子メールや ebMS 等を利用して行うに

あたり、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

【留意点】 

・使用するシステムの名称（取引当事者間で取り決めた固有もの）を明記することもあ

り得る。 

 

第 1 条（目的） 

本協定は、甲および乙が CI-NET による EDI を利用することにより、甲乙間

の取引を円滑かつ合理的に推進するために締結するものとし、両者は誠意をも

ってこれを履行する。 

 

第 2 条（基本契約書および個別契約との関係） 

甲乙間で締結した基本契約書および個別契約に定めた事項と本協定に定めた

事項との間に相違がある場合には、本協定の定めが優先的効力を有するものと

する。 
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【留意点】 

・基本契約書および個別契約と本協定との内容が整合しない場合、一般的には、CI-NET

による EDI に関しては本協定が優先する。ユーザはこの点に留意してデータ交換協定

書の内容を検討する必要がある。 

 

第 3 条（適用範囲） 

本協定は、CI-NET による EDI を利用して行う基本契約または個別契約の申込

およびその承諾、基本契約または個別契約の契約内容の変更、個別契約の解除

もしくは打切の申込および当該申込に対する承諾、その他見積依頼および回答、

出来高報告および確認、請求等の付帯業務について適用する。 

２ CI-NET による EDI を利用して行う業務の内容は、第 5 条に規定する運用マニ

ュアルに定める。 

 

【留意点】 

・CI-NET を導入する企業は、CI-NET の適用業務について、運用マニュアルに定める。 

 

第 4 条（用語の定義） 

本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（1）CI-NET 標準ビジネスプロトコル 

取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるビジネスプロトコルであ

り（財）建設業振興基金 建設産業情報化推進センター（現：（一財）建設業

振興基金経営基盤整備支援センター）発行の「CI-NET 標準ビジネスプロトコ

ル」で規定するものをいう。 

（2）CI-NET による EDI 

甲および乙が相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロト

コルの状態で送信し、相手方が当該取引関係情報を受信し、利用するシステム

をいう。 

（3）取引関係情報 

甲乙間の継続的取引において、基本契約または個別契約の申込およびその承

諾、基本契約または個別契約の契約内容の変更、および個別契約の解除もしく

は打切の申込および当該申込に対する承諾、その他見積依頼および回答、出来

高報告および確認、請求等相手方に対する意思表示または通知のうち、CI-NET

による EDI の実施に伴い甲乙間で相互に提供される諸情報を総称する。この

うち本協定が対象とする取引関係情報は、第 5 条に規定する運用マニュアルに

定める。 

（4）基本契約 

契約当事者間において、継続的に取引契約を行う際の基本的な契約条件を定

めるものであり、当該基本契約に基づいて、「個別契約」がなされる。甲から

乙に対する基本契約の申込の意思表示（確定注文メッセージ）と、当該申込に

対する乙の承諾の意思表示（注文請けメッセージ）によって成立する。 
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（5）個別契約 

甲から乙に対する注文の申込の意思表示（確定注文メッセージ）と、当該申

込に対する乙の承諾の意思表示（注文請けメッセージ）によって成立する取引

契約をいう。 

 

（6）アドレス 

CI-NET による EDI の利用に際し、甲および乙が相手方に提供する取引関係

情報等を送信する際、利用する通信手段が電子メールの場合には電子メールアド

レスをいい、ebMSの場合にはFQDN(ホスト名+ドメイン名)もしくは IPアドレス

をいう。 

以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するアドレスを「乙の

アドレス」といい、乙が甲に対して提供する取引情報等を送信するアドレスを

「甲のアドレス」という。なお、甲または乙は、それぞれ甲のアドレスまたは

乙のアドレスとして、インターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提

供するものを利用することができる。 

（7）取引用設備 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために、自らが準備・使用す

る電子計算機、端末機器および周辺機器など（以下「ハードウェア」という。）、

並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアを総称していう（以下「装

置」という。）。 

（8）取引用電気通信回線 

甲および乙が、CI-NET による EDI を利用するために準備する甲の装置と乙

の装置が利用する電気通信回線である（以下「通信回線」という。）。 

 

【留意点】 

・（3）CI-NET を導入する企業は、取引関係情報のうち、CI-NET を適用する範囲の標準

メッセージを、運用マニュアルに定める。 

 

第 5 条（運用マニュアル） 

本協定にもとづく CI-NET による EDI について、その実施に必要なシステム、

送信手順、データ書式、運用時間その他の細目は、甲乙間で別に定める「CI-NET

による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（以下「運用マニュアル」

という。）」に定める。 

２ 甲および乙は、運用マニュアルが本協定と一体をなし、本協定と同一の効力を

有することを相互に確認する。 

３ システムの変更その他の事由により運用マニュアルを変更する必要が生じた

場合には、必要に応じ、甲乙間で協議を行い変更する。 

 

第 6 条（CI-NET 標準ビジネスプロトコルおよび CII シンタックスルールの遵守） 

甲および乙は、CI-NET による EDI を利用するにあたり CI-NET 標準ビジネス

プロトコルおよび CII シンタックスルールを遵守しなければならない。 
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第 7 条（実施手順） 

 甲および乙は、以下の各号に定める要領および運用マニュアルに定める要

領にしたがい、相互に取引関係情報を提供、利用する。 

（1）甲および乙は CI-NET による EDI の利用に際し、アドレスを定め、相手方に

通知する。 

（2）甲が乙に取引関係情報を提供しようとするときは、甲は当該取引関係情報を

作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセ

キュリティ措置を施し、乙のアドレスに送信する。 

（3）乙は、前号により乙のアドレスに送信された取引関係情報を乙の装置内に受

信し、利用する。乙は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信

確認メッセージを作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニ

ュアルに定めるセキュリティ措置を施し、甲のアドレスに送信する。 

（4）乙が甲に取引関係情報を提供しようとするときは、乙は当該取引関係情報を

作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニュアルに定めるセ

キュリティ措置を施し、甲のアドレスに送信する。 

（5）甲は、前号により甲のアドレスに送信された取引関係情報を甲の装置内に受

信し、利用する。甲は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信

確認メッセージを作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で運用マニ

ュアルに定めるセキュリティ措置を施し、乙のアドレスに送信する。 

（6）甲および乙は、相手方に提供する取引関係情報等を CI-NET 標準ビジネスプ

ロトコルの状態に変換する業務、運用マニュアルに定めるセキュリティ措置を

施した状態に変換する業務および運用マニュアルに定めるセキュリティ措置

を施した状態の取引関係情報等を自己の要求する形式に変換する業務を相手

方または第三者に委託することができる。 

 

【留意点】 

（2）～（5）のセキュリティ処理方式は運用マニュアルに定める。 

 

第 8 条（意思表示等の時期） 

CI-NET による EDI の実施に伴う甲乙間の意思表示あるいは通知は、甲および

乙が提供すべき取引関係情報を相手方のアドレスに記録させた時に、相手方に

到達したものとする。 
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【留意点】 

・下図の例の（2）の時点で見積回答の意思表示が到達したものとする。 

・データが相手方に到達することにより、その意思表示は効力を発生する（民法 97 条

1 項：隔地者に対する意思表示はその通知の相手方に到達したる時よりその効力を生

じる）。 

msg：メッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 条（取引関係情報の効力） 

甲および乙は、CI-NET による EDI の実施に伴い伝送された取引関係情報およ

び電子証明書の利用に係わる ID、パスワード等を、それぞれ正当な権限を有す

る者が適切な手段、手続きに則って管理し、これを適切に行使させなければな

らない。 

２ 取引関係情報が、CI-NET による EDI の実施に伴い提供される場合の他、書面

によっても提供される場合には、送信者は当該情報の相互間に相違・矛盾を生

じさせないようにする。なお、相違・矛盾が生じた場合は、原則として CI-NET

による EDI の実施に伴い提供される取引関係情報が優先する。ただし、甲また

は乙が別段の通知をしたときはこの限りではない。 

 

第 10 条（取引関係情報の変更） 

甲および乙は、CI-NET による EDI の実施に伴って取引関係情報の内容を変更

する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、取引関係情報の

内容を変更する者は、新たな取引関係情報を CI-NET による EDI により相手方

に通知する。 

２ 甲乙間の合意により、CI-NET による EDI により成立した基本契約または個

別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲は鑑項目合意変更申込メッセ

ージによって当該契約内容の変更を乙に申し込み、乙は遅滞なく鑑項目合意変

更承諾メッセージにより当該申込に対する承諾を行う。 

３ 甲乙間の合意により、CI-NET による EDI により成立した個別契約を解除す

る必要が生じた場合は、甲は合意解除申込メッセージによって当該個別契約の

解除を乙に申し込み、乙は遅滞なく合意解除承諾メッセージにより当該申込に

対する承諾を行う。 

４ 甲乙間の合意により、CI-NET による EDI により成立した個別契約を打ち切

る必要が生じた場合は、甲は合意打切申込メッセージによって当該個別契約の

(5)アドレスに着信 

受信者 
（見積依頼者） 

見積回答メッセージの場合の例 

見積回答 msg 

(1)メッセージを送信 

送信者 
（見積回答者） 

(2)アドレスに着信 

(3)読み込み 

受信確認 msg 

(4)受信確認を送信 

(6)読み込み 
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打切を乙に申し込み、乙は遅滞なく合意打切承諾メッセージにより当該申込に

対する承諾を行う。 

 

【留意点】 

・業務データの不整合が生じないよう、変更を生じた場合も変更後のデータを CI-NET

で送信する。 

・見積、入出荷、出来高、立替、請求等のデータを変更する必要が生じた場合は、既に

送信したデータと同一種類のメッセージを変更データとして送信する（第 1 項）。 

・確定注文および注文請けメッセージの取り交わしによって既に成立している個別契約

を変更、解除、打切する場合は、確定注文あるいは注文請けメッセージの再送ではなく、

鑑項目合意変更申込/承諾、合意解除申込/承諾、合意打切申込/承諾メッセージによって

行う（第 2～4 項）。 

 

第 11 条（基本契約または個別契約の成立） 

本協定に係わる基本契約は、甲の乙に対する基本契約申込の意思表示（確定

注文メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（注

文請メッセージ）が甲に到達した時に成立する。ここで、乙の承諾の意思表示

が甲に到達した時とは、乙の承諾の意思表示が甲のアドレスに着信した時をい

う。 

２ 本協定に係わる個別契約は、甲の乙に対する個別契約申込の意思表示（確定

注文メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示（注

文請メッセージ）が甲に到達した時に成立する。ここで、乙の承諾の意思表示

が甲に到達した時とは、乙の承諾の意思表示が甲のアドレスに着信した時をい

う。 

３ 本協定に係わる基本契約または個別契約の内容の変更は、甲の乙に対する当該

契約変更申込の意思表示（鑑項目合意変更申込メッセージ）が乙に到達した後、

当該申込に対する乙の承諾の意思表示（鑑項目合意変更承諾メッセージ）が甲

に到達した時に成立する。 

４ 本協定に係わる個別契約の解除は、甲の乙に対する個別契約解除申込の意思表

示（合意解除申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾

の意思表示（合意解除承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

５ 本協定に係わる個別契約の打切は、甲の乙に対する個別契約打切申込の意思表

示（合意打切申込メッセージ）が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾

の意思表示（合意打切承諾メッセージ）が甲に到達した時に成立する。 

６ 本協定に係わる基本契約または個別契約において、利用する電子証明書に記載

されている正当な権限を有する者は、当該契約の当事者本人あるいは当事者か

ら権限委譲を受けた者であることを事務処理の規程に定め、当該規程に沿った

運用を行わなければならない。 

７ 甲および乙は、本協定に係わる基本契約または個別契約は、本協定に係わる基

本契約または個別契約に関する正当な権限を有する者が適切な手段、手続きに

則って行うことを前提としたものであるため、その成立を否認はしてはならな

い。また、契約の一方当事者は、社内の制限を相手方に主張できない。 
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【留意点】 

・次図の（1）が乙のドレスに着信した時に基本契約または個別注文の申込の意思表示

が成立する。 

・受信者が（2）の受信確認メッセージを送信することは、確定注文メッセージが着信

したことを通知するものであり、基本契約または注文の承諾を通知するものではない。

基本契約または注文の申込を吟味のうえ（3）の注文請メッセージを送信し発注者に着

信した時点で、注文の申込を承諾する意思表示が成立する。 

msg：メッセージ 

 

・第 6 項の「事務処理の規程」については、CI-NET による EDI に関わる者の運

用諸規則をまとめたものであり、当該契約の当事者本人あるいは当事者から権限

委譲を受けた者であることを明示することが特に求められる。 

 

 

第 12 条（CI-NET による EDI 障害時の措置） 

装置、通信回線の故障またはその他の理由により、CI-NET による EDI に障害

が発生したときは、相手方に直ちにその旨通知し、速やかに対応を図る。 

２ 前項の障害が発生したときのデータ授受方法は、原則として障害回復後のデー

タ伝送により行う。ただし障害が復旧するまでの間、甲および乙は、協議のう

え必要に応じ、別途の方法により対応する。 

３ 障害が復旧するまでの間に書面の交付あるいはそれに代わる方法によってな

された意思表示あるいは通知の効力については、甲乙協議のうえ決定する。 

４ 第 1項のCI-NET による EDIに障害が発生したとき、甲又は乙は、当該障害が、

甲又は乙の何れか一方の契約者のネットワークに係わる責任範囲で発生したと

きは、責任範囲を管理する契約者が当該障害の発生責任を負うものとする。 

発生責任を負う契約者は、当該障害に伴う費用又は契約の一方当事者に損害が発生

した場合には、これを負担する。その負担額および負担方法は、甲乙協議のう

え決定する。 

５ 天災その他不可抗力によって発生した障害については、この限りではない。 

 

受注者
乙

(1)確定注文msg
（個別注文の申込）

発注者
甲

(2)受信確認msg
（確定注文msgを受信したことの通知）

(3)注文請msg
（注文の申込を承諾することの通知）

(4)受信確認msg
（注文請msgを受信したことの通知）
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【留意点 1】 

出来高・請求業務のように、期限・締切が重要な要素を占める業務のデータ交換につ

いては、何らかの障害が起きた場合への対応が特に求められることとなる。 

2.にある「別途の方法」について、EDI を行うに際し予め責任分界点を運用マニュア

ル等に記載して明確化し、自社の責任範囲において障害が発生した場合どのような運用

とするか、取り決めておくことが望ましい。 

障害発生時の具体的な運用上の対応としては、 

①従来形式の紙での提出を許可する 

②締めの期日を変更して提出することを許可する 

③別のアドレスにデータを送信する 

などが考えられる。 

また障害発生に備え、以下のような対策を講じておくことも有効である。 

①定期的なバックアップを実施し、障害発生時に復旧が容易となるように備える 

②非常時の対応についてマニュアル化しておく 

（例えば、本社で協議の上対処方法を決定し、現場・支店・取引先等の当事者間にて連

絡をとり必要な処置を実施する、など） 

 

【留意点 2】 第 4 項 

甲、乙、および ASP ベンダー等が利用又は提供するシステム構成、並びに各々の契約

内容等によっては、次の通り「善意無過失」に関する規定を 記載する方法もある。 

 

 （条文）第 1 項の CI-NET による EDI に障害が発生したとき、甲又は乙は、当該障害

が、甲又は乙の何れか一方の契約者のネットワークに係わる責任範囲で発生し

た場合、その責任範囲を管理する契約者は、善意無過失の場合を除き、当該障

害の発生責任を負うものとする。 

 

【留意点 3】 第 4 項 

  ネットワークに係わる責任の範囲については、CI-NET による電子データ交換（EDI）

に関する運用マニュアル（参考例）の内、「第 8 項 責任範囲」の定めによる。  

 

 

第 13 条（取引関係情報の未着、読み出し不能時の措置） 

甲および乙は、相手方が発信した取引関係情報が着信しない場合、あるいは

伝達された取引関係情報の読み出しができない場合（以下、「取引関係情報の未

着等」という。）、この事情を知った後直ちにその旨を相手方に通知する。この

通知がある場合、発信者は当該の取引関係情報を再送信する。 

２ 前項により発信者が再送を行った場合、甲および乙は、先の取引関係情報を発

信者が撤回したものとする。 
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３ 第 1項のCI-NET による EDIに障害が発生したとき、甲又は乙は、当該障害が、

甲又は乙の何れか一方の契約者のネットワークに係わる責任範囲で発生したと

きは、責任範囲を管理する契約者が当該障害の発生責任を負うものとする。 

発生責任を負う契約者は、当該障害に伴う費用又は契約の一方当事者に損害が発生

した場合には、これを負担する。その負担額および負担方法は、甲乙協議のう

え決定する。 

４  天災その他不可抗力によって発生した障害については、この限りではない。 

 

【留意点 1】 

2.の未着信だった確定注文メッセージが後日着信した場合等を想定し、この場合にも

二重注文とならないよう、未着信のデータは撤回されたものとする。 

 

【留意点 2】 第 3 項 

甲、乙、および ASP ベンダー等が利用又は提供するシステム構成、並びに各々の契

約内容等によっては、次の通り「善意無過失」に関する規定を 記載する方法もある。 

        

 （条文）第 1 項の CI-NET による EDI に障害が発生したとき、甲又は乙は、当該障害

が、甲又は乙の何れか一方の契約者のネットワークに係わる責任範囲で発生し

た場合、その責任範囲を管理する契約者は、善意無過失の場合を除き、当該障

害の発生責任を負うものとする。 

 

【留意点 3】 第 3 項 

  ネットワークに係わる責任の範囲については、CI-NET による電子データ交換（EDI）

に関する運用マニュアル（参考例）の内、「第 8 項 責任範囲」の定めによる。  

 

第 14 条（費用負担） 

CI-NET による EDI に係わる費用の負担は、以下の各号の定めによる。 

（1）甲が乙のアドレスに取引関係情報等を送信する費用は甲の負担とし、乙が甲

のアドレスに取引関係情報等を送信する費用は乙の負担とする。 

（2）乙が甲に送信した取引関係情報等を受信するために甲が甲のアドレスを利用

する費用は甲の負担とし、甲が乙に送信した取引関係情報等を受信するために

乙が乙のアドレスを利用する費用は乙の負担とする。 

 

第 15 条（装置および通信回線の整備） 

甲および乙は、CI-NET による EDI を利用するために必要な装置および通信回

線の整備、保守および管理を、善良なる管理者の注意をもって行う。 

 

第 16 条（取引関係情報の保存） 

甲および乙は、CI-NET による EDI により相手方から提供された取引関係情報

および相手方に提供した取引関係情報の内容を電子ファイル、書面等の記録媒

体で必要とされる期間保存するものとし、相手方の請求がある場合はこれを相
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手方に交付しなければならない。ただし、印刷、複製その他によりこの交付に

費用が発生する場合には、その費用は請求者の負担とする。 

２ 相手方の請求がある場合はこれを相手方に交付しなければならない。ただし、

印刷、複製その他によりこの交付に費用が発生する場合には、その費用は請求

者の負担とする。 

３ 甲および乙は、前項の取引関係情報の内容を改竄してはならない。 

４ 甲および乙は、取引関係情報等の適切な保存に際して発生しうるリスクに対し、

防御措置を採るものとする。 

５ 甲および乙は、電子署名が施された取引関係情報を長期保存する場合、その取

引関係情報に付いている電子署名が正しいものかを検証する時刻について、「時

刻」そのものに誤差を生じたり、甲乙互いのシステムの時刻の誤差が、業務的

に双方に支障を来たさないよう、定期的に確認するなどの運用管理を行う。 

 

【留意点 1】 

 ・甲および乙は、取引関係情報の未達、読み出し不能等に備えるために、取引関係情

報を適当な期間保存しなければならない。 

 ・この条項は CI-NET による EDI の運用において未達、読み出し不能等に備えるため

に定めたものであるが、取引情報の保存に関しては、「4.7.2 データ保存期間」の※

関連法規を参照のこと。 

 ・取引関係情報等の適切な保存に際して発生しうるリスクとその防御措置としては以

下のようなものがある。これらは、運用での防御の観点から「事務処理の規程」等を

別途整備し、適切な運用が必要である。 

①管理責任者等の設置： 

管理責任者等を定め、保管の責任、権限を明確にする。 

②アクセスの管理： 

保管された電磁的記録等にアクセスできる担当者を定め､アクセス履歴の記録､担

当以外の者のアクセスに対する防御等の管理を行う｡ 

③操作担当者の教育： 

操作マニュアル等を用意し、担当者に正しい操作を教育する。 

④保管場所の管理： 

複数の電子記録媒体等に保管する場合は、どの電子記録媒体等にどの電磁的記録等

が保管されているか、またディスク自体が正しく管理されていることの確認を行う。 

⑤バックアップ： 

電磁的記録等のバックアップを定期的に行い、バックアップした電子データを適切

に保管する。 

⑥ウィルス対策： 

コンピュータ・ウィルス等に対する定期的な診断を行い、ウィルスが発見されたら

ただちに対処する。 

⑦システム移行等への対応： 
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保管システム自体をバージョン・アップする時には、旧システムで保管していた電

磁的記録等が新しいシステムで処理できなくなる不都合が生じないよう配慮する。 

 ・第 5 項は、インターネットの通信手順を電子メールあるいは ebMS を採用して取引関

係情報を長期保存する場合の条文参考例である。これを追加する場合は、上記 4 項に

追記することを想定している。 

なお、本項は建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する「技術的基準」に係る

ガイドラインに沿う形での電子契約を前提としている。 

 

【留意点 2】 

なおここで使用している言葉について以下で説明する。 

（a）電子署名とは、公開鍵暗号方式を利用することで、文書の作成者を証明し、かつ

その文書が改竄されていないことを保証する署名方式を指し、これにより作成された

文書を電子署名文書という。 

（b）電子署名文書の長期保存の対象期間について、商取引に関連する法規（民法、商

法、法人税法等）では各書類、文書に対し、5～10 年程度の保存が義務付けられてお

り、CI-NET においても電子署名文書をこれらの期間保存することを想定する。 

（c）ここで触れている「時刻」とは、取引関係情報の作成時だけでなく電子署名文書

を保存する際の署名検証時刻としても利用するため、より正確な時刻の運用が求めら

れる。 

「時刻」を確認するための時刻源としては、情報通信研究機構（JJY・NICT）の標準

電波、日本電信電話（NTT）の 117 時報サービスあるいは日本放送協会（NHK）の時

報等を利用する方法が考えられる。 

取引関係情報の保存に際し、時刻に関わる処理についてより精度の高い厳密な運用を可

能とするため、以下のような規定をデータ交換協定書に盛り込むことも可能である。 

－CI-NET において送受信する情報には、契約時に相互に受け渡し保管される注文情報

および注文請情報といった取引業務の情報（メッセージ）以外に、システム運用上の

「受信確認情報」がある。また契約前の見積情報や契約後の出来高・請求情報等や取

引情報の送受信時の処理（通信、暗号化・復号、署名検証等）、電磁的記録等の保存

の処理等に関する一部あるいは全てのログを保存し、内容や時刻を検証できる管理を

行うこととする。 

 またこれらの情報の取得や保存については、これらの処理が容易にできるようシス

テム的に対応を組み込んでおくとともに、ユーザは必要なときにそれらを参照できる

ようにしておくこととする。 

 

第 17 条（秘密保持） 

甲および乙は、本協定期間中はもとより、本協定有効期間完了後においても

CI-NET による EDI の実施により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
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ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。 

（1）相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。 

（2）相手方から開示を受けた際、既に公知公用であったもの。 

（3）相手方から開示を受けた後に、甲および乙それぞれの責によらないで公知また

は公用となったもの。 

（4）正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。 

 

第 18 条（暴力団等反社会的勢力の排除） 

利用企業は、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係

企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力（以下、総称して「暴力

団員等反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 

２ 基金は、利用企業が次の各号に該当すると合理的な根拠に基づき認めた

ときは、何等の催告を要さず NDN に失効要求手続を行うことができます。 

（1）暴力団等反社会的勢力が、経営を実質的に支配していると認められる

場合。 

（2）暴力団等反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認めら場合。 

（3）自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力、又は暴力団等反社会

的勢力の関係者を利用していると認められる場合。 

（4）暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など暴力団等反社会的勢力の維持・運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められる場合。 

（5）自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団等反

社会的勢力と、何等かの関係を有する場合。 

（6）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反した場合 

 

第 19 条（予告による本協定の打切） 

甲および乙は、互いに 3 カ月の文書による予告期間をもって、本協定を

打切ることができる。 

 

第 20 条（その他の事由による本協定の打切） 

甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、

催告なくして直ちに一方的に本協定の打切を行なうことができる。 

（1）本協定、基本契約書または個別契約に違反したとき。 

（2）正当な理由なく期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。 

（3）重大な損害または危害をおよぼしたとき。 

（4）監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき。 

（5）仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売などの申し立て、



 

330 

 

または破産、民事再生手続、会社更生、会社整理の申し立てがあったとき、も

しくは清算に入ったとき、あるいは支払停止、支払不能の事由が生じたとき。 

（6）解散、分割、あるいは他の会社と合併したとき。 

（7）財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由

があるとき。 

（8）災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。 

２ 前項の本協定の打切によって、甲又は乙が蒙った損害について相手方に損害賠

償請求をすることを妨げない。ただし、前項第 8 号の場合はこの限りではない。 

 

第 21 条（協議事項） 

甲および乙は、本協定に定めのない事項、または疑義を生じた場合は、

甲乙協議のうえ解決する。 

 

第 22 条（管轄裁判所） 

甲および乙は、本協定に関する紛糾の管轄裁判所を○○○○裁判所とす

る。 

 

第 23 条（有効期間） 

本協定の有効期間は、締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了の 1

カ月前までに、甲または乙から書面による打切の申し出のないときは、本

協定と同一条件で更に 1 カ年間更新するものとし、以降も同様とする。 

 

本協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各 1 通を保

有する。 

 

平成   年   月     日 

 

 

  甲   名   称 

   所 在 地 

   代表者氏名                印 

 

 

 

  乙   名   称 

   所 在 地 

   代表者氏名                印 
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(b) CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例） 

（№ L-2016-004 別紙2） 

CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル 

（参考例） 

 

標準ビジネスプロトコルを用いて EDI を行うユーザーは、当事者間において EDI に関す

る協定書（データ交換協定書）を取り交わすことが望ましい。その協定書に盛り込む項目、

内容に係るものの中で、運用するシステムの内容等の詳細なものや連絡先等の頻繁に変更

が生じる事項については、協定書とは別に「運用マニュアル」として取り決めることが望

ましい。本運用マニュアル（参考例）はその際の参考となるものである。 

なお、本参考例は（財）建設業振興基金が策定した「CI-NET LiteS 実装規約」による EDI

の運用を前提に記述している。 

 

 

■CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例） 

 

1. 目的 

この運用マニュアルは、      （以下「甲」という。）と      （以

下「乙」という。）間の、「CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書」第 5 条

にもとづき、取引関係情報等の交換に係わる運用上の取扱いについて定め、CI-NET

による EDIを利用した業務の運営を円滑かつ合理的に推進することを目的とする。 

 

2. 用語の定義 

1) EDI(ElectronicData Interchange) 

電子データ交換。企業聞における取引関係情報を、標準的な方法によ

りネットワークを利用して交換すること。 

2) AP(access point) 

ネットワークへの通信を仲介する施設や機器のこと。 

3) ASP サービス 

インターネットなどを通じてソフトウェアを利用させるサービス。

ASP（Application Service Provider）は、そのようなサービスの提供者。 

4) ISP(Internet Services Provider ) 

インターネット接続業者。 

5) アドレス 

CI-NET による EDI の利用に際し、甲および乙が相手方に提供する取引

関係情報等を送信する際、利用する通信手段が電子メールの場合には

電子メールアドレスをいい、ebMS の場合には FQDN(ホスト名+ドメイ

ン名)もしくは IP アドレスをいう。 

以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報等を送信するアドレ

スを「乙のアドレス」といい、乙が甲に対して提供する取引情報
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等を送信するアドレスを「甲のアドレス」という。なお、甲また

は乙は、それぞれ甲のアドレスまたは乙のアドレスとして、イン

ターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを

利用することができる。 

 

3. 運用条件確認書 

甲および乙の連絡先、使用するソフトウェア、通信環境、運用日時等の諸情報は

「CI-NET による電子データ交換に関する運用条件確認書（以下「運用条件確認書」

という）」において定める。 

システムの変更その他の事由により運用条件確認書を変更する必要が生じた場

合には、必要に応じ、甲乙間で協議を行い変更する。 

 

4. システムの内容 

（1）システムの概念図およびシステム構成 

CI-NET による EDI 実施に際し、甲はインターネットを介して取引関係情報等を

乙との間で交換する。また乙はインターネットを介して取引関係情報等を甲との間

で交換する。 

 

＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5-1 システム構成の例 
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【補足】 

CI-NET を導入する企業は、A～H 社のようなシステム構成の事例がある。 

・A、B および G 社：自社で CI-NET による電子データ交換システムを構築する場合 

・C、D、E、F および H 社： CI-NET による電子データ交換サービスを提供する ASP サー

ビス等を利用する場合 

 

（2）システムの適用範囲 

 本システムは、CI-NET による EDI を利用して行う甲乙間の以下の各業務につい

て適用する。 

1)   甲から乙に対する建築見積の依頼 

2)  乙から甲に対する建築見積の回答 

3)  甲から乙に対する設備見積の依頼 

4)  乙から甲に対する設備見積の回答 

5)  甲から乙に対する設備機器見積の依頼 

6)  乙から甲に対する設備機器見積の回答 

7)  甲から乙に対する購買見積の依頼 

8)  乙から甲に対する購買見積の回答 

9)  甲から乙に対する見積の不採用の通知 

10)  甲から乙に対する基本契約の申込 

11)  乙から甲に対する基本契約の承諾 

12)  甲から乙に対する注文の申込 

13)  乙から甲に対する注文の承諾 

14)  甲から乙に対する基本契約の変更の申込 

15)  乙から甲に対する基本契約の変更の承諾 

16)  甲から乙に対する個別契約の変更の申込 

17)  乙から甲に対する個別契約の変更の承諾 

18)  甲から乙に対する個別契約の解除の申込 

19)  乙から甲に対する個別契約の解除の承諾 

20)  甲から乙に対する個別契約の打切の申込 

21)  乙から甲に対する個別契約の打切の承諾 

22)  甲から乙に対する個別契約の解除の告知 

23)  乙から甲に対する個別契約の解除の告知 

24)  甲から乙に対する個別契約の打切の告知 

25)  乙から甲に対する個別契約の打切の告知 

26)  乙から甲に対する出荷の通知 

27)  甲から乙に対する受領の通知 

28)  甲から乙に対する出来高報告作成のために必要な情報の通知 

29)  乙から甲に対する出来高の確認の要求 

30)  甲から乙に対する出来高の確認の通知 

31)  乙から甲に対する部分払金の支払の請求 

32)  甲から乙に対する部分払金の請求の確認 

33)  甲から乙に対する立替金の確認の要求 
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34)  乙から甲に対する立替金の確認の通知 

35)  甲から乙に対する部分払金の支払の通知 

 

【補足】 

CI-NET を導入する企業は、上述の 1）～31）のうち該当するものを選択する。 

 

（3）取引関係情報 

 以下を総称する。 

1) 甲から乙に対する建築見積の依頼を表す CI-NET 建築見積依頼メッセージ 

2) 乙から甲に対する建築見積の回答を表す CI-NET 建築見積回答メッセージ 

3) 甲から乙に対する設備見積の依頼を表す CI-NET 設備見積依頼メッセージ 

4) 乙から甲に対する設備見積の回答を表す CI-NET 設備見積回答メッセージ 

5) 甲から乙に対する設備機器見積の依頼を表す CI-NET 設備機器見積依頼メッ

セージ 

6) 乙から甲に対する設備機器見積の回答を表す CI-NET 設備機器見積回答メッ

セージ 

7) 甲から乙に対する購買見積の依頼を表す CI-NET 購買見積依頼メッセージ 

8) 乙から甲に対する購買見積の回答を表す CI-NET 購買見積回答メッセージ 

9) 甲から乙に対する見積の不採用の通知を表す CI-NET 見積不採用通知メッセ

ージ 

10) 甲から乙に対する注文の申込を表す CI-NET 確定注文メッセージ 

11) 乙から甲に対する注文の承諾を表す CI-NET 注文請メッセージ 

12) 甲から乙に対する個別契約の変更の申込を表すCI-NET鑑項目合意変更申込メッセ

ージ 

13) 乙から甲に対する個別契約の変更の承諾を表すCI-NET鑑項目合意変更承諾メッセ

ージ 

14) 甲から乙に対する個別契約の解除の申込を表す CI-NET 合意解除申込メッセ

ージ 

15) 乙から甲に対する個別契約の解除の承諾を表す CI-NET 合意解除承諾メッセ

ージ 

16) 甲から乙に対する個別契約の打切の申込を表す CI-NET 合意打切申込メッセ

ージ 

17) 乙から甲に対する個別契約の打切の承諾を表す CI-NET 合意打切承諾メッセ

ージ 

18) 甲から乙に対する個別契約の解除の告知を表す CI-NET 一方的解除通知メッ

セージ 

19) 乙から甲に対する個別契約の解除の告知を表す CI-NET 一方的解除通知メッ

セージ 

20) 甲から乙に対する個別契約の打切の告知を表す CI-NET 一方的打切通知メッ

セージ 

21) 乙から甲に対する個別契約の打切の告知を表す CI-NET 一方的打切通知メッ

セージ 

22) 乙から甲に対する出荷の通知を表す CI-NET 出荷メッセージ 

23) 甲から乙に対する受領の通知を表す CI-NET 入荷メッセージ 
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24) 甲から乙に対する出来高報告作成のために必要な情報の通知を表す CI-NET

出来高要請メッセージ 

25) 乙から甲に対する出来高の確認の要求を表す CI-NET 出来高報告メッセージ 

26) 甲から乙に対する出来高の確認の通知を表す CI-NET 出来高確認メッセージ 

27) 乙から甲に対する部分払金の支払の請求を表す CI-NET 請求メッセージ。 

28) 甲から乙に対する部分払金の請求の確認を表す CI-NET 請求確認メッセージ 

29) 甲から乙に対する立替金の確認の要求を表す CI-NET 立替金報告メッセージ 

30) 乙から甲に対する立替金の確認の通知を表す CI-NET 立替金確認メッセージ 

31) 甲から乙に対する部分払金の支払の通知を表す CI-NET 支払通知メッセージ 

 

【補足】 

（3）取引関係情報は、CI-NET を導入する企業がこれらのうち該当するものを選択して良

い。受信確認メッセージは取引関係情報に含まれない。 

 

（4）アドレス 

甲および乙は、CI-NET による EDI 専用のアドレスを用意する。 

 

【補足】 

複数の取引先との間で CI-NET による EDI を実施する場合も、取引先ごとに個別のアドレ

スを用意する必要は無い。 

 

5. 運用手順 

（1）取引関係情報等の内容 

CI-NET による EDIで交換する取引関係情報および受信確認メッセージの

内容に関する取扱いや解釈は、CI-NET LiteS 実装規約に従う。 

（2）セキュリティ方式 

取引関係情報および受信確認メッセージを送信する際のセキュリティ処

理は、CI-NET LiteS 実装規約にしたがう。 

（3）通信プロトコル 

通信プロトコル等は、CI-NET LiteS 実装規約にしたがう。 

（4）取引関係情報等の受信 

甲および乙は、営業日に 1 回以上アドレスを確認し、相手方からの取引関

係情報等が自身のアドレスに着信したとき、遅滞なくアドレスから当該情報を

受信するよう努める。 

 

【補足】 

取引が稀にしか発生しない事業者では、毎営業日のアドレスの確認の運用は不合理、困難とも

考えられる。こうした場合は、取引関係情報を発信した側が、発信した旨を FAX 等の別の手

段により通知し、受信を促すといった運用上の工夫をする必要が想定される。 

 

（5）受信確認 
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甲および乙は、相手方から取引関係情報を受信した後、ただちに受信確認メ

ッセージを送信する。 

 

6. 安全対策 

（1）安全確保のための手順 

甲および乙は、自身の「秘密鍵」を安全に保持する。 

（2）伝達するデータの容量 

1 回の送信で伝達するデータのサイズは、  MB までとする。 

（3）バックアップのためのデータ保存 

甲および乙は、データの未達、相手方における読み出し不能等に備えるた

め、自身が送信した取引関係情報を必要な期間保存する。 

甲および乙は、相手方におけるデータ喪失等に備えるため、相手方から受

信した取引関係情報を必要な期間保存する。 

（4）障害発生時の対応 

甲および乙は、CI-NET による EDI に障害が生じた場合、あるいは障害が

発生することが判明した時は、「8.運用体制、連絡方法」に定める相手方の

責任者に直ちにその旨通知し、速やかに対応を図る。 

（5）コンピュータ・ウィルスへの対応 

甲および乙は、相手方へのコンピュータ・ウィルスの感染を未然に防ぐた

め、自身の装置へのコンピュータ・ウィルス感染の診断と対応に努め、問

題を発見した場合は直ちにこれに対処する。 

 

7. 費用負担 

 CI-NET による EDI の利用に要する費用の負担は、全て導入する側で負担す

る。 

（1）初期導入費用； 初期導入費用としては以下の項目があげられる。 

コンピュータ、基本ソフトウェア（OS）、CI-NET 対応アプリケーション

ソフトウェアもしくは ASP サービス利用時の初期登録費、インターネット

通信回線開設費、企業識別コード登録料、認証局により発行された電子証

明書（公開鍵付き）初期登録費 

（2）運用費用； 運用費用は、以下の項目があげられる。 

 インターネット通信回線利用料、コンピュータ運用経費（用紙、

電気代など）、メールサービス等利用料、CI-NET 対応ソフト・ASP サービ

ス等利用料、企業識別コード、電子証明書更新料、等 
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＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5-2 費用負担例 
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8. 責任範囲 

 甲および乙の責任範囲は、下図に示す通りとする。 

 

＜発注側（甲）＞ ＜受注側（乙）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5-3 責任範囲の例 

 

【補足】 

ASP サ－ビスあるいは市販ソフトウェアを利用する場合の責任範囲については、採

用するシステム構成に応じて、そのベンダとの契約内容を確認していただきたい。 
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9. 運用体制、連絡方法 

運用体制および連絡方法は、運用条件確認書において定める。 

 

10. 変更の方法 

甲および乙は、本運用マニュアルの記載内容に変更が生じた場合、その旨の

内容変更を遅滞なく相手方に申し入れる。 

甲乙いずれかが本運用マニュアルの内容変更を相手方に申し入れた場合は、

相手方は誠意をもって協議に応じるものとし、「CI-NET による EDI に関する

データ交換協定書」の有効期間中であっても甲乙協議して本運用マニュアル

を変更することができるものとする。 

 「CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書」改定時には、あわせて本

運用マニュアルも改訂する。 

 

本運用マニュアル締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、

各 1 通を保有する。 

 

     年 月 日 

 

     甲） 

       印 

 

     乙） 

       印 
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■CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用条件確認書（参考例） 
    年   月   日 

（1）連絡先 

 甲 乙 

企業名   

法人番号5 □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 

本・支店名   

所在地 
〒 

 

〒 

システム 

運用責任者 

部署   

氏名 
 

印 

 

印 

住所 

〒 

 

 

〒 

TEL   

FAX   

連絡用 

Ｅ-mail 

  

システム 

技術責任者 

部署   

氏名 
 

印 

 

印 

住所 

〒 

 

 

〒 

TEL   

FAX   

連絡用 

Ｅ-mail 

  

 
（2）通信環境 

 甲 乙 

標準企業コード6 □□□□□□-□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□ 

EDI 用アドレス7 
  

利用する ASP サービス

名、ソフトウェア名ある

いはプロバイダ名 

(サポート電話番号) 

 

 

（               ） 

 

 

（               ） 

 

（3）運用日時 

甲および乙の営業日の **時より **時の間とする。  

                                                
5 法人番号：国税庁より指定・通知された法人番号 13 桁。個人事業主等で未通知の場合は記載しない 
6 標準企業コード：12 桁。企業識別コード(6 桁)+枝番(6 桁) 
7 EDI 用アドレス：利用する通信手段が電子メールの場合には電子メールアドレスを、ebMS の場合には

FQDN(ホスト名+ドメイン名)もしくは IP アドレスを記載する 
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改訂履歴    

日付  事由  

平成 29 年 2 月 8 日  ASP サービス経由の利用を例示  

法人番号および通信環境変更による運用条件確認書の

改訂  
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8.2.3. 技術検討 WG 

(1) 新暗号アルゴリズム対応のための暗号強度の高度化スケジュール 
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(2) SHA256対応電子証明書プロファイル（2017/02/27） 

 

 

設定値
行 フィールド名 設定者 区分 値 区分 値

SHA-1対応 SHA256対応

(平成29年3月31日発行まで) (平成29年4月1日発行から)

証明書基本部

1
バージョン
（version）

認証局 必須 V3 必須 V3

2
シリアル番号
（serialNumber）

認証局 必須 正の整数(16桁） 必須 正の整数(16桁）

3
署名
（signature）

認証局 必須
sha1 with RSA Encryption
(1.2.840.113549.1.1.5)

必須
sha256 with RSA Encryption
(1.2.840.113549.1.1.11)

拡張
(160から
256ビット)

4
発行者
（issuer）

認証局 必須 CN=発行者 必須
C=JP, O=Nippon Denshi Ninsho
Co.Ltd., OU=CI-Standard2
Certification Authority

5
有効期間
（validity）

認証局 必須
開始時刻（例：年月日時分秒）
終了時刻（例：年月日時分秒）

必須
開始時刻（例：年月日時分秒）
終了時刻（例：年月日時分秒）

有効期間
は3年30
日

6
所有者
（subject）

認証局
登録局 必須 C=国名（例：JP） 必須 C=国名（例：JP）

7
認証局
登録局 必須 O=組織名（例：CI-NET） 必須 O=組織名（例：CI-NET）

8
ユーザ/
登録局

必須
OU=「CompanyCode-」とユーザの標
準企業コード（12桁）

必須
OU=「CPN-」の4桁に続けて、ユーザ

企業名（64桁=4+60）注1

記載場所
の変更

9
ユーザ/
登録局 任意 なし 任意

OU=「CMN-」の4桁に続けて、JCN法
人番号+「+」+枝番相当（27桁

=4+3+13+1+6）注1

新設

10
ユーザ/
登録局

任意 なし 必須
OU=「CompanyCode-」とユーザ標準
企業コード（24桁=12+12）

記載場所
の変更

11
ユーザ/
登録局

任意 なし 任意
OU=「TID-」の4桁に続けて、端末ID

（64桁=4+60）注1、注2 新設

12
ユーザ/
登録局

必須
CN=ユーザ名または識別コード
(現行はユーザ企業名)

必須

CN=職務権限者である職務権限名あ
るいは個人名(64桁)
職務権限名の場合、「SHOKUMU-

KENGENSHA」と固定注3

記載内容
の変更

13
ユーザ/
登録局

必須 E=ユーザの電子メールアドレス 必須
E=ユーザの電子メールアドレス
(80桁)

14
所有者公開鍵
（subjectPublicKeyInfo）

顧客/登
録局 必須 RSA公開鍵（例：1024ビット） 必須 RSA公開鍵（例：2048ビット）

拡張
(1024から
2048ビッ
ト)

証明書標準拡張部

15
認証局鍵識別
（authorityKeyIdentifier）

認証局 任意

keyID=（例：発行者の公開鍵のSHA-1
ハッシュ（160bit））
authorityCert=発行者のDN（識別名）
とシリアル番号

任意

keyID=（例：発行者の公開鍵のSHA-1
ハッシュ（160bit））
authorityCert=発行者のDN（識別名）
とシリアル番号

16
所有者鍵識別
（subjectKeyIdentifier）

認証局 任意 （例：公開鍵のSHA-1） 任意 （例：公開鍵のSHA-1）

17
鍵種別
（keyUsage）

認証局 必須
digitalSignature, keyEncipherment
(0xA0)

必須

digitalSignature、
nonRepudiation、
keyEncipherment
注4

「nonRepu
diation」を
追加(新
設)

18
拡張鍵種別
（extendedKeyUsage）

認証局 任意 － 任意 －

19
証明書ポリシー
（certificatePolicies）

認証局 任意 認証局のOID 任意 認証局のOID

20
所有者別名
（subjectAltName）

顧客/登
録局 任意

rfc822name=ユーザの電子メールアド
レス

任意
rfc822name=ユーザの電子メールアド
レス

21
基本制約
（basicConstraints）

認証局 任意 cA=FALSE 任意 cA=FALSE

22
CRL分配点
（cRLDistributionPoints）

認証局 任意 （例：URL等） 任意 https://rep.cistd.com/cis2/cis_crl.crl

23 netscape-cert-type 認証局 任意 － 任意 －

SHA-1
対応から
の変更

OUの順番

変更

OUへ移行
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注 

 8、9、11 行：OU=CPN-(ユーザ企業名)、OU=CMN-(法人番号・枝番相当)、OU=TID-(端

末 ID）は、使用しないものでも 接頭語は「あり」とし、パラメータはなし(Null)とす

る。  

11 行：端末 ID は機種により一律な設定にできないため、接頭語は「MAC-、IMEI-、

UDID」等の検討が必要である。 

12 行：CI-NET 仕様では、CI-NET 電子証明書は、職務権限者を証明する。ただし、

CN に個人名を記載することも許容する。 

個人名記載の場合、異動、退職などにより、都度発行が発生し請負契約や物品調達等の

円滑な運用に適しない。また、建設産業の調達業務では、業務フローの各場面で職務権

限者が異なり、業務は調達、施工、支払と遷移するが、ひとつの案件はひとつの電子証

明書で処理を行うことが一般的である等の理由により、企業内で定めた職務権限者

(SHOKUMU-KENGENSHA)を CN に記載し、電子証明書はそれを証明する。 

17 行：利用用途を指定する。  

digitalSignature 電子署名利用 

nonRepudiation 否認防止 

keyEncipherment (0xA0) 重要情報送信(例えば、共通鍵、パスワード等短い情報に限

る) 
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(3) 新暗号アルゴリズム対応の ASPおよびパッケージ間の連携実証業務報告 

 

一般財団法人 建設業振興基金 御中 

 

 

 

新暗号アルゴリズム対応の ASPおよびパッケージ間の連携実証業務 

(新暗号アルゴリズム対応連携実証業務) 

 

報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 7月 

 

 

 

連携実証チーム 

代表 株式会社 CI ラボ 

株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 

シーイーエヌソリューションズ株式会社 

日本電気株式会社 

株式会社富士通マーケティング 
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1. 業務の目的 

暗号化や署名に利用されているハッシュ関数 SHA-1および公開鍵暗号方式RSA1024について、暗

号技術検討会（事務局：総務省・経済産業省）等において安全性の低下により将来問題が生じる可能性

が指摘された。 それを受けて、総務省より、国民等と行政機関との間での手続きに利用される暗号アル

ゴリズムに SHA-2およびRSA2048を利用する移行方針が示され、現在では、それらの手続きは移行完

了あるいは移行終盤に向かいつつある。その結果、CI-NETを旧暗号アルゴリズムの状態に留めておくと

旧暗号アルゴリズムのツール(ソフト等)が市場に出回らなくなることにより CI-NET の拡張時に必要となる

ツールが利用し難い事態が想定されることから、CI-NET の電子証明書においても、SHA-2 および

RSA2048に移行を決定した。 移行開始は平成 29年 4月である。 

また、今後にさらなるセキュリティ対策強化が求められる可能性や、ユーザ利便性を向上等においても

高度な機能が求められる可能性が想定されるため、新暗号アルゴリズムの移行のタイミングに合わせて電

子証明書プロファイルの見直しを行い、プロファイル項目の追加や移動等を行った。 

本委託業務では、新暗号アルゴリズムに移行しかつプロファイルの見直しを行った CI-NET 電子証明

書(以下「新 CI-NET 電子証明書」という。)を利用して CI-NET 電子商取引を行った場合、ASP と ASP

あるいはパッケージ間におけるメッセージ等の送受信状況を調査(以下「連携実証」という。)し、ユーザが

支障なく CI-NET電子商取引を実施できることを実証することを目的とする。 

 

 

図 CI-NETの暗号移行スケジュール 

  

( 2015年)          (2016年)
平成27年3月 平成28年5月 (2017年) (2020年)

▼ ▼平成29年4月 平成32年4月
▼ ▼

■CI-NETサービス(ASP、PKG等)
システム改修、テスト

■CI-NETユーザ企業
自社システム改修、テスト

■認証局
電子証明書の新たな暗号アルゴ
リズムへの切り替え

従来の暗号方式のみ使用

フェーズ 1

従来、新たな暗号方式が混在

フェーズ ２

新たな暗号方式
のみ使用

フェーズ ３
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2. 電子商取引の要件 

国土交通省では、適切な電子商取引の普及を通じて、建設産業の健全な発達を確保するため、書面

の交付、書面による手続等が義務付けられている規定について、一定の技術的要件の下に情報通信技

術の利用による代替措置を認めることとした（建設業法平成 13 年 4 月 1 日施行）。また契約当事者間の

紛争を防止する等安全な電子商取引を促進する観点から、自己責任の下に情報通信の技術の利用によ

り建設工事の請負契約を締結しようとする者の参考として、同法施行規則(以下｢規則｣という。) 第 13 条

の 2 第 2 項（建設業法施行規則等の一部を改正する省令（平成 13 年国土交通省令第 42 号）により追

加）に規定する「技術的基準」に係るガイドライン「建設業法施行規則第 13条の 2第 2項に規定する「技

術的基準」に係るガイドライン(平成 13年 3月 30日)」を定めた。 

そのガイドラインには下表の要件が定められており、新 CI-NET 電子証明書を利用した電子商取

引を実施するに当たって、その法的要件に対応することが求められている。 

本連携実証では、「表－１ 法的要件」を満たした上で、ユーザが支障なく新CI-NET電子証明書

を利用して CI-NET電子商取引が実施できることを実証する。 

 

表－１  法的要件 

法的要件の内容 要件に対応するための CI-NET LiteS実装規約の

規則 

公開鍵暗号方式による電子署名の採

用 

ダイジェスト・アルゴリズム SHA256、ダイジェスト暗

号化アルゴリズム RSA（鍵長 2,048 ビット）で作成し

た電子署名を、S/MIME 方式で電子メールに添付

して送信しなければならない。 
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3. 連携実証について 

(1) 手順 

 下記の流れに従い実施した。 

 

 連携実証シナリオの検討 

  ○対象業務領域（メッセージ種類、基本フロー／イレギュラーフロー等） 

  ○データフローのバリエーションと検証範囲 

 

 連携実証スケジュール調整［ASPおよびパッケージベンダー］ 

  ○連携実証データ収集、連携実証環境構築、連携実証のスケジューリング 

 

 

 連携実証データ収集                  連携実証環境構築 

  ○連携実証データの収集、作成           ○連携実証環境の構築 

  

 

 連携実証［ASPおよびパッケージベンダー］ 

  ○連携実証 

 

 連携実証結果とりまとめ [CI ラボ] 

  ○連携実証結果の回収 

  ○整理・分析 等 

 

 CI-NET解決課題の整理 

  ○課題整理 

  

(2) 体制 

統括： 株式会社 CI ラボ 

連携実証： ASP（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム、日本電気株式会社、株式会社富

士通マーケティング） 

 パッケージベンダー(シーイーエヌソリューションズ 株式会社) 

(3) スケジュール 

平成 28年 5月～7月 

 

(4) 実証範囲 

1) メッセージ 

 本連携実証作業は、SHA-2 ダイジェスト・アルゴリズム、RSA2048 による暗号化復号、ならびに

新しい電子証明書プロファイルに関するものであり、メッセージの種類に依存しないため本連携実

証作業では注文に係る下記メッセージを利用する。 



 

350 

 

① 確定注文・注文請けメッセージ 

 

2) 実証事項 

本連携実証では、以下の観点により、ユーザが支障なくCI-NET電子商取引を実施できることを

実証する。 

① メッセージが送信できること。 

② メッセージが受信できること。 

③ 受信確認メッセージが送信できること。 

④ 受信確認メッセージが受信できること。 

⑤ 本人性および非改ざん性が確認できること。 

 

3) 実証作業 

別紙 2「新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート」を参照のこと。 

 

(5) 実証環境 

送受信の組み合わせおよび各社の標準企業コード(企業識別コード6桁+枝番6桁)等の環境は、別紙

3「新暗号アルゴリズム対応連携実証 環境情報一覧」を参照のこと。 

 

4. 総括 

別紙 1の実証結果報告に見られるように ASP と ASP間、ASP とパッケージソフト間の全ての連携を

成功裏に実施できた。 

また、本人性・非改ざん性については問題無かった。 

新暗号アルゴリズム対応連携実証チェックシート並びに実証環境情報の一覧は別紙 2、別紙 3 に

記述した。 

 

以上 
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別紙 1 

実証結果報告 

 

ASP3 社（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム、日本電気株式会社、株式会

社富士通マーケティング）、パッケージベンダー1 社（シーイーエヌソリューションズ株式会社）

によって相互にメッセージを送受することにより下記項目について確認を行った。 

⑥ メッセージが送信できること。 

⑦ メッセージが受信できること。 

⑧ 受信確認メッセージが送信できること。 

⑨ 受信確認メッセージが受信できること。 

⑩ 本人性および非改ざん性が確認できること。 

 なお、現在使用中のハッシュ関数 SHA-1 並びに移行予定のハッシュ関数 SHA-2 について移行

期間には SHA-1 と SHA-2 が入り混じることから SHA-1 と SHA-1、SHA-2 と SHA1、SHA-2

と SHA-2、SHA-2 と SHA-1 の組合せについて全て確認を行った。 

 

１． 株式会社富士通マーケティングによる実証実験報告 

(1) ASP-ASP 間連携実証 ① 

 実施日： 平成 28 年 6 月 22 日 

 発注者企業役：WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 受注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム） 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(FJMtoCEC_20160620_実施結果) 

(2) ASP-ASP 間連携実証 ② 

 実施日： 平成 28 年 7 月 2 日 

 発注者企業役：LitesNEO(日本電気株式会社) 

 受注者企業役：WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証作

業において、問題なく導通確認を実施できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(NECtoFJM_20160701_実施結果) 

(3) ASP-パッケージソフト間連携実証 

 実施日： 平成 28 年 7 月 2 日 

 発注者企業役：LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 受注者企業役：WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証
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作業において、問題なく導通確認を実施できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(CENStoFJM_20160707_実施結果) 

２． 株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムによる実証実験報告 

(1) ASP-ASP 間連携実証 ① 

 実施日： 平成 28 年 6 月 16 日 

 発注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム） 

 受注者企業役： LitesNEO(日本電気株式会社) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

別紙 2：連携実証 チェックシート(CIWEB to LitesNEO 実施結果) 

(2) ASP-ASP 間連携実証 ② 

 実施日： 平成 28 年 6 月 22 日 

 発注者企業役：WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 受注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム） 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証作

業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

 別紙 1：連携実証 チェックシート(WEBCON to CIWEB 実施結果) 

(3) ASP-パッケージソフト間連携実証 

 実施日： 平成 28 年 7 月 6 日 

 発注者企業役：LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 受注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム） 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業において、問題なく導通確認を実施できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(LitesNAVI to CIWEB 実施結果) 

３． 日本電気株式会社による実証実験報告 

(1) ASP-ASP 間連携実証 ① 

 実施日： 平成 28 年 6 月 16 日 

 発注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム） 

 受注者企業役： LitesNEO(日本電気株式会社) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

別紙 2：連携実証 チェックシート(CIWEB to LitesNEO 実施結果) 

 

(2) ASP-ASP 間連携実証 ② 

 実施日： 平成 28 年 7 月 1 日 



 

353 

 

 発注者企業役： LitesNEO(日本電気株式会社) 

 受注者企業役： WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証作

業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

別紙 2：連携実証 チェックシート(LitesNEO to WEBCON 実施結果) 

(3) ASP-パッケージソフト間連携実証 

 実施日： 平成 28 年 7 月１日 

 発注者企業役：LitesNEO(日本電気株式会社) 

 受注者企業役：LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業において、問題なく導通確認を実施できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(LitesNEO to LitesNAVI 実施結果) 

４． シーイーエヌソリューションズ株式会社による実証実験報告 

(1) ASP-パッケージソフト間連携実証 ① 

 実施日： 平成 28 年 7 月 1 日 

 発注者企業役： LitesNEO(日本電気株式会社) 

 受注者企業役： LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

別紙 2：連携実証 チェックシート(LitesNEO to LitesNAVI 実施結果) 

(2) ASP-パッケージソフト間連携実証 ② 

 実施日： 平成 28 年 7 月 6 日 

 発注者企業役：LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 受注者企業役：CIWEB（株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム）  

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証作

業を実施した結果問題なく導通確認できた。 

 別紙 1：連携実証 チェックシート(LitesNAVI to CIWEB 実施結果 ) 

(3) ASP-パッケージソフト間連携実証 ③ 

 実施日： 平成 28 年 7 月 7 日 

 発注者企業役：LitesNAVI(シーイーエヌソリューションズ株式会社) 

 受注者企業役：WEBCON(株式会社富士通マーケティング) 

 実施結果 

下記実施結果チェックシートの通り、４パターンの組み合わせにより連携実証

作業において、問題なく導通確認を実施できた。 

 別紙 2：連携実証 チェックシート(LitesNAVI to WEBCON 実施結果) 
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別紙 2 

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート 

株式会社富士通マーケティング報告分 

FJMtoCEC_20160620_実施結果 

 

 

 

株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム
株式会社富士通マーケティング

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

WEBCON
受注企

業

CIWEB
受注者

ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 6/22 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 6/22

①－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 6/22 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 6/22

②－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 6/22 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 6/22

③－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 6/22 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 6/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 6/22 ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 6/22

④－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －
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NECtoFJM_20160701_実施結果 

 

 

  

日本電気株式会社

株式会社富士通マーケティング

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

Lites
NEO

受注企
業

WEBC
ON

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

①－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

②－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

③－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

④－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －
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CENStoFJM_20160707_実施結果 

 

 

シーイーエヌソリューションズ株式会社
株式会社富士通マーケティング

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

Lites
Navi

受注企
業

WEBCON
受注者

ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 7/7

①－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

①－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 7/7

②－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

②－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 7/7

③－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

③－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 7/7

④－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

④－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －
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株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム報告分 

CIWEB to LitesNEO 実施結果 

 

 

 

 

  

資料C-①-1：チェックシート(CEC→NEC)

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

CIWEB
調達
ｻｲﾄ

受注企
業

Lites
NEO

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

①－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

②－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

③－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

④－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －
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WEBCON to CIWEB 実施結果 

 

 

 

  

資料C-③-1：チェックシート(FJM→CEC)

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

WEBCON
受注企

業

CIWEB
受注者

ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 06/22 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 06/22

①－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 06/22 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 06/22

②－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 06/22 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 06/22

③－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 06/22 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 06/22 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 06/22 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 06/22 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 06/22 ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 06/22

④－６ [注文請け]原本確認 06/22 ○ － － － － －
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LitesNAVI to CIWEB 実施結果 

 

 

発注企
業

Lites
Navi

受注企
業

CIWEB
受注者

ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 07/06

①－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

①－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 07/06

②－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

②－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 07/06

③－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

③－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 07/06

④－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

④－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －
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CIWEB to LitesNEO 実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料C-①-1：チェックシート(CEC→NEC)

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

CIWEB
調達
ｻｲﾄ

受注企
業

Lites
NEO

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

①－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

②－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

③－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 06/16 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名
06/16 ○ ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 06/16 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 06/16 ○ ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 06/16 ○ － － － 06/16 ○

④－６ [注文請け]原本確認 06/16 ○ － － － － －
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LitesNEO to WEBCON 実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本電気株式会社

資料C-②-1：チェックシート(NEC→FJM）

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

Lites
NEO

受注企
業

WEBC
ON

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

①－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

②－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

③－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 7/1 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/1 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 7/1 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/1 ASP証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/1

④－６ [注文請け]原本確認 7/1 ○ － － － － －
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LitesNEO to LitesNAVI 実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本電気株式会社

資料C-④-1：チェックシート(NEC→CENS)

新暗号アルゴリズム対応連携実証 チェックシート

発注企
業

Lites
NEO

受注企
業

LitesN
AVI

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

①－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

②－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

③－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

④－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －
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シーイーエヌソリューションズ株式会社報告分 

LitesNEO to LitesNAVI 実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙2-④-1_チェックシート(NEC－CENS)

発注企
業

Lites
NEO

受注企
業

LitesN
AVI

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

①－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

②－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

③－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－１ [確定注文]の送信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 07/01 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 07/01 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/01 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 07/01 ○ － － － ○ 07/01

④－６ [注文請け]原本確認 07/01 ○ － － － － －
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LitesNAVI to CIWEB 実施結果 

 

 

  

別紙3-⑤-1_チェックシート(CENS－CEC)

発注企
業

Lites
Navi

受注企
業

CIWEB
受注者

ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 07/06

①－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

①－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 07/06

②－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

②－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 07/06

③－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

③－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

07/06 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 07/06

④－１ [確定注文]の送信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 07/06 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 07/06 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 07/06 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 07/06

④－６ [注文請け]原本確認 07/06 ○ － － － － －
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LitesNAVI to WEBCON 実施結果 

 

 

 

  

別紙4-⑤-1_チェックシート(CENS－FJM)

発注企業
Lites
Navi

受注企業
WEBCON

受注者
ｻｲﾄ

①発注者：旧SHA-1←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

①－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 7/7

①－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

①－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

①－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

①－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －

②発注者：新SHA-2←→受注者：旧SHA-1でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

②－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(旧SHA-1署名)
○ 7/7

②－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

②－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

旧SHA-1署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】 →
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

②－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

②－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －

③発注者：新SHA-2←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

③－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(新SHA-2署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 7/7

③－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

③－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
新SHA-2秘密鍵

【復号化】 ←
新SHA-2公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

新SHA-2署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

③－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

③－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ －  － － －

④発注者：旧SHA-1←→受注者：新SHA-2でのテスト

確認日
2016

チェック
○oｒ× ｱｸｼｮﾝ

暗号／復号化
利用証明書 方向

暗号／復号化
利用証明書 ｱｸｼｮﾝ

チェック
○oｒ×

確認日
2016 備考 評価

④－0
シナリオ準備
[見積]の送受信

7/7 ○
送信
受信

(旧SHA-1署名)

新SHA-2公開鍵
【暗号化】

旧SHA-1秘密鍵
【復号化】

→
←

新SHA-2秘密鍵
【復号化】

旧SHA-1公開鍵
【暗号化】

送信
受信

(新SHA-2署名)
○ 7/7

④－１ [確定注文]の送信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－２ 受信確認の受信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ASP証明書で署名

④－３ [注文請け]の送信 7/7 ○ 受信
旧SHA-1秘密鍵

【復号化】 ←
旧SHA-1公開鍵

【暗号化】
送信

新SHA-2署名 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－４ 受信確認の受信 7/7 ○
送信

旧SHA-1署名
新SHA-2公開鍵

【暗号化】 →
新SHA-2秘密鍵

【復号化】
受信 ○ 7/7 ﾕｰｻﾞ証明書で署名

④－５ [確定注文]原本確認 － － － － － ○ 7/7

④－６ [注文請け]原本確認 7/7 ○ － － － － －
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別紙 3 

新暗号アルゴリズム対応連携実証 環境情報一覧 

 

 

 

新暗号アルゴリズム対応連携実証　環境情報一覧

発注側 受注側
　

① CEC－NEC間　暗号化強化確認環境情報
ＣＥＣ　（SHA1環境） ＣＥＣ　（SHA1環境） ＮＥＣ　（SHA1環境） ＮＥＣ　（SHA1環境）

発注者 テスト＿ＣＥＣ建設１ ASPセンター 【CIWEB調達・試験環境】 ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 受注者

取引企業コード 222222 PPS001 ASP企業コード ASP企業コード 212976 000021 取引企業コード 212976 000021

送受信E-Mail
PROCURE@pilot-
ciweb.construction-ec.com

送受信E-Mail lndemo@litesneo.com

証明書内企業コード 222222 PPS001 証明書内企業コード 222222 PPS000 証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 116045 999999

証明書内E-MAIL
PROCURE@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
PROCURE@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

ＣＥＣ　（SHA256環境） ＣＥＣ　（SHA256環境） ＮＥＣ　（SHA256環境） ＮＥＣ　（SHA256環境）
発注者 テスト＿ＣＥＣ建設１ ASPセンター 【CIWEB調達・試験環境】 ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 受注者

取引企業コード 222222 PPS001 ASP企業コード ASP企業コード 212976 000021 取引企業コード 212976 000021

送受信E-Mail
PROCURE@pilot-
ciweb.construction-ec.com

送受信E-Mail lndemo@litesneo.com

証明書内企業コード 222222 PPS001 証明書内企業コード 222222 PPS000 証明書内企業コード 212976 000021 証明書内企業コード 212976 000021

証明書内E-MAIL
PROCURE-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
PROCURE-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL lndemo@litesneo.com 証明書内E-MAIL lndemo@litesneo.com

② NEC－FJM間　暗号化強化確認環境情報
ＮＥＣ　（SHA1環境） ＮＥＣ　（SHA1環境） FJM　（SHA1環境） FJM　（SHA1環境）

発注者 【日電発注者】 ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 受注者 【竹田建設株式会社】

取引企業コード 212976 000021 ASP企業コード 212976 000021 ASP企業コード 117330 999016 取引企業コード 002000 000009
送受信E-Mail lndemo@litesneo.com 送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp

証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 117330 999017

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp

ＮＥＣ　（SHA256環境） ＮＥＣ　（SHA256環境） FJM　（SHA256環境） FJM　（SHA256環境）

発注者 【日電発注者】 ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 受注者 【竹田建設株式会社】

取引企業コード 212976 000021 ASP企業コード 212976 000021 ASP企業コード 117330 999016 取引企業コード 002000 000009
送受信E-Mail lndemo@litesneo.com 送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp

証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 212976000021 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 002000 000009

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL lndemo@litesneo.com 証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp

③ FJM－CEC間　暗号化強化確認環境情報
FJM　（SHA1環境） FJM　（SHA1環境） ＣＥＣ　（SHA1環境） ＣＥＣ　（SHA1環境）

発注者 【竹田建設株式会社】 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 ASPセンター 【CIWEB受注者・試験環境】 受注者 テストＣＥＣ

取引企業コード 002000 000009 ASP企業コード 117330 999016 ASP企業コード 取引企業コード 222222PA0004

送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp 送受信E-Mail
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内企業コード 117330 999017 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 222222P00000 証明書内企業コード 222222PA0004

証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL
ASP@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
ASP@pilot-
ciweb.construction-ec.com

FJM　（SHA256環境） FJM　（SHA256環境） ＣＥＣ　（SHA256環境） ＣＥＣ　（SHA256環境）

発注者 【竹田建設株式会社】 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 ASPセンター 【CIWEB受注者・試験環境】 受注者 テストＣＥＣ

取引企業コード 002000 000009 ASP企業コード 117330 999016 ASP企業コード 取引企業コード 222222PA0004

送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp 送受信E-Mail
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内企業コード 002000 000009 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 222222P00000 証明書内企業コード 222222PA0004

証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

④ CENS－NEC間　暗号化強化確認環境情報
ＮＥＣ　（SHA1環境） ＮＥＣ　（SHA1環境） ＣＥＮＳ（SHA1環境）

ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 ○注者 ○注者

ASP企業コード 212976 000021 取引企業コード 212976 000021 取引企業コード 222205 000004
送受信E-Mail lndemo@litesneo.com 送受信E-Mail ci-net04@censol.com

証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 222205 000004

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com

ＮＥＣ　（SHA256環境） ＮＥＣ　（SHA256環境） ＣＥＮＳ（SHA256環境）

ASPセンター 【LitesNEO試験環境】 ○注者 【日電発注者】 ○注者

ASP企業コード 212976 000021 取引企業コード 212976 000021 取引企業コード 222205 000004
送受信E-Mail lndemo@litesneo.com 送受信E-Mail ci-net04@censol.com

証明書内企業コード 212976000021 証明書内企業コード 116045 999999 証明書内企業コード 222205 000004

証明書内E-MAIL lndemo@litesneo.com 証明書内E-MAIL
cinet@lndemo.asp.necsoft.co
m

証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com

⑤ CENS－CEC間　暗号化強化確認環境情報
ＣＥＮＳ（SHA1環境） ＣＥＣ　（SHA1環境） ＣＥＣ　（SHA1環境）

○注者 ASPセンター 【CIWEB受注者・試験環境】 受注者 テストＣＥＣ

取引企業コード 222205 000004 ASP企業コード 取引企業コード 222222PA0004

送受信E-Mail ci-net04@censol.com 送受信E-Mail
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内企業コード 222205 000004 証明書内企業コード 222222P00000 証明書内企業コード 222222PA0004

証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com 証明書内E-MAIL
ASP@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
ASP@pilot-
ciweb.construction-ec.com

ＣＥＮＳ（SHA256環境） ＣＥＣ　（SHA256環境） ＣＥＣ　（SHA256環境）

○注者 ASPセンター 【CIWEB受注者・試験環境】 受注者 テストＣＥＣ

取引企業コード 222205 000004 ASP企業コード 取引企業コード 222222PA0004

送受信E-Mail ci-net04@censol.com 送受信E-Mail
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内企業コード 222205 000004 証明書内企業コード 222222P00000 証明書内企業コード 222222PA0004

証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com 証明書内E-MAIL
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

証明書内E-MAIL
ASP-C@pilot-
ciweb.construction-ec.com

⑥ CENS－FJM間　暗号化強化確認環境情報
ＣＥＮＳ（SHA1環境） FJM　（SHA1環境） FJM　（SHA1環境）

○注者 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 受注者 【竹田建設株式会社】

取引企業コード 222205 000004 ASP企業コード 117330 999016 取引企業コード 002000 000009
送受信E-Mail ci-net04@censol.com 送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp

証明書内企業コード 222205 000004 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 117330 999017
証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com 証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp

ＣＥＮＳ（SHA256環境） FJM　（SHA256環境） FJM　（SHA256環境）

○注者 ASPセンター 【WEBCON試験環境】 受注者 【竹田建設株式会社】

取引企業コード 222205 000004 ASP企業コード 117330 999016 取引企業コード 002000 000009
送受信E-Mail ci-net04@censol.com 送受信E-Mail test016@cinet.websuite.ne.jp

証明書内企業コード 222205 000004 証明書内企業コード 117330 999016 証明書内企業コード 002000 000009
証明書内E-MAIL ci-net04@censol.com 証明書内E-MAIL test016@cinet.websuite.ne.jp 証明書内E-MAIL test017@cinet.websuite.ne.jp
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(4) CI-NET電子証明書の申込み方法についての調査のまとめ 

電子証明書内容変更のお知らせ(平成 29 年 1 月 31 日) 
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(5) CI-NET準拠基準 

(a) 「CI-NET 実装規約準拠基準」の方針 

 

平成 29年 1月 

「CI-NET LiteS実装規約準拠基準」の方針（案） 

一般財団法人建設業振興基金  

建設産業情報化推進センター 

情報化評議会 

1. CI-NET LiteS実装規約準拠評価の目的 

本定義書は、CI-NET を利用した電子商取引における ASP サービス、パッケージ製品およびそ

の他の EDI サービス（以下、「CI-NET サービス」という。）を対象として、既存の CI-NET 利用者と

の間で円滑なデータ交換を実現するために必要な評価要件を提示することを目的とする。 

 

2. CI-NET LiteS実装規約準拠の要件 

CI-NET 規約準拠を謳う CI-NETサービスは、以下のすべてに準拠しなければならない。 

 「CI-NET標準ビジネスプロトコル」（以下、「標準 BP」という。） 

 「CI-NET LiteS実装規約」（以下、「実装規約」という。） 

 

3. 対象業務の範囲 

CI-NET 規約準拠を謳う CI-NET サービスは、実装規約に定義される業務のうち、以下のいず

れかの範囲を実装しなければならない。また、実装する対象業務を新設または変更した場合は、そ

の旨を遅滞なく、情報化評議会に報告しなければならない。 

ⅰ. 実装規約の情報伝達規約と情報表現規約をカバー 

ⅱ. 根幹業務(見積～出来高請求）をカバーとオプション業務 

ⅲ. 単体業務をカバー 

 

4. CI-NET LiteS実装規約準拠の評価試験実施方法 

CI-NET 規約準拠を謳うためには、以下の手順で評価試験を実施した後、情報化評議会に実施

結果を報告する。 

(１) 適合性試験 

 新規 CI-NETサービス開発業者内で適合性試験を実施 

 適合性試験の実施方法は、「CI-NET適合性試験手順書」に従うこと 

(２) 相互運用性試験 

 （適合性試験の実施、実施結果の承認後）新規 CI-NET サービス開発業者および既存ベン

ダ（数社）間の相互運用試験を実施 

 相互運用試験の実施方法は、「CI-NET相互運用性試験手順書」に従うこと 
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5. 評価方法 

情報化評議会委員会において、評価を行い、政策委員会の承認を受ける。 

 

6. 公開の方法 

本定義書に基づく評価結果については、一般財団法人建設業振興基金 CI-NETのホームペー

ジ（http://www.kensetsu-kikin.or.jp/）上等に公開する。なお、公開情報項目は以下とする。 

 サービス／製品等の名称 

 開発・提供元の企業名 

 対象業務の範囲 

※ 適合性試験や相互運用性試験に関する異議申し立てがあった場合には、公開を取り下げる場合があ

る。 

以上 
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(b) CI-NET 適合性試験手順書 

 

 

CI-NET適合性試験手順書（案） 

 

1. 目的 

 CI-NET適合性試験は、新規 CI-NET サービス開発業者内の送受信テストにおいて、各メッ

セージのデータ項目が実装規約に準拠された形式であるかを検証するために行う。 

 

2. 当試験の対象 

（1） メッセージの範囲 

システムに実装するメッセージを対象として実施する。 

 

（2） 項目確認の範囲 

新規 CI-NET サービス開発業者の ASP 間で基本的な情報が適切に受け渡せているかを確認

する。 

① メッセージグループヘッダへのセット情報 

② メッセージ本文へのセット情報 

③ 署名（証明書情報） 

④ 暗号化/復号 

⑤ トランスレータ結果 

  

3. 実施方法 

 下記に示す実施方法を参考として、適合性試験を実施する。 

⑥ 事務局から提供される“適合試験用データ（簡易版）”、“適合試験用データ（実データ版）”を用

いて、新規 CI-NETサービス開発業者の ASP間で、実装規約に準拠したメッセージの送受信

が可能か検証する。 

① 各メッセージで実施した検証結果を、「適合性試験チェックシート」に記載する。 

② 検証結果を、情報化評議会に報告して、適合性試験の試験結果について承認を受ける。 
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4.テストシナリオ案 

 (１)テストイメージ（購買見積依頼、見積回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)テスト分類 

 下記(A)から(D)パターン基づきテストを実施する 

  (A)技術情報の有無によるパターンテスト 

   (A－１) 技術情報 無し（０個） 

   (A－２) 技術情報 有り（１個） 

 

  (B)ファイル数、種類パターン 

   (B－１) 単一ファイル 

   (B－２) 複数ファイル 

 

  (C)メッセージ件数パターン 

   (C－１)メッセージ件数 １件 (数 KB相当) 

   (C－２)メッセージ件数  N件（数MB相当） 

  

  (D)エラーケースのテスト 

   (D－１)メッセージ件数 不正データなし 

   (D－２)メッセージ件数  不正データあり 

 

 

 

新規サービス開発業者開発業者

（受信用 ASP） 

購買見積 

受信確認 

 

復号 

送信対象 

Mail System 

CII 

 

CII 

 
署名 

暗号化 

Mail System 

受信 

送信対象 

CII 

 
署名 

暗号化 

見積回答 

S/MIME 暗号化 

Message(Request) 
復号 

CII 

 

受信 

受信確認 

 

S/MIME 暗号化 

Message(Request) 

新規サービス開発業者開発業者

（送信用 ASP） 
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GetMessage（ダウンロード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サーバ クライアント 

受信要求 

受信要求受領＋

＋ 

 

 ReliabilityAck(Request) 

メッセージ 

 

Receivebox 

"YY" 
受信ディレ

クトリ 

受信コマンド 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

PullRequest (Request) 

ReliabilityAck(Error) 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

メッセージ 

 

メッセージ 

 
添付ﾌｧｲﾙ 

 

済 

 

未済 

 
未済 

 

済 

 

サーバ クライアント 

受信要求 

受信要求受領＋

＋ 

 

 ReliabilityAck(Request) 

メッセージ 

 

Receivebox 

"YY" 
受信ディレ

クトリ 

受信コマンド 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

PullRequest (Request) 

Message&ReliabilityAck(Response) 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

メッセージ 

 

メッセージ 

 
添付ﾌｧｲﾙ 

 

受信受領 

済 

 

未済 

 
未済 

 

済 

 

ReliabilityAck(Error) 
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(c) CI-NET 適合性試験チェックシート 

 

■適合性試験チェックシート

N o.
チェック

○oｒ×

1 1二方式の情報伝達手段を採用した経緯 ―

2 2二方式の情報伝達手段の特長 ―

3 1前提条件

4 2通信プロトコル

5 3電子メールへのデータ格納方法 ―

6 3.2.メール・ヘッダ

7 3.3.シングル・パートM IM Eラッピング部

8 4暗号化アルゴリズム

9 5電子証明書

10 6留意事項 ―

11 1前提条件

12 2通信プロトコル

13 3データ格納方法

14 3.1.H TTPヘッダ

15 3.2.ヘッダコンテナ

16 3.3.ペイロードコンテナ

17 4暗号化アルゴリズム

18 5電子証明書

19 6留意事項 ―

20 I. シンタックスルール ―

21 1データ交換手順

22 2メッセージ ―

23 建築見積依頼

24 建築見積回答

25 建築見積依頼

26 建築見積回答

27 建築見積依頼

28 建築見積回答

29 3建築見積依頼・回答メッセージの作成方法 ―

30 3.1.中間ファイルとは ―

31 3.2.建築見積中間ファイルの種類

32 3.3.建築見積中間ファイルのフォーマット

33 3.4.二種類の中間ファイルの相互変換方法

34 1データ交換手順

35 2メッセージ ―

36
設備見積依頼

37 設備見積回答

38 設備見積依頼

39 設備見積回答

40 設備見積依頼

41 設備見積回答

42 1データ交換手順

43 2メッセージ ―

44 設備機器見積依頼

45 設備機器見積回答

46 設備機器見積依頼

47 設備機器見積回答

48 設備機器見積依頼

49 設備機器見積回答

50 1データ交換手順

51 2メッセージ ―

52 購買見積依頼

53 購買見積回答

54 見積不採用通知

55 購買見積依頼

56 購買見積回答

57 見積不採用通知

58 購買見積依頼

59 購買見積回答

60 見積不採用通知

61 1データ交換手順 ―

62 1.1.通常のデータ交換手順

63 1.2.特殊処理のデータ交換手順

64 1.3.データ交換における留意事項 ―

65 2メッセージ ―

66 確定注文

67 注文請け

68 鑑項目合意変更申込

69 鑑項目合意変更承諾

70 合意解除申込

71 合意解除承諾

72 一方的解除通知

73 確定注文

74 注文請け

75 鑑項目合意変更申込

76 鑑項目合意変更承諾

77 合意解除申込

78 合意解除承諾

79 一方的解除通知

80 確定注文

81 注文請け

82 鑑項目合意変更申込

83 鑑項目合意変更承諾

84 合意解除申込

85 合意解除承諾

86 一方的解除通知

87 1データ交換手順 ―

88 1.1.出来高、請求業務のデータ交換手順

89 1.2.立替金確認業務のデータ交換手順

90 1.3.契約打切業務のデータ交換手順

91 1.4.合意精算業務のデータ交換手順

92 2出来高金額、請求金額算定方法 ―

93 2.1.明細出来高の累積査定方式と当月査定方式

94 2.2.全体情報部分（鑑）の出来高金額、請求金額算定方法

95 3立替金の表記方法 ―

96 3.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

97 3.2.明細情報部分の表記方法

98 4メッセージ ―

99 合意打切申込

100 合意打切承諾

101 一方的打切通知

102 出来高要請

103 出来高報告

104 出来高確認

105 請求

106 請求確認

107 立替金報告

108 立替金確認

109 合意打切申込

110 合意打切承諾

111 一方的打切通知

112 出来高要請

113 出来高報告

114 出来高確認

115 請求

116 請求確認

117 立替金報告

118 立替金確認

119 合意打切申込

120 合意打切承諾

121 一方的打切通知

122 出来高要請

123 出来高報告

124 出来高確認

125 請求

126 請求確認

127 立替金報告

128 立替金確認

129 1データ交換手順 ―

130 1.1.支払通知業務のデータ交換手順

131 2支払通知に係る内容・金額の表記方法 ―

132 2.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

133 2.2.明細情報部分の表記方法

134 3メッセージ ―

135 3.1.メッセージのキー項目 支払通知

136
3.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

支払通知

137 3.3.データ項目定義と運用の詳細 支払通知

138 1データ交換手順 ―

139 1.1.工事請負契約外取引業務のデータ交換手順

140 2契約外請求金額算定方法 ―

141 2.1.明細金額の査定方式

142 3メッセージ ―

143 工事物件案内

144 契約外請求

145 契約外請求確認

146 工事物件案内

147 契約外請求

148 契約外請求確認

149
1建築見積・設備見積・設備機器見積業務のメッセージの使

用データ項目 一覧表
―

150 2購買見積・注文業務のメッセージの使用データ項目 一覧表 ―

151
3出来高・請求・立替金および契約打切業務のメッセージの

使用データ項目一覧表
―

152 4支払通知業務メッセージの使用データ項目一覧表 ―

153
5出来高・請求／工事請負契約外取引の請求メッセージの使

用データ項目 一覧表
―

Ⅸ. 工事請負契約外取引

メッセージ

3.2.データ項目定義と運用の詳細

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

3.1.メッセージのキー項目

4.3.データ項目定義と運用の詳細

4.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

4.1.メッセージのキー項目

2.1.メッセージのキー項目

Ⅵ. 注文メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅴ. 購買見積メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

Ⅳ. 設備機器見積メッ

セージ

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

項目

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅷ．支払通知メッセー

ジ

Ⅹ.メッセージごとの使

用データ項目

Ⅶ．出来高・請求・立

替金・契約打切メッ

セージ

A. 情報伝達規約

A-1. 情報伝達規約（電子メールの場合）

A-2. 情報伝達規約（ebM Sの場合）

B. 情報表現規約

Ⅱ. 建築見積メッセージ

Ⅲ. 設備見積メッセージ
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■適合性試験チェックシート

N o.
チェック

○oｒ×

1 1二方式の情報伝達手段を採用した経緯 ―

2 2二方式の情報伝達手段の特長 ―

3 1前提条件

4 2通信プロトコル

5 3電子メールへのデータ格納方法 ―

6 3.2.メール・ヘッダ

7 3.3.シングル・パートM IM Eラッピング部

8 4暗号化アルゴリズム

9 5電子証明書

10 6留意事項 ―

11 1前提条件

12 2通信プロトコル

13 3データ格納方法

14 3.1.H TTPヘッダ

15 3.2.ヘッダコンテナ

16 3.3.ペイロードコンテナ

17 4暗号化アルゴリズム

18 5電子証明書

19 6留意事項 ―

20 I. シンタックスルール ―

21 1データ交換手順

22 2メッセージ ―

23 建築見積依頼

24 建築見積回答

25 建築見積依頼

26 建築見積回答

27 建築見積依頼

28 建築見積回答

29 3建築見積依頼・回答メッセージの作成方法 ―

30 3.1.中間ファイルとは ―

31 3.2.建築見積中間ファイルの種類

32 3.3.建築見積中間ファイルのフォーマット

33 3.4.二種類の中間ファイルの相互変換方法

34 1データ交換手順

35 2メッセージ ―

36
設備見積依頼

37 設備見積回答

38 設備見積依頼

39 設備見積回答

40 設備見積依頼

41 設備見積回答

42 1データ交換手順

43 2メッセージ ―

44 設備機器見積依頼

45 設備機器見積回答

46 設備機器見積依頼

47 設備機器見積回答

48 設備機器見積依頼

49 設備機器見積回答

50 1データ交換手順

51 2メッセージ ―

52 購買見積依頼

53 購買見積回答

54 見積不採用通知

55 購買見積依頼

56 購買見積回答

57 見積不採用通知

58 購買見積依頼

59 購買見積回答

60 見積不採用通知

61 1データ交換手順 ―

62 1.1.通常のデータ交換手順

63 1.2.特殊処理のデータ交換手順

64 1.3.データ交換における留意事項 ―

65 2メッセージ ―

66 確定注文

67 注文請け

68 鑑項目合意変更申込

69 鑑項目合意変更承諾

70 合意解除申込

71 合意解除承諾

72 一方的解除通知

73 確定注文

74 注文請け

75 鑑項目合意変更申込

76 鑑項目合意変更承諾

77 合意解除申込

78 合意解除承諾

79 一方的解除通知

80 確定注文

81 注文請け

82 鑑項目合意変更申込

83 鑑項目合意変更承諾

84 合意解除申込

85 合意解除承諾

86 一方的解除通知

87 1データ交換手順 ―

88 1.1.出来高、請求業務のデータ交換手順

89 1.2.立替金確認業務のデータ交換手順

90 1.3.契約打切業務のデータ交換手順

91 1.4.合意精算業務のデータ交換手順

92 2出来高金額、請求金額算定方法 ―

93 2.1.明細出来高の累積査定方式と当月査定方式

94 2.2.全体情報部分（鑑）の出来高金額、請求金額算定方法

95 3立替金の表記方法 ―

96 3.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

97 3.2.明細情報部分の表記方法

98 4メッセージ ―

99 合意打切申込

100 合意打切承諾

101 一方的打切通知

102 出来高要請

103 出来高報告

104 出来高確認

105 請求

106 請求確認

107 立替金報告

108 立替金確認

109 合意打切申込

110 合意打切承諾

111 一方的打切通知

112 出来高要請

113 出来高報告

114 出来高確認

115 請求

116 請求確認

117 立替金報告

118 立替金確認

119 合意打切申込

120 合意打切承諾

121 一方的打切通知

122 出来高要請

123 出来高報告

124 出来高確認

125 請求

126 請求確認

127 立替金報告

128 立替金確認

129 1データ交換手順 ―

130 1.1.支払通知業務のデータ交換手順

131 2支払通知に係る内容・金額の表記方法 ―

132 2.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

133 2.2.明細情報部分の表記方法

134 3メッセージ ―

135 3.1.メッセージのキー項目 支払通知

136
3.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

支払通知

137 3.3.データ項目定義と運用の詳細 支払通知

138 1データ交換手順 ―

139 1.1.工事請負契約外取引業務のデータ交換手順

140 2契約外請求金額算定方法 ―

141 2.1.明細金額の査定方式

142 3メッセージ ―

143 工事物件案内

144 契約外請求

145 契約外請求確認

146 工事物件案内

147 契約外請求

148 契約外請求確認

149
1建築見積・設備見積・設備機器見積業務のメッセージの使

用データ項目 一覧表
―

150 2購買見積・注文業務のメッセージの使用データ項目 一覧表 ―

151
3出来高・請求・立替金および契約打切業務のメッセージの

使用データ項目一覧表
―

152 4支払通知業務メッセージの使用データ項目一覧表 ―

153
5出来高・請求／工事請負契約外取引の請求メッセージの使

用データ項目 一覧表
―

Ⅸ. 工事請負契約外取引

メッセージ

3.2.データ項目定義と運用の詳細

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

3.1.メッセージのキー項目

4.3.データ項目定義と運用の詳細

4.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

4.1.メッセージのキー項目

2.1.メッセージのキー項目

Ⅵ. 注文メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅴ. 購買見積メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

Ⅳ. 設備機器見積メッ

セージ

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

項目

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅷ．支払通知メッセー

ジ

Ⅹ.メッセージごとの使

用データ項目

Ⅶ．出来高・請求・立

替金・契約打切メッ

セージ

A. 情報伝達規約

A-1. 情報伝達規約（電子メールの場合）

A-2. 情報伝達規約（ebM Sの場合）

B. 情報表現規約

Ⅱ. 建築見積メッセージ

Ⅲ. 設備見積メッセージ
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■適合性試験チェックシート

N o.
チェック

○oｒ×

1 1二方式の情報伝達手段を採用した経緯 ―

2 2二方式の情報伝達手段の特長 ―

3 1前提条件

4 2通信プロトコル

5 3電子メールへのデータ格納方法 ―

6 3.2.メール・ヘッダ

7 3.3.シングル・パートM IM Eラッピング部

8 4暗号化アルゴリズム

9 5電子証明書

10 6留意事項 ―

11 1前提条件

12 2通信プロトコル

13 3データ格納方法

14 3.1.H TTPヘッダ

15 3.2.ヘッダコンテナ

16 3.3.ペイロードコンテナ

17 4暗号化アルゴリズム

18 5電子証明書

19 6留意事項 ―

20 I. シンタックスルール ―

21 1データ交換手順

22 2メッセージ ―

23 建築見積依頼

24 建築見積回答

25 建築見積依頼

26 建築見積回答

27 建築見積依頼

28 建築見積回答

29 3建築見積依頼・回答メッセージの作成方法 ―

30 3.1.中間ファイルとは ―

31 3.2.建築見積中間ファイルの種類

32 3.3.建築見積中間ファイルのフォーマット

33 3.4.二種類の中間ファイルの相互変換方法

34 1データ交換手順

35 2メッセージ ―

36
設備見積依頼

37 設備見積回答

38 設備見積依頼

39 設備見積回答

40 設備見積依頼

41 設備見積回答

42 1データ交換手順

43 2メッセージ ―

44 設備機器見積依頼

45 設備機器見積回答

46 設備機器見積依頼

47 設備機器見積回答

48 設備機器見積依頼

49 設備機器見積回答

50 1データ交換手順

51 2メッセージ ―

52 購買見積依頼

53 購買見積回答

54 見積不採用通知

55 購買見積依頼

56 購買見積回答

57 見積不採用通知

58 購買見積依頼

59 購買見積回答

60 見積不採用通知

61 1データ交換手順 ―

62 1.1.通常のデータ交換手順

63 1.2.特殊処理のデータ交換手順

64 1.3.データ交換における留意事項 ―

65 2メッセージ ―

66 確定注文

67 注文請け

68 鑑項目合意変更申込

69 鑑項目合意変更承諾

70 合意解除申込

71 合意解除承諾

72 一方的解除通知

73 確定注文

74 注文請け

75 鑑項目合意変更申込

76 鑑項目合意変更承諾

77 合意解除申込

78 合意解除承諾

79 一方的解除通知

80 確定注文

81 注文請け

82 鑑項目合意変更申込

83 鑑項目合意変更承諾

84 合意解除申込

85 合意解除承諾

86 一方的解除通知

87 1データ交換手順 ―

88 1.1.出来高、請求業務のデータ交換手順

89 1.2.立替金確認業務のデータ交換手順

90 1.3.契約打切業務のデータ交換手順

91 1.4.合意精算業務のデータ交換手順

92 2出来高金額、請求金額算定方法 ―

93 2.1.明細出来高の累積査定方式と当月査定方式

94 2.2.全体情報部分（鑑）の出来高金額、請求金額算定方法

95 3立替金の表記方法 ―

96 3.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

97 3.2.明細情報部分の表記方法

98 4メッセージ ―

99 合意打切申込

100 合意打切承諾

101 一方的打切通知

102 出来高要請

103 出来高報告

104 出来高確認

105 請求

106 請求確認

107 立替金報告

108 立替金確認

109 合意打切申込

110 合意打切承諾

111 一方的打切通知

112 出来高要請

113 出来高報告

114 出来高確認

115 請求

116 請求確認

117 立替金報告

118 立替金確認

119 合意打切申込

120 合意打切承諾

121 一方的打切通知

122 出来高要請

123 出来高報告

124 出来高確認

125 請求

126 請求確認

127 立替金報告

128 立替金確認

129 1データ交換手順 ―

130 1.1.支払通知業務のデータ交換手順

131 2支払通知に係る内容・金額の表記方法 ―

132 2.1.全体情報部分（鑑）の表記方法

133 2.2.明細情報部分の表記方法

134 3メッセージ ―

135 3.1.メッセージのキー項目 支払通知

136
3.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

支払通知

137 3.3.データ項目定義と運用の詳細 支払通知

138 1データ交換手順 ―

139 1.1.工事請負契約外取引業務のデータ交換手順

140 2契約外請求金額算定方法 ―

141 2.1.明細金額の査定方式

142 3メッセージ ―

143 工事物件案内

144 契約外請求

145 契約外請求確認

146 工事物件案内

147 契約外請求

148 契約外請求確認

149
1建築見積・設備見積・設備機器見積業務のメッセージの使

用データ項目 一覧表
―

150 2購買見積・注文業務のメッセージの使用データ項目 一覧表 ―

151
3出来高・請求・立替金および契約打切業務のメッセージの

使用データ項目一覧表
―

152 4支払通知業務メッセージの使用データ項目一覧表 ―

153
5出来高・請求／工事請負契約外取引の請求メッセージの使

用データ項目 一覧表
―

Ⅸ. 工事請負契約外取引

メッセージ

3.2.データ項目定義と運用の詳細

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

3.1.メッセージのキー項目

4.3.データ項目定義と運用の詳細

4.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

4.1.メッセージのキー項目

2.1.メッセージのキー項目

Ⅵ. 注文メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅴ. 購買見積メッセージ

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

Ⅳ. 設備機器見積メッ

セージ

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

2.3.データ項目定義と運用の詳細

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.1.メッセージのキー項目

項目

2.1.メッセージのキー項目

2.2.メッセージの使用データ項目

 ※「メッセージごとの使用データ項目」の整理表を参照

2.3.データ項目定義と運用の詳細

Ⅷ．支払通知メッセー

ジ

Ⅹ.メッセージごとの使

用データ項目

Ⅶ．出来高・請求・立

替金・契約打切メッ

セージ

A. 情報伝達規約

A-1. 情報伝達規約（電子メールの場合）

A-2. 情報伝達規約（ebM Sの場合）

B. 情報表現規約

Ⅱ. 建築見積メッセージ

Ⅲ. 設備見積メッセージ
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(d) CI-NET 相互運用性試験手順書 

 

CI-NET相互運用性試験手順書（案） 

 

1. 目的 

 CI-NET相互運用性試験は、新規 CI-NET サービス開発業者および既存ベンダ（数社）間の

送受信テストにおいて、各メッセージが実装規約に準拠された形式で適切に疎通可能である

かを検証するために行う。 

 

2. 当試験の対象 

（1）.メッセージの範囲 

 下記メッセージを対象とする。 

① 購買見積依頼・回答メッセージ 

② 確定注文・注文請けメッセージ 

 

（2）.項目確認の範囲 

新規 CI-NET サービス開発業者および既存ベンダ（数社）の ASP間で基本的な情報が適切

に受け渡せているかを確認する。 

① メッセージグループヘッダへのセット情報 

② メッセージ本文へのセット情報 

③ 署名（証明書情報） 

④ 暗号化/復号 

⑤ トランスレータ結果 

  

3. 実施方法 

 下記に示す実施方法を参考として、相互運用性試験を実施する。 

① 適合性試験の承認を受けた後、事務局に相互運用性試験の依頼を行う 

② 事務局から依頼を受けた既存ベンダおよび新規 CI-NET サービス開発業者の ASP 間で、実

装規約に準拠したメッセージの送受信が可能か検証する。 

③ 各メッセージで実施した検証結果を、「相互運用性試験チェックシート」に記載する。 

④ ②～③を複数の既存ベンダと実施を行う。 

⑤ 検証結果を、情報化評議会に報告して、CI-NET規約準拠のCI-NETサービスとして、認可を

受ける。 
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4.テストシナリオ案 

 (１)テストイメージ（購買見積依頼、見積回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)テスト分類 

 下記(A)から(D)パターン基づきテストを実施する 

  (A)技術情報の有無によるパターンテスト 

   (A－１) 技術情報 無し（０個） 

   (A－２) 技術情報 有り（１個） 

 

  (B)ファイル数、種類パターン 

   (B－１) 単一ファイル 

   (B－２) 複数ファイル 

 

  (C)メッセージ件数パターン 

   (C－１)メッセージ件数 １件 (数 KB相当) 

   (C－２)メッセージ件数  N件（数MB相当） 

  

  (D)エラーケースのテスト 

   (D－１)メッセージ件数 不正データなし 

   (D－２)メッセージ件数  不正データあり 

 

 

 

他 ASP 検証元 

購買見積 

受信確認 

 

復号 

送信対象 

Mail System 

CII 

 

CII 

 
署名 

暗号化 

Mail System 

受信 

送信対象 

CII 

 
署名 

暗号化 

見積回答 

S/MIME 暗号化 

Message(Request) 
復号 

CII 

 

受信 

受信確認 

 

S/MIME 暗号化 

Message(Request) 
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GetMessage（ダウンロード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

サーバ クライアント 

受信要求 

受信要求受領＋

＋ 

 

 ReliabilityAck(Request) 

メッセージ 

 

Receivebox 

"YY" 
受信ディレ

クトリ 

受信コマンド 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

PullRequest (Request) 

ReliabilityAck(Error) 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

メッセージ 

 

メッセージ 

 
添付ﾌｧｲﾙ 

 

済 

 

未済 

 
未済 

 

済 

 

サーバ クライアント 

受信要求 

受信要求受領＋

＋ 

 

 ReliabilityAck(Request) 

メッセージ 

 

Receivebox 

"YY" 
受信ディレ

クトリ 

受信コマンド 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

PullRequest (Request) 

Message&ReliabilityAck(Response) 

添付ﾌｧｲﾙ 

 

メッセージ 

 

メッセージ 

 
添付ﾌｧｲﾙ 

 

受信受領 

済 

 

未済 

 
未済 

 

済 

 

ReliabilityAck(Error) 
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(e) CI-NET 相互運用性試験チェックシート 

 

 

  

■相互運用試験チェックシート

○記載例

発注企業： 受注企業：

システム名称： システム名称：

N o. 工程 確認日
チェック

○oｒ×
ｱｸｼｮﾝ メッセージ種類 方向 メッセージ種類 ｱｸｼｮﾝ

チェック

○oｒ×
確認日 備考

1 [確定注文]の送信 6月22日 ○ 送信 確定注文メッセージ → 確定注文メッセージ 受信 ○ 6月22日

2 受信確認の受信 6月22日 ○ 受信 確定注文メッセージ ← 確定注文メッセージ 送信 ○ 6月22日

3 [注文請け]の送信 6月22日 ○ 受信 注文請けメッセージ ← 注文請けメッセージ 送信 ○ 6月22日

4 受信確認の受信 6月22日 ○ 送信 注文請けメッセージ → 注文請けメッセージ 受信 ○ 6月22日

5 [確定注文]原本確認 ー ー 確認 ー ー ー 確認 ○ 6月22日

6 [注文請け]原本確認 6月22日 ○ 確認 ー ー ー 確認 ー ー

○確定注文・注文請けメッセージ

N o. 工程 確認日
チェック

○oｒ×
ｱｸｼｮﾝ メッセージ種類 方向 メッセージ種類 ｱｸｼｮﾝ

チェック

○oｒ×
確認日 備考

1 [確定注文]の送信 送信 確定注文メッセージ → 確定注文メッセージ 受信

2 受信確認の受信 受信 確定注文メッセージ ← 確定注文メッセージ 送信

3 [注文請け]の送信 受信 注文請けメッセージ ← 注文請けメッセージ 送信

4 受信確認の受信 送信 注文請けメッセージ → 注文請けメッセージ 受信

5 [確定注文]原本確認 ー ー 確認 ー ー ー 確認

6 [注文請け]原本確認 確認 ー ー ー 確認 ー ー

○▲▲メッセージ

N o. 工程 確認日
チェック

○oｒ×
ｱｸｼｮﾝ メッセージ種類 方向 メッセージ種類 ｱｸｼｮﾝ

チェック

○oｒ×
確認日 備考

1 送信 → 受信

2 受信 ← 送信

3 受信 ← 送信

4 送信 → 受信

5 ー ー 確認 ー ー ー 確認

6 確認 ー ー ー 確認 ー ー

関係者 ⇔
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム

C IW EB W EB C O N

株式会社富士通マーケティング
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381 

 

 

8.3. CI-NET の普及拡大に向けた第 3 次 3 カ年活動計画（平成 29～31 年

度） 

(1) CI-NETの普及拡大に向けた「第 3次 3ヵ年活動計画（平成 29～31年度） 

1. 活動方針設定の背景 

建設産業における電子商取引の普及拡大に向けて、情報化評議会では、第 1 次 3 カ年計画（平

成 23 年度～25 年度）を策定。この活動方針のもと、CI-NET 導入検討や利用拡大を目指す企業

に対する情報提供や導入・運用に関する簡易な手法の提供などを行い普及・展開を図ってきた。 

第 2 次 3 カ年計画（平成 26 年度～28 年度）では、3 カ年でゼネコン導入企業数 10 社以上増

加、企業識別コード登録企業数 10,000 社以上という数値目標を設定し、電子商取引説明会、勉

強会、普及ツールの充実等、関係機関との連携強化を図りながら普及活動を行ってきた。その

結果、平成 28 年度末で新規ゼネコンは 6 社増加し、計 28 社、CI-NET 利用企業数は 10,345 社

を達成することができた。 

参考：【資料編】1. 活動方針設定の背景（第 2 次 3 カ年計画の総括） 

第 3 次 3 カ年活動計画（以下、「第 3 次計画」という。）では、これらの活動を踏まえ、CI-NET

の更なる普及・展開を図るとともに新たなメリットの創出に向けた取組を行う。 

 

2. 活動方針 

 第 3 次計画における活動方針は、以下の（1）～（3）を柱として普及促進を行い、数値目標

として新規ゼネコン導入企業数 10 社以上、CI-NET 利用企業数 12,000 社以上とする。 

 （1）の普及拡大策を行いつつ、普及活動を促進するための（2）（3）の施策の充実を図る。 

【第 3 次計画の活動方針】 

(1) 利用企業拡大に向けた普及活動の実施と導入支援 

(2) 利用環境の整備・機能強化 

(3) CI-NET 導入による新たな付加価値の創出 

 

【目標】 

 新規ゼネコン導入企業数 ：3 ヵ年期間で 10 社以上増加 

 CI-NET 利用企業数  ：平成 31 年度末時点までに 12,000 社以上 

※新規ゼネコンについては、特に完工高 300 億円以上の企業をターゲットとし、併せて、ゼネ

コン以外の発注側企業に対しても普及活動を行う。 

 

参考：【資料編】2. 活動方針の設定根拠 
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3. 活動内容 

活動方針に基づき、過年度からの継続項目と新たに取り組むべき項目を整理し、取組内容を以

下に具体化する。 

 

(1) 利用企業拡大に向けた普及活動の実施と導入支援 

普及活動をより効率的かつ効果的に展開するため、これまでの普及促進活動の経緯や継続課題

を踏まえた、新規導入、利用範囲の拡大のための普及促進活動に関する対応策を検討・実施する。 

 

【新たに取り組む項目】 

1) 建設業関係団体等との連携による普及拡大 

① 普及拡大に向けた各建設業関係団体との意見交換の実施 

② 首都圏を中心とした中堅ゼネコンおよび各地域の有力ゼネコンに対するセミナー開催

等の積極的な普及活動 

 

【継続的に実施する項目】 

2) CI-NET 対応ベンダー等との連携強化 

① CI-NET 対応ベンダーと業務パッケージベンダーへの普及活動支援および情報共有の

ための関係構築（意見交換、情報提供） 

 

3) 電子商取引説明会の立案、開催 

① 説明会の立案にあたって、導入阻害要因を分析、整理し、テーマを絞った説明会を実

施 

② 発注側企業に加えて受注側企業（協力会社）の事例を紹介 

 

4) 勉強会、個別支援等の支援活動 

① 説明会の参加企業に対して、積極的にアフターフォロー（事後ヒアリング、意見交換）

を実施し、勉強会、個別支援へ誘導 

② 完工高 300 億円以上の発注側企業に向けたアプローチを実施 

③ ゼネコン以外の発注側企業（専門工事業等）に対する積極的な普及活動 

 

5) 普及ツールの更新、作成 

① 既存の PR 資料の改訂および導入事例の収集、CI-NET 導入に係る業務方法等の推奨案

の作成を行い、提供資料を充実 

② CI-NET 広報コンテンツの整理、公表およびホームページのメンテナンスを実施 

③ これまでの普及ツールに加えて、新たな普及ツール（広報用ポスター、チラシ等）の

作成および広報媒体の活用 

 

6) CI-NET 推進協力者（国土交通省および各地方整備局等）との連携 

これまでに引き続き、国土交通省および各地方整備局等と連携して普及活動を実施 
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(2) 利用環境の整備・機能強化 

CI-NET の機能を強化し、一層の利用環境の向上を図ることで、企業にとっての生産性の向上

やコンプライアンスへの寄与等による業務プロセスの省力化・効率化・高度化を目指すことによ

り普及促進につなげる。 

 

【新たに取り組む項目】 

1) CI-NET 利用に関連する法令や施策への対応 

① 電子帳簿保存法（電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特

例に関する法律）への対応等、コンプライアンス強化のための対応策の立案と普及展

開を実施 

 

2) CI-NET LiteS の機能向上の検討 

① 標準ビジネスプロトコルと CI-NET LiteS 実装規約の整合化および次期 CI-NET LiteS

実装規約バージョンに向けた検討 

② 基本契約メッセージ（新規）の仕様を検討 

③ 通信手段の多様化への対応策を検討 

 

【第 2次計画から引き継ぐ項目】 

3) 既導入企業の利用範囲拡大のための取り組み 

① 中堅ゼネコンをはじめとする既導入企業との意見交換による課題の抽出および対応策

の検討 

② 利用企業への効果的な支援および情報提供の実施 

 

4) CI-NET の利用状況の把握 

① CI-NET 利用企業に対する利用実態調査の実施 

 

5) 法人番号導入に伴う対応策の検討 

① 「法人番号」等を用いた企業識別方法の多様化に向けた検討 
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(3) CI-NET 導入による新たな付加価値の創出 

CI-NET 導入による新たなメリットや付加価値の創造につながる取り組みを実施する。 

 

【新たに取り組む項目】 

1) 建設業以外での取り組み状況を踏まえた普及拡大活動の検討 

① 流通分野（卸・メーカーの流通 BMS 協議会）の展開方法等、建設分野以外の取組事例

等を参考に普及拡大方策を検討 

 

2) 公共工事の契約、発注方法との連携の検討 

① 四府省（国土交通省、農林水産省、防衛省、内閣府（沖縄総合事務局））が導入を予定

している電子契約システムとの連携の検討 

② 地方自治体発注を含む官庁発注工事における優遇措置の検討 

 

【第 2次計画から引き継ぐ項目】 

3) 民間発注者の CI-NET 利用に向けた検討 

① メーカーやデベロッパー等民間発注者の契約形態を把握し、CI-NET 利用に向けて検討 
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(2) CI-NET の普及拡大に向けた「第 3 次 3 ヵ年活動計画（平成 29～31 年度）」【資

料編】 

 

1. 活動方針設定の背景（第 2次 3 ヵ年計画の総括） 

建設産業における電子商取引の普及拡大に向けて、平成 26 年度に情報化評議会として第 2 次

3 カ年活動計画を策定した。この活動方針のもとで、平成 26～28 年度はより効果的かつ効率的

な普及戦略を検討し、普及活動の強化を図ってきた。（詳細は一覧表を参照） 

 

＜活動方針（平成 26～28 年度）＞ 

(1) CI-NET 導入の可能性が高い首都圏および地域での新規利用企業の拡大 

(2) すでに CI-NET を導入している企業（ゼネコン、取引先）に対する利用範囲拡大の支援 

(3) 新たなメリットの創出のための中長期的な課題の検討 

 

(1) CI-NET 導入の可能性が高い首都圏および地域での新規利用企業の拡大 

普及活動をより効率的かつ効果的に展開するため、CI-NET の導入・拡大可能性のある地域へ

の普及活動を継続するとともに、より導入の可能性が高い愛知、大阪、東京を中心とした電子商

取引説明会（183 社 242 名参加）の開催、勉強会・個別支援の実施、広報資料等の作成、および

ベンダーとの連携強化等を進めてきた。この結果、CI-NET 利用企業数は平成 28 年度末時点で

10,345 社となり、そのうちゼネコン導入企業は 6 社増加となっている。 

なお、第 2 次 3 カ年計画までは、対象を「ゼネコン導入企業」としていたが、発注側企業には

ゼネコン以外にも「設備工事業者」等が存在することから、第 3 次計画での対象は設備工事業等

を含めた「発注側企業」としてターゲットを拡大する。 

＜実施項目と成果＞ 

① CI-NET を活用した電子商取引説明会の継続的開催 

 2 年間で計 11 回実施（参加のべ 183 社） 

 

② 勉強会、個別支援の実施 

 2 年間で計 37 回実施 

参考：p387 図１、p388 図 2,3 

 

表 6 各年度の導入企業数【受発注者別】 

 ゼネコン 利用企業 計 

平成 26 年度 3 社 205 社 208 社 

平成 27 年度 3 社 235 社 238 社 

※利用企業数＝計－ゼネコン導入企業数(基金で把握している 28 社内) 
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③ 普及ツール（提供資料等）および提供方法の継続的な改善 

 その活動を通じて明らかになった課題等を受けて、手法およびツール等を適宜改訂 

 既存ケーススタディのブラッシュアップを行うとともに、普及活動を通じて参考と

なる事例を選定し、新規のケーススタディを作成 

 

④ CI-NET 対応ベンダーおよび業務パッケージベンダー等との連携強化 

 CI-NET 対応ベンダーと業務パッケージベンダー双方との連携を強化 

 国土交通省地方整備局（中部、近畿、北陸、四国、九州）および建設産業関係団体

（山梨県建設業協会、茨城県建設業協会、埼玉県建設業産業団体連合会）への訪問。 

 

⑤ その他 

 国土交通省等との連携（施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン改訂、CI-NET

の活動状況など、CI-NET 推進協力者への情報提供） 

 普及拡大の展開対象・目標の検討（展開対象となる母数、実態の把握、ターゲット

の拡大検討） 

 

＜継続して実施する事項＞ 

・「電子商取引説明会の立案、開催」および「勉強会、個別支援等の支援活動」は一定

の効果があるため継続して実施が必要（実施方法に工夫は必要） 

・普及ツール（PR 資料、既存ケーススタディの更新、CI-NET 広報コンテンツの整理

等）および提供方法は継続的に改善が必要 

・建設業関係協会等との一層の連携が必要 

・大手だけではなく、首都圏の中堅や地方の有力ゼネコンへの積極的な普及活動が必

要 

 

  



 

387 

 

＜背景データ＞ 

表 7 電子商取引説明会実施状況 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

開催回数 3 回 9 回 7 回 4 回 

全回数の合計出席社数

（合計人数） 

59 社 

（62 名） 

134 社 

（180+α名） 

116 社 

（134 名） 

67 社 

（108 名） 

※α：出席人数が不明な開催日があったため 

表 8 勉強会・個別支援実施状況 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

勉強会 

対象社数：2 社 

2 回 4 回 1 回 0 回 

個別支援 

対象社数：50 社 

2 回 33 回 19 回 17 回 

 

 

 

 

 

図 1 電子商取引説明会、勉強会、個別支援の実施回数と登録企業数の関係 
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 図 2 電子商取引説明会等の開催数と登録企業数（平成 24 年度～平成 27 年度）の関係 

 

図 3 電子商取引説明会等の開催数と登録企業数（平成 24 年度～平成 27 年度）の関係 

セミナー等の実施
回数が多いほど、
登録企業数も多い 

電子商取引説明会等の
実施回数が多いほど、
登録企業数も多い 
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(2) すでに CI-NET を導入している企業（ゼネコン、取引先）に対する利用範囲拡大の

支援 

スモールスタート等で CI-NET の利用開始した企業が、継続して CI-NET を活用し、さらに

その利用範囲を拡大することで、導入効果を高めるための支援策を検討・実施した。導入効果

を高める施策として、中堅・地域ゼネコンとの意見交換会の開催や、導入各社の電子化率調査

を継続的に実施し、CI-NET の利用状況に基づき対応策を検討した。 

 

＜実施項目と成果＞ 

⑥ 中堅ゼネコンとの意見交換会の実施 

 定期的に意見交換会を開催し、利用範囲拡大を計画している企業への効果的な支援

および情報提供を実施 

 中堅ゼネコンとの意見交換会を 1 回、地域ゼネコンとの意見交換会を 2 回（神奈川

地区と愛知地区）実施 

⇒各社の普及に向けた課題や法定福利費への対応等について情報共有し、対応策を検討

した。 

 

⑦ 電子化率調査による各社の実情および今後の展開計画の把握 

 CI-NET で利用されている業務メッセージ、および CI-NET 利用の方針・計画、推

進上の課題について調査 

 受注者における導入意欲を高めるための対応方針およびアクションプラン（案）の

作成 

 

⑧ その他 

 CI-NET 導入会社の業務改善のための支援（HP 上に CI-NET サービスの内容、利

用者コストについての要望への対応等について掲載） 

 運用の統一化に対する対応方針・進め方の検討（検討対象の絞り込み） 

 「CI-NET 利用状況調査」の実施、CI-NET を導入してほしいゼネコンについて調

査し、それをターゲットとした説明会を実施 

 

＜継続して実施する事項＞ 

・CI-NET 対応ベンダーと業務パッケージベンダーの普及活動支援および情報共有の

ための関係構築（意見交換、情報提供）が必要 

・CI-NET Lites の機能向上に向けた既存の取組に加えて、新たな取組が必要 
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＜背景データ＞ 

表 9 業務種別ごとの電子契約の実施状況 

企業グループ A B C D E F G 

見積業務 ○ ○ ○  ○   

注文業務 ○ ○  ○  ○  

出来高業務 ○  ○ ○   ○ 

大手企業 4 0 0 0 0 0 0 

中堅企業 2 5 0 0 0 1 0 

地場企業 0 1 0 1 0 4 0 

全業者 6 6 0 1 0 5 0 

出典：平成 28 年度 発注企業における実用化実態調査 

 電子化を実施している全ての企業で、経費削減（収入印紙の削減）が可能な注文業務

（A,B,D,F）の電子化を実施。 

 大手企業では、全ての業務種別で電子化を実施。 

 中堅企業では、概ね見積業務や注文業務を実施しているが、出来高業務の実施が少ない

ため、普及させる余地あり。 

 地場企業では、多くの企業が注文業務だけ実施している状況であり、見積業務や出来高

業務を普及させる余地あり。 

 

 

出典：平成 28 年度 発注企業における実用化実態調査 

図 4 平成 27 年度における取引業者数率と契約金額率の対比【各社別】 
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 新たなメリットの創出のための中長期的な課題の検討 

CI-NET 利用促進には、利用企業の導入意欲を高める取り組みは不可欠であった。そのため、

中長期的な課題として、更なるメリットの創出を目標に、電子商取引の周辺分野（例：発注者・

ゼネコン間）への拡大や国・自治体の施策との連携等に関する検討を行い、暫定版としての確定

注文・注文請けメッセージを利用した工事下請負基本契約の取り交わし業務の運用ルールを作成

した。 

 

＜実施項目と成果＞ 

① 発注者とゼネコン間の契約電子化の検討 

 発注者(デベロッパー等)とゼネコン間の契約において、注文・注文請け書の利用さ

れている事例を把握(平成 28 年度実施予定) 

 国土交通省を含む四府省で進められている電子契約システムの動向把握（CI-NET

との連携を求める趣旨の意見書を作成） 

 

② 汎用的な取り交わし書面の電子データ化に対する検討 

 確定注文・注文請けメッセージを利用して、基本契約の取り交わしを行うことに決

定 

 確定注文・注文請けメッセージを利用した基本契約の取り交わし業務の運用ルール

ガイド(仮称)は標準委員会にて作成 

 

＜継続して実施する事項＞ 

・メーカーやデベロッパー等民間発注者の契約形態を把握し、契約電子化に向けた検

討が必要 

・国や自治体の施策に関連した優遇措置として、官庁発注工事における電子契約実施

企業のインセンティブ等の検討が必要 

 

  

 

 契約金額率が、取引業者率を超過する度合いが大きい程、主要協力会社と電子契約を実

施。 

 大手企業は、契約金額率が 70％を超過しており、主要協力会社と電子取引を実施。 

 中堅企業は、契約金額率と取引業者数率が、概ね比例関係になっている。特に、No.9、

No.22 の企業の契約金額率が高く、主要協力会社と電子契約を実施する傾向。 

 地場企業は、取引業者数の拡大が必要。 
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(3) その他の主な成果 

③ 設備分野における CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 への移行の推進 

 過去物件による設備見積実運用テストⅢを実施、課題整理 

 見積依頼の効率化を検討 

 CI-NET C-CADEC の統合コード編成として、電気設備機器の簡素化改訂（案）の

策定 

④ CI-NET 標準ビジネスプロトコルのメンテナンス 

 平成 19 年度～27 年度のチェンジリクエスト内容を明確にするため「標準ビジネス

プロトコル（Ver.1.5)改訂一覧」を取りまとめ 

⑤ CI-NET LiteS 実装規約等のバージョンアップルールの策定 

 現時点で見込まれる改訂内容について、反映させるバージョンを割り当てる 

 「バージョンアップルール（命名ルール、手続き等）」に関して、参考資料等にて

明文化 

 バージョンアップに要する公示期間、公示方法等のルール案を取り決め 

 CI-NET LiteS 実装規約等のバージョンの命名ルール案について、運用に際して不

都合等が生じた場合は、随時見直し 

⑥ CI-NET LiteS 実装規約メッセージの見直しと整理 

 出来高報告メッセージにおける明細の記載方法の周知として、変更可能なゼネコン

のリスト化および推奨する記載方法の明記 

⑦ 基本契約書メッセージの策定 

 注文・注文請けメッセージを適用した暫定運用を明文化 

⑧ 消費税率変更への対応方法検討 

 税率変更決定時および複数税率導入時の対応方法を検討 

⑨ 建築見積業務分野における EDI 化の普及 

 建築積算数量データを CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 指針・参考資料に反映 

 集計表に展開するためのコード精査を実施 

⑩ 「CI-NET LiteS 実装規約準拠基準の方針（案）」に基づく適合性試験および相互

運用性試験の手順書の策定 

 「CI-NET 適合試験手順書（案）」およびチェックシート 

 「CI-NET 相互運用試験手順書（案）」およびチェックシート 

⑪ 強い暗号化への移行に向けた対応 

 「暗号アルゴリズム」の変更に伴い、スケジュール調整およびシステム改修が必要

となるため、平成 29 年 4 月からの移行スケジュールに向けて周知 

 「暗号アルゴリズム」移行に向けて、システム改修が必要となる各社による試験実

施に際し、企業間の調整および支援 

⑫ 新通信方式の追加に伴う情報伝達規約等の改訂 

 「CI-NET 版 ebMS による通信プロトコル利用ガイドライン改訂版」を CI-NET 

LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.7 に反映 
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⑬ 新暗号アルゴリズム対応の電子証明書における企業識別方法および認証方法のあり

方の検討 

 セキュリティ強化、ユーザー利便性向上、認証方法の高度化等に配慮した新プロフ

ァイルを策定 

⑭ CI-NET における添付ファイルの圧縮・解凍方式の見直し 

 CI-NET 対応ベンダーで、自己解凍形式に追加する圧縮方法について協議 

⑮ 運用マニュアルの改訂 

 CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.5「第 5 節  電子メールを前提とした 

CI-NET による電子データ交換（EDI）に関する運用マニュアル（参考例）」の改

訂 

⑯ CI-NET を取り巻く周囲の電子商取引等に係る調査研究の実施 

 発注者（官民共）の電子商取引の動向、EDI に関連する技術動向等について、必要

な場合調査および研究を実施 
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2. 活動方針の設定根拠 

＜目標＞ 

(1) 新規ゼネコン導入企業数 ：3 ヵ年期間で 10 社以上増加 

CI-NET の普及拡大に向けては、発注側企業が率先して導入することにより、その取引企

業（受注側企業）が合わせて導入を行う可能性が高い。よって、発注側企業での普及を進

めることで導入企業全体の底上げが期待できる。ただし、発注側企業を正確に把握するこ

とは困難であるため、目標としては第 2 次 3 カ年計画と同様に新規ゼネコンを対象として 

「10 社以上の増加」と設定する。 

なお、発注側企業とは、CI-NET の発注機能を利用している企業を指し、ゼネコン以外に

も「設備工事業者」等が存在する。 

 

(2) CI-NET 利用企業数 ：平成 31 年度末時点までに 12,000 社以上 

新規導入ゼネコン企業数を 10 社増加させた場合、その取引企業として 1,000 社※以上の

増加が期待できる。平成 27 年度末時点で 10,000 社を突破していることから、CI-NET 利

用企業数は約 2,000 社増加の 12,000 社を目標とする。 

※ 1 ゼネコンあたりの取引企業数は中堅ゼネコン以下で 231 社であり、そのうち約 56％

は重複する取引企業であることから、1 発注企業で約 100 社増加、10 社で約 1,000 社とな

る。また、ゼネコン以外の発注側企業にも積極的に普及展開を進めるため、目標としては

12,000 社以上とした。 

 

 

(3) 加えて以下の指標で普及拡大状況を評価（経年変化を見たうえで目標を設定） 

発注者側企業を母数とする指標（完工高（売上高）に基づく会社規模別の利用率で評価） 

日建連加盟企業を母数とする指標（日建連加盟企業 140社売上高を母数に利用率で評価） 

建設工事施工実績のある企業を母数とする指標（資本金に基づく一定程度の規模を有する企業を母数

に評価） 
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＜背景データ＞ 

(1) CI-NET 利用企業数の推移 

 

図 5 CI-NET 利用企業数（平成 27 年度末時点） 

 

 

図 6 CI-NET 利用企業数（平成 31 年度末時点の予想（平成 20 年度以降）） 
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(2) 導入企業数（発注側企業） 

 

図 7 完工高別 CI-NET 利用割合（建設工業新聞等調べ） 

 

(3) 完工高 300 億円以上の企業の CI-NET の利用状況 

 

※ 東京：未導入 47 社 導入 11 社  大阪：未導入 12 社 導入 2 社 

図 8 完工高 300 億円以上の企業の CI-NET の利用状況       
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(4) 導入企業売上高（日建連加盟企業） 

 日建連加盟企業 

① 

CI-NET利用 3 

② 

割合(%) 

②／① 

企業数 140社 1 17社 12% 

売上高 149,012億円 2 49,188億円 33% 

1：「日建連事業報告」（平成 26 年度） 

2：日刊建設工業新聞で掲載された企業の売上高 + 掲載されていなかった企業は会社概要等を調査 

3：日建連加盟企業のうち、CI-NET を利用するゼネコンおよびその他企業数（（一財）建設業振興基金 調べ） 

 

 

図 9  日建連加盟企業の CI-NET 利用状況（左：企業数、右：売上高） 
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(3) 第 3次 3ヵ年活動計画（平成 29～31年度）の検討スケジュール 

 

利用企業拡大に向けた普及活動の実施と導入支援 

活動内容 
実施計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

1) 建設業関係団体等との連携による普及拡大    

① 普及拡大に向けた各建設業関係団体との

意見交換の実施 

○意見交換会の実施 ○意見交換会の実施 ○意見交換会の実施 

② 首都圏を中心とした中堅ゼネコンおよび

各地域の有力ゼネコンに対するセミナー

開催等の積極的な普及活動 

○中堅・有力ゼネコンへの展開方策の

検討 

○中堅・有力ゼネコン

への普及展開 

○中堅・有力ゼネコン

への普及展開 

2) CI-NET 対応ベンダー等との連携強化 

 

   

① CI-NET 対応ベンダーと業務パッケージ

ベンダーへの普及活動支援および情報共

有のための関係構築（意見交換、情報提供） 

○意見交換、情報提供の実施 ○普及展開活動への

反映 

○普及展開活動への

反映 

3) 電子商取引説明会の立案、開催 

 

   

① 説明会の立案にあたって、導入阻害要因を

分析、整理し、テーマを絞った説明会を実

施 

○テーマの企画、説明会の実施 ○テーマの企画、説明

会の実施 

○テーマの企画、説明

会の実施 

② 発注側企業に加えて受注側企業（協力会

社）の事例を紹介 

○説明会用の事例収集、依頼 ○説明会用の事例収

集、依頼 

○説明会用の事例収

集、依頼 

4) 勉強会、個別支援等の支援活動 

 

   

① 説明会の参加企業に対して、積極的にアフ

ターフォロー（事後ヒアリング、意見交換）

を実施し、勉強会、個別支援へ誘導 

○事後ヒアリング、意見交換の実施 ○事後ヒアリング、意

見交換の実施 

○事後ヒアリング、意

見交換の実施 

② 完工高 300 億円以上の発注側企業に向け

たアプローチを実施 

○企業分析の実施、優先順位の整理 ○アプローチの実施

（優先度高～中） 

○アプローチの実施

（優先度中～低） 

③ ゼネコン以外の発注側企業（専門工事業

等）に対する普及活動の実施 

○ゼネコン以外の発注側企業への展開

方策の検討 

○ゼネコン以外の発

注側企業への普及展

開 

○ゼネコン以外の発

注側企業への普及展

開 

5) 普及ツールの更新、作成 

 

   

① 既存のPR資料の改訂および導入事例の収

集、CI-NET 導入に係る業務方法等の推奨

案の作成を行い、提供資料を充実 

○資料作成 ○資料作成 ○資料作成 

② CI-NET 広報コンテンツの整理、公表およ

びホームページのメンテナンスを実施 

○適宜実施 ○適宜実施 ○適宜実施 

③ これまでの普及ツールに加えて、新たな普

及ツール（広報用ポスター、チラシ等）の

作成および広報媒体の活用 

○新たな普及ツールの検討、作成 ○普及ツールの展開  

6) CI-NET 推進協力者（国土交通省および各地方

整備局等）との連携 

   

① これまでに引き続き、国土交通省および各

地方整備局等と連携して普及活動を実施 

○適宜実施 ○適宜実施 ○適宜実施 
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利用環境の整備・機能強化 

活動内容 
実施計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

1) CI-NET 利用に関連する法令や施策への対応    

① 電子帳簿保存法（電子計算機を使用して作

成する国税関係帳簿書類の保存方法等の

特例に関する法律）への対応等、コンプラ

イアンス強化のための対応策の立案と普

及展開を実施 

○実態調査 ○展開方策の検討 ○運用・展開 

2) CI-NET LiteS の機能向上の検討 

 

   

① 標準ビジネスプロトコルと CI-NET LiteS

実装規約の整合化および次期 CI-NET 

LiteS 実装規約バージョンに向けた検討 

○CI-NET 標準ビジネスプロトコル

Ver.1.5 と CI-NET LiteS 実装規約

Ver.2.1ad.7 におけるデータ項目定義

およびメッセージ間の整合化等検討 

○新旧メッセージの共存運用ルール策

定 

○既存取引データへの影響調査 

○実証実験等による

確認 

○整合化等に係るデ

ータ項目定義および

メッセージの改訂案

へのフィードバック 

○データ項目定義お

よびメッセージ改訂

の確定、公表 

② 基本契約メッセージ（新規）の仕様を検討 ○メッセージ（新規）の策定 ○メッセージ（新規）

の策定 

○実証実験等による

確認 

○基本契約メッセー

ジ（新規）の改訂 

○基本契約メッセー

ジ（新規）の確定、公

表 

③ 通信手段の多様化への対応策を検討 ○規約および運用の検討 

3) 既導入企業の利用範囲拡大のための取り組み    

① 中堅ゼネコンをはじめとする既導入企業

との意見交換による課題の抽出および対

応策検討 

○意見交換の実施 ○意見交換の実施 ○意見交換の実施 

② 利用企業への効果的な支援および情報提

供の実施 

 ○支援方法検討 ○支援・情報提供の実

施 

4) CI-NET の利用状況の把握 

 

   

① CI-NET 利用企業に対する利用実態調査

の実施 

○実態調査（継続） ○とりまとめ ○展開方策の検討、実

施 

5) 法人番号導入に伴う対応策の検討 

 

   

① 「法人番号」等を用いた企業識別方法の多

様化に向けた検討 

○問題点の調査、抽出 ○展開方策の検討 ○運用・展開 

 

  



 

400 

 

CI-NET 導入による新たな付加価値の創出 

活動内容 
実施計画 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

1) 建設業以外での取り組み状況を踏まえた普及

拡大活動の実施 

 

  

① 流通分野（卸・メーカーの流通 BMS 協議

会）の展開方法等、建設分野以外の取組事

例等を参考に普及拡大方策を検討 

○実態調査 ○展開方策の検討  

2) 公共工事の契約、発注方法との連携の検討 
 

  

① 四府省（国土交通省、農林水産省、防衛省、

内閣府（沖縄総合事務局））が導入を予定

している電子契約システムとの連携の検

討 

○動向調査 ○展開方策の検討  

② 地方自治体発注を含む官庁発注工事にお

ける優遇措置の検討 

○実態調査 ○展開方策の検討  

3) 民間発注者の CI-NET 利用に向けた検討 

 

 
 

 

① メーカーやデベロッパー等民間発注者の

契約形態を把握し、CI-NET 利用に向けて

検討 

○実態調査 ○展開方策の検討  
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(4) 第 3次 3ヵ年活動計画（平成 29～31年度）に係るパンフレット 
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 この報告書は、一般財団法人 建設業振興基金が刊行し、情報化評議会 会員のみに限定
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